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午前９時00分開議 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。着席。 

○議長（岩佐 達郎君） それでは、本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

────────────・────・──────────── 

  日程第１．一般質問 

○議長（岩佐 達郎君） 日程第１、一般質問を行います。 

 それでは、順番に質問を許可します。７番、江藤芳光議員の発言を許可します。７番、江藤芳

光議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） 改めまして、皆さん、おはようございます。１２月に入りまして、

ことしの締めくくりの議会でございます。幸運にも一番くじを引かせていただいております。

２つのテーマ、合所の水問題（総括）、それから農業問題、この２点について市長にお伺いをい

たしたいというふうに思います。 

 それでは、最初に合所ダムの水問題についての総括をいたしたいと思いますが、その前に、先

般、今年度の事業として「筑後川」という本が作成を市のほうでされまして、この本を３日をか

けて、早速、目を通させていただきました。林逸馬さんが明治時代にお書きになった原作を今回、

大石堰の理事長でありました、三浦俊明さんのほうが翻訳をされて、私どものほうに謹呈をいた

だいております。この五庄屋物語につきましては、帚木蓬生さんの「水神」上下巻、これも読ま

せていただきました。物語としての魅力に引きつけられた思いであります。この本は、３５０年

前の中にそのまま自分が溶け込むような、特に気性の強いリーダー格の高田の五庄屋さん、山下

助左衛門さんに成り切ったような思いで、いまだ、この本の余韻が残っているところでもありま
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す。 

 発刊に当たって市長のほうがここに述べられております。どうか皆様には、この本を足がかり

に、今日の繁栄に尽くされた先人の偉業に思いをはせ、できれば水の恵みをいささかでも再認識

していただければ幸いでございますということで書かれております。どうぞ、きょうの質問につ

いては、この先人の思いというものも込めておりますので、どうぞ、その思いの中で市長の御答

弁をいただきたいというふうに思っております。 

 それでは、議会では、今年度、全議員による水資源対策特別委員会を立ち上げまして、テーマ

として、合所ダムの水問題の検証、２点目に上水道事業の対策、３点目に地下水保全対策と掲げ

て検討を進めております。 

 議論の中心は、先般、実施されましたアンケートの結果等を踏まえ、うきは市の上水道をどう

するのか。このまま小石原川ダムを水源として県南水道企業団に加入する方向で進めるしかない

のか。ほかに方法があるのか。今後、将来、地下水は汚染や枯渇が心配されるとはいえ、夏は冷

たく、冬は温かくておいしい地下水から、水道料金を払ってまで上水道に切りかえる市民がどれ

だけいるのか。まして、ますます深刻化する少子高齢化等による人口減少など、まだまだ接続が

進まず、１００億円を超える多額の債務を抱える下水道事業に加え、この大事業が、果たして経

営が成り立つのか。うきは市の財政はどうなるのか。大きな岐路に立っております。 

 長年論争が続いてきました合所ダムの水問題は、昨年の８月31日、かわせみホールで開催され

ました上水道シンポジウムで髙木市長の上水道に関する法律的な制度理論と持ち前の弁舌で論争

は鎮静化し、水問題を語る市民はほとんどいなくなりました。しかし、当時の経緯を受け継ぐ一

人として、先人の恩恵を無にし、根本的な疑念を積み残したまま、この大事業を進めることには、

いまだ納得するに至っておりません。ところが、ここに来て、ようやく問題の原点にたどり着き、

問題の全容がほぼ明らかになりましたので、先人たちに成りかわり、この問題を私個人として総

括したいと思います。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 テーマが２つございまして、それぞれ３０分を予定しておりますので、市長にはひとつ簡潔に

まとめたところでの御答弁をお願いしたいと思います。 

 まず、１点目のテーマでございますが、市長就任後、市長が繰り返し公にしてきた合所ダムの

水問題に関する一連の見解は、旧浮羽郡３町が受けた配分水量（９,２００トン／日）を福岡地

区水道企業団に貸すことを仲介した福岡県、貸借契約（覚書及び確認書）を締結した福岡地区水

道企業団と旧浮羽郡３町の三者における当時の検証事実に基づいた結論であるのかどうかを再確

認いたします。 

 ２点目、市長は、水資源対策特別委員会において、中断している福岡地区水道企業団との覚書
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等に基づく借用水に対する協力感謝金（提示額１億５,０００万円）の協議を再開したい旨の申

し入れが議会に出されております。しかし、わずか一時金のみの交渉をもって、この覚書等の清

算を図る考えなのか、その真意をお伺いしたいと思います。 

 御答弁を願います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） おはようございます。ただいま、合所ダムの水源問題の総括についてと

いうことで、２つの御質問をいただきました。 

 １点目が、昭和５０年に締結しております覚書と確認書についての御質問でありますが、これ

まで議会で御説明してまいりましたとおり、このことについては、私自身の目と耳で覚書等の締

結当時から今日までの筑後川水系ダム開発に至る経緯を確認し、河川法などの関係法令を踏まえ

た上で答弁をさせていただいております。議員も十分御承知のこととは思いますが、再度、覚書

の内容を確認いたします。 

 まず、福岡地区水道企業団と旧浮羽郡３町とで取り交わしております覚書について、覚書では、

旧浮羽郡３町に配分された合所、江川、寺内ダムで開発される水道用水―１日当たり

９,２００トンとなっておりますが、この覚書は、河川管理者―当時は建設省でありましたが、

河川管理者が関係しない当事者間の任意のものであります。旧浮羽郡３町は、合所ダム、あるい

は江川、寺内ダムに水利権を持つための法的な手続を行っていないため、法的根拠に基づいた水

利権を取得しておりません。さらに、河川法第３４条―これは権利の譲渡についての条文で

ありますが、この第３４条により、水利権の譲渡は、河川管理者の承認を受けなければできない

ものとされております。 

 以上の理由により、この覚書をもって旧浮羽郡３町に水利権があるとは言えないと考えており

ます。この覚書は、あくまで旧浮羽郡３町が水を必要とするとき―具体的には、次期水源大

山ダム開発までの期間を指すわけでございますが、福岡地区水道企業団が水の確保について担保

するという意味合いを持ったものであると理解をしております。 

 覚書の趣旨にのっとり、平成６年に、県からは、合所ダムの次期水源として整備される大山ダ

ムの建設計画にあわせて、旧浮羽郡３町も参画し、用水を確保するように指導されておりました

が、旧浮羽郡３町は、水道整備計画がないことから、水の配分について必要がないことを伝え、

大山ダムへ利水者として参画をしておりません。したがって、大山ダムへ参画しなかった時点で、

覚書に記載されております次期水源が開発されるまでの期間は満了したものと考えられ、覚書等

に記載された内容、考え方は終わったものと理解をしております。これらの認識には変わりよう

ございません。 

 ２点目が、協力感謝金の交渉をもって覚書を精算するのかという御質問でございますが、ただ
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いま御説明しましたとおり、覚書等につきましては、次期水源の大山ダム開発によって効力を失

ったものと理解をしております。大山ダムが開発されたことを受けて、覚書、確認書を清算する

ため、合所ダム及び筑後川流域の水量確保並びに水源の清浄化に対する協力感謝金として、平成

１５年から時間をかけて協力感謝金の協議を行ってまいりました。 

 その後、ダム事業の検証や、市議会において水源に関する議論がされていたこともあり、協力

感謝金の協議が中断をしておりました。しかし、本年８月１０日に開催されました第４回水資源

対策特別委員会において、議員の皆さんから、協力感謝金問題はどうなっているのか。協力感謝

金についての交渉が中断されているが進めてもらいたい。あるいは、協力感謝金問題が風化しな

い前にきちんとやってもらいたいなどの意見要望がありました。 

 このようなことから、福岡地区水道企業団に協議再開を申し入れ、現在、協議を進めていると

ころでありますが、協議中断による空白期間が長かったため、非常に厳しい交渉となっていると

ころであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） 市長の答弁は、まさに法律的、制度的に言えば、そういうことで

あるということは、私も行政を長く経験してきた１人として理解をいたしております。 

 そこで、きょう、ぜひ申し上げたいのは、市長も就任からほぼ４年近くになります。市長にな

られたときに、市長としてもしっかり勉強していくということを個人的にもお聞きをして今日に

至っておりまして、まさに日ごろ緻密な積み重ねの努力をなさる市長でもございます。 

 ただ、前回も申し上げましたけども、この覚書の当時の―いわゆる４０年前、昭和５０年

当時、合所ダムが計画されている時期でございます。この当時、皆さんにも何回もお配りしてい

ますけれども、覚書、それから、ここにもう一つ確認書というのが、皆さんも、御存じの方も多

かろうと思います。この当時かかわった方が、今、お二方、現存いたしております。これも市長

御存じのとおりであります。お一人が矢野正道さん、浮羽町の朝田に在住をいたしております。

この方は、福岡県南広域水道企業団、うきは市が加入しようとしている水道企業団でございます。

それから、福岡県南広域消防組合、解散いたしましたけども県南情報センター、そしてなおかつ

小郡にあります三井水道企業団を創設された方であります。久留米との関係もあって、人・物・

金は一切出さないとの条件で、ゼロから福岡県南水道企業団を設立。その結果１００億円を超え

る余剰基金を保有するなど、厚生省からも、私も一緒に連れていってもらったことありますけど、

大変、経営的に称賛されるお話を今も記憶をいたしております。この方は、合所ダムの水で浮羽

郡の水道をつくるのが生涯最後の仕事というのが口癖でございました。 

 それから、もう一方は大江信二さん、太宰府に在住でございます。８２歳の方であります。矢

野さんは９４歳ですね。大江信二さんは、元県庁の職員でございまして、この水問題の所管であ
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りました衛生部環境整備局の主幹をなされていた方であります。まさに、この覚書と確認書を御

本人が原案を作成したお方であります。特に、浮羽郡とは、合所の問題とＲＤＦの問題で、浮羽

郡のことを非常に深く承知をいたしてある方でございます。たまたま電話で何回かやりとりをし

た経緯がありまして、その電話の結果を市長にもお伝えしておったんですが、御自宅のほうに

２回行かれまして、膝詰めでいろんなお話を―市長の答弁も含めて、資料等も見ていただい

ての結果でありますが、大江さんから私に電話がございまして、どうしてこんなことになったの

かと、大江さんは、その責任から、今現在のうきは市の合所ダムの問題について事態を憂慮され

て、矢野正道さんに会いたいということで、ことし８月２７日、市長とお盆にいろんな個人的な

話をした後でございますけども、わざわざうきは市にお見えになりました。 

 矢野さんと再会いたしまして、うきは市民憲章の作成委員長、それから、うきは市民の歌の作

成委員長を務められました元読売新聞福岡総局長の山崎絜さんの立ち合いのもとで、当時の実情

を矢野正道さんとともに検証、確認いたしまして、その全てを収録いたしておるところでありま

す。参考のために写真を撮っておりますので、また市長のほうには１部お渡ししたいと思います

が、４人でゆっくりと４０年前の事実を語ったところであります。 

 少し時間をいただいて、証言の要点について、皆さんに、この場で御紹介をしたいというふう

に思います。 

 まず、この問題の発端は、浮羽町長でありました鑓水速太町長から、ダムができるが、耳納パ

イロットにはメリットがある。しかし、浮羽町には恩恵がない。どうにかならんのかというのが、

小江さんのほうに御相談があったそうでございます。そして、合所ダムは農業用水として計画さ

れておりますが、県は今後の水利用を考え、都市用水のユーザーを探したと。結果、福岡地区水

道企業団と福岡県南広域水業企業団が手を挙げましたと。地元浮羽郡３町は、お金がないから手

が挙げられなかった。今は地下水があります。しかし、将来は上水道を考える必要がある。今は

水は要らんが、将来のため何かいい方法を考えてほしいということが、大江さんに相談があった

そうであります。 

 同時に、大江さんは、矢野正道さん―福岡県南広域水道企業団の企業長とも相談したとい

うことであります。水の貸し借りは法律上できないが―これは市長のおっしゃるとおりです。

河川法上、水の貸し借りというのは認められていないというのは法律的に明確です。しかし、法

律上できないが、浮羽郡のため、どこに貸したらいいかどうかということを検討したと。結局、

大江さんが水不足で悩む財力のある福岡地区水道企業団に話を持ちかけたと。その結果、福岡地

区水道企業団は、水不足から水の貸し借りは違法と承知の上でこれを借りる意思を表明。浮羽郡

３町には、ダムの建設費用を負担する金がない。だから、福岡地区水道企業団が肩がわりして負

担することを約束。そして水を貸すことにした。これが覚書記載のとおり、水をかえすときにこ
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れを清算するということが約束されたということでございます。 

 そうなりますと、１１月１日号の―これはことしの１１月１日号ですよ、水資源対策室か

らのお返事。住民の皆さんは見られたかもわかりません。この中に、どう書いてあるかというと、

合所ダムは、うきは市内にありますが、うきは市は建設にお金を払っていません。ですから、ど

ちらのダムも―藤波ダムもどちらもうきは市にあるものの、うきは市のものではありません

と。ダムは、建設にお金を払ったグループのものですと。こういうふうな記載になっております。

それから、これは、平成２０年７月１５日号の広報にも同じことが書かれております。 

 だから、大江さんの話からすると、お金がないから福岡に水を貸して、福岡もそれを了解した。

ダムのお金は肩がわりする。うきはに返すときに清算するというのが、これは、この覚書の第

２項に、浮羽郡３町が使用する時点で清算し、両者に不利益が生じないように配慮するものとす

るということをはっきり書いてあるのに、お金を払ってないから権利はありませんという、これ

はお二人の話からすると、完全なうその記事がここに記載されているということになります。 

 こういうことで、福岡に水を貸すことにしたと。ダムの建設費は、福岡が引き受けると、水道

企業団が。浮羽に返したときに清算するということは、この覚書どおりです。これを受けて、大

江さんが中心になって、福岡地区水道企業団、福岡県南広域水道企業団、そして浮羽郡３町に

９,２００トンを配分をしたと。 

 さらに、福岡地区水道企業団は、大江さんに依頼し、水の返還が１０年では不確定だとして、

次期水源、大山ダムに上乗せして浮羽郡３町の水源を確保することで合意。覚書及び確認書を作

成、締結したということであります。 

 大江さんがおっしゃる問題は、県が浮羽郡３町に対し、大山ダムに水源を求めさせたのがそも

そもの間違い。浮羽郡３町は、大山ダムや小石原川ダムに水源を求める必要はさらさらない。そ

れが、県、福岡地区水道企業団、浮羽郡３町、三者で合意した覚書の約束だということでありま

す。 

 このとき福岡地区水道企業団は、福岡市リードで浮羽郡３町の借用水を議会で議決をいたして

おります。これが、ここが水道企業団、当時、昭和５０年、第３回議会の定例会の議事録です。

そのまま書いてあります。 

 それから、水の貸し借りは法律上できないが、浮羽郡３町の将来を考えるとこれしか方法はな

かったと。あくまで政治的判断であって、こういう例は幾つもあると。これを福岡地区水道企業

団は認めた上で、時間の経過や状況の変化がどうあろうと借りた水は返すのが約束だというのが

大江さんのお話、そのままのお話の要点をここに申し上げたところであります。 

 ４０年前とはいえ、大江さんの当時の記憶は明解でございました。今さら４０年前の話を持ち

出して、皆様の中には混乱を招くだけだということも承知をいたしております。しかしながら、
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事実は事実として、市民の生活がかかっている重要な問題であります。市長として、直接、責任

はないのかもしれませんが、ぜひこの話を御理解いただきたいというふうに思います。この話は、

昭和５０年―５７年、私が久留米市荒木町の福岡県南水道企業団内で仕事をしていたことか

ら、矢野さんに繰り返し聞かされてきた内容と一致するものであります。この話は、怡土市長時

代、県からおいでいただいておりました田中節男副市長に、副市長室でお話をしましたが、全く

とり合っていただけなかったということを聞いておるところであります。 

 結果として、このお二人の証言からすれば、市長が繰り返されてきた見解は、法律云々にかか

わらず、根底から覆ることになります。このお二人がいいかげんな話をするとは到底思えません。

市長は、これまでしっかり勉強したとおっしゃられておりますが、生き証人である、お二人にぜ

ひお会いをいただいて、どうしてこんなことになったのか、この事実を御確認いただきたいと思

っております。その上で、今後このことを武器にしていただいて、協力感謝金等の福岡の交渉を

優位に進める材料としていただきたいと思うんでございますが、市長の、私が申し上げたことに

対する今の御見解をお尋ねしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、お二人の証言を引き合いに御指摘をされておりますが、根本

的なところが食い違っているなと、こう思ってます。 

 まず、うきは市内にあるダムの水は、うきは市のものであるという前提でお話をされている感

があるんですが、これは、議員も御承知のように、川の水というのは公水で国民全体のものであ

ります。そういう中に人工的にダムをつくって、水源開発を起こして、上水道事業を起こすとい

うことになりますと、河川法等いろんな法令的な制約を受けて、その基本が利水権というもので

あります。立派な民法上の所有権がダムの中にも認められておりまして、ダムの建設に費用負担

をしたものが共有持ち分としての利水権というのを取得します。この利水権をもって貸し借りと

いうのは話がわかります。もちろん河川法上の水の貸し借りはできませんが、共有持ち分という

財産をもってそれを貸し借りとする前提は、これは非常にわかるんですが、もともと利水権とい

う共有持ち分を持ってなかったんですね、うきは市が。だから、貸し借りの前提が全然成立しな

いということを、まず、御理解いただかないと、今のお二人の証言の話を、うんうんと言うのは、

ちょっと次元が違うんじゃないなかというふうに思います。 

 そして、２点目の、どういうんですかね、県そのものが大山ダムに県の指導で旧浮羽郡３町に

利水権を求めてきたと、それがおかしいというふうに証言者の一人であります大江さんがそうい

うふうにおっしゃっているということでありますが、やっぱり先ほどから、私、申し上げてます

ように、もともと利水権という共有持ち分を持ってませんから、どうしてもあのときには、大山

ダムに一旦、旧浮羽郡３町が利水権を確保して、そして、確保した後に、合所に持っている利水
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権者と―いわゆる福岡地区水道企業団と、大山ダムに初めて利水権を取得する旧浮羽郡３町

が対等な立場で河川法に基づく権利の譲渡をする。これを県庁は求めたのであって、何も県の指

導も一切間違いはなかったと、このように理解をしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） 根本の根本―どうあれ市長のおっしゃる理論というのは、私は

理解をしてます。私もそれなりに勉強をしてきました。ただ、私が申し上げるのは、２人の伝聞

ですから、ここで論争したところで何もなりません。だから、あくまでもここで、先ほど要点を

申し上げましたとおりに、これはもともと法律に反している。いわゆる民法上、公序良俗に反す

るということも理解した上で、ただ、この覚書等が表に出るということ自体がおかしな話で、こ

んな問題になってきたということは理解すると思うんです。私もやっとわかりました。表に出し

てしまったから、表に出さずに市長が就任したなら、これを１つの武器にして、交渉の余地があ

ったんだけど、これが公になるほど言えないという現実は理解してます。 

 しかしながら、この話は、お二人の事実一致してますから、このあたりを、市長は、うきは市

を今後どうするかという原点に立ち返って、これは話を再確認されて、大いに活用しないと、結

局、市長は、理論と実際のあれというのをなかなか相入れない思いになられてますけど、これは、

市民の水利権の問題等々わかってます。それでも、原点にこういう話があって、政治的に県が仲

介してやったことは事実ですからね。それを否定するんじゃなくて迎え入れてどうしようかとい

う今後の展開に活用すべきという思いです。 

 もう３０分近くなりますのでくどくどは言いませんが、３０分できょうは定義するだけで終わ

りたいと思うんですが、最後に、私の総括の結論を申し上げていきたいと思います。 

 協力感謝金、もう協議始まっているそうですが、私は申し上げました、特別委員会で。こうい

うことでありますので、この内容を読むと、ちょっと申し上げます。 

 私は、ここに至って、合所の水が返還されるとは思っておりません。もし返還されたとしても、

田主丸が久留米市になった以上、このうきは市、旧２町で合所に浄水場を建設して、これで経営

が成り立つとは思っておりません。そういうことで、結論を申し上げると、このお二方の証言か

ら私はいろんな書類を見て申し上げようと思ったんですけど、議事録が幾つもあります。県、福

岡地区水道企業団、旧浮羽３町との。でも、どうしても浮羽郡３町というのは、水に関心と水の

制度理論に疎い。結果として、福岡地区水道企業団の大組織に足元を見られてる。やり込められ

ているとしか思えません。今までの経過ですよ。そして、なおかつ福岡は水を返したくない。そ

れから、覚書が表に出ては困る。もしこれが国土交通省に知れたら大変なことになるというのは

明確にこの議事録にあるんですよ。そらそうですよ、法律違反ですから。市長も国交省出身だか

ら、私は思うんですよ。国交省の官僚だった市長さん、市長になっていただいた。しかし、法律
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違反を、事実がそうであってもそういうわけにはいかないという立場でやってるんじゃないかと。

事実は事実として。 

 だから、市長は今や政治家ですから、国交省なんか関係なくして、県からも補助金もらわない

かんから、嫌われたらなかなか難しいという立場にあるかもしれませんけど、ここ一番、やるべ

きは、法律違反をやったのは大江さんだけども、県がやったんなら、住民を犠牲にするんじゃな

くて県と戦わないかんとです、福岡地区水道企業団と。 

 ところが、市長は、こういう考え方が、平成１５年に来た文書についてもメモだ、メモだとい

うふうに、どうして県とか福岡の立場になった発言をして住民をしっかりあきらめさせようとす

るのかというのは不思議でならないというのが正直な思いでもございました。そういうことで、

どうも福岡にしてやられてるというのが私の印象でございます。 

 そういうことで、今、うきは市は、上水道をどうするのかせっぱ詰まった状況にあるさなかで

もあります。事実は事実として将来に禍根を残さないため、先人の名誉を守るためにも、その義

務があるというふうに思います。市長の考えどおり、上水道に着手する強い意思があるのであれ

ば、その前提として、これから協力感謝金の交渉を政治的かつ優位に進めるためにも、ぜひこの

お二人にお会いして事実を御確認いただきたい。この問題を河川法や制度理論云々ではなく、政

治的に苦肉の策として整理したものであって、政治は政治で決着をつけるのが市長の立場ではな

いかと思っております。それができないのであれば、髙木市長がうきは市長として信頼できる人

なのかどうなのかが問われることになるというふうに思います。ぜひ、市長にこのお二方にお会

いしていただいて、先人に対して、それは、市長の事実は事実できちっとお伝えすればいいこと

ですから、それを最後に確認をして終わりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、１点なんですが、私が福岡地区水道企業団、あるいは福岡県の立

場に立って擁護するかの答弁をしているという御指摘、これは、きょうだけじゃなくて、以前に

も議員から御指摘をいただいてますが、そのたび申し上げてますように、決してそんなことはご

ざいません。当然、私も政治家としていろんな団体と対峙し、また、要求をしていく立場の人間

でありますが、そういう要求する中において、やはり合理的な理由というか合理的な根拠がない

と、なかなか交渉事もまとまりません。したがって、冒頭申し上げましたように、この案件につ

いては、私自身が、この目と耳でしっかり検証した中で答弁をさせていただいておりますし、そ

れは、うきは市民を代表した市の公益を背負ったところで答弁をさせていただいているというこ

とを御理解いただきたいと思います。 

 ２点目が、証言をされている２人の方にお会いしたらどうかというお話でございますが、これ

は個人的な案件でございますので、この場で明解な答えは差し控えさせていただきますが、御指
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摘については受けとめておきます。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） 会わずして、やはりこの大事なうきはの将来、禍根を残してはい

けないと思いますので、ぜひ堂々とお会いになって、そして、お二方の―もともとこれは、

法律に反したことで始まっていることは事実ですから、それはそれとして、事実は事実として、

やはりそこは整理をかけていかないと、このまま市長が会われないとすると、また疑心を持った

まま引きずっていくものになると思いますので、ぜひお会いすることを期待して、この問題につ

いては終わりたいと思います。 

 それでは、２点目に入らせていただきます。 

 ＴＰＰとうきは農業振興政策についてをお伺いしたいと思います。 

 １点目、市長は、大筋合意に至ったＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）をどう評価し、今後、将

来に向けた、うきは市農業への影響を、どう分析しているのか。 

 ２点目、うきは市農業の政策と現状において、今後、基幹産業やフルーツ王国だと言えるのか

どうか。急ぎ総合戦略を結集して農業基盤の抜本改革に着手しない限り、うきは農業は生き残れ

ないのではないかと思っております。市長の見解と決意をお伺いいたします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、ＴＴＰとうきは農業振興政策について、大きく２つの御質問

をいただきました。 

 １点目が、大筋合意に至ったＴＰＰをどう評価し、農業への影響をどう分析しているのかとい

う御質問でございますが、我が国の農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少、高齢化、農産物

価格の下落、また、資材価格等の高騰により生産コストが上昇していることに伴う、農業所得の

下落、停滞、さらには自然災害や異常気象等による農作物被害等により、厳しいものがあること

は御承知のとおりでございます。 

 このような状況の中、本年１０月５日、協定交渉参加１２カ国は、ＴＰＰ交渉閣僚会合におい

て協定の大筋合意に至っております。その内容は、農業者に受け入れられるものではなく、聖域

と呼ばれる農産物重要５品目―米、麦、牛肉・豚肉、乳製品、甘味資源作物についても、一

定の聖域を守ったというものの、段階的に関税率が引き下げになるなど、到底容認できるもので

はございません。市といたしましては、これまでどおりＴＰＰ反対の考えでありますし、にじ農

業協同組合等からも反対に関する緊急要請書をいただいているところであります。引き続き、関

係各機関と連携して、ＴＰＰの問題について取り組んでいく必要があると考えております。あわ

せて、地方経済や地域農業に与える影響試算などに対する早急な情報提供と国益に視点を置いた

国会での十分な審議を行うことや、国内農業の活性化に向けた必要な対策と予算の確保を行うよ
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う、強く要請をしているところであります。 

 なお、農業生産への影響についてでありますが、平成２５年３月に農林水産省が試算を行って

おり、これによれば、農業生産高が約３５％、金額にして約３兆円減少するとしております。し

かしながら、今回の大筋合意が行われた後では、国の詳細な試算は示されてない状況であります。

このような中、現時点では、農業生産への影響を高い精度で把握することは難しい状況でありま

すが、引き続き、国などの情報に注視してまいりたいと考えております。 

 ２点目が、農業基盤の抜本改革が必要ではないかとの御質問でございますが、御指摘のように、

今後、米麦や野菜、お茶なども含め、生産基盤の強化を図っていくことが必要と考えております。

うきは市の農業生産基盤整備の現状としては、うきは市の耕作面積が３,１７０ヘクタールあり

ます。このうち、県営圃場整備事業で整備を行った農地が約１,２４６ヘクタール、また、国営

耳納山麓土地改良事業費で整備を行った農地が約２１７ヘクタールであり、急傾斜地や住宅地に

隣接しているなどの理由により整備が難しい農地や整備を必要としてない耕作地を除き、未整備

地域は、山間地で４から６ヘクタールほどが残るのみとなっております。 

 このような状況の中、田については、農地中間管理機構の事業を活用して農地の集約化につと

め、戦略作物である大豆等のブロックローテーションの規模拡大や、ローテーションの短縮化等

の検討を行っているところであります。しかし、戦略作物の大豆等の団地化を拡大するためには、

オペレーター等の人材不足や、収穫するための農業機械の不足等の課題に悩まされている現状で

あります。このような課題に対応するために、うきはレインボーファームを中心に、平たん地と

山間地に設けられている機械利用組合等が連携して、人材の交流等に取り組み始めたところであ

ります。また、果樹については、ＴＰＰによる影響が比較的少ないと言われておりますが、市の

農業の主要作物であるため、トータルの金額で見ると、非常に大きな影響が発生することも懸念

されます。このような中、県としても新品種の開発、普及を積極的に行っておりますので、戦略

的な品種を導入するとともに、消費ニーズをつかみながら、果樹生産の高度化を図っていく必要

があると考えられます。そのほか、施設園芸であるトマトやイチゴ栽培については、収益性は高

いものの、多額の投資資金が必要となるため、ＪＡ、普及指導センターと一体となって就農前後

のサポートを行うことにより、新規就農者の育成を図ることが必要になると考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） ＴＰＰのうきはに対する影響、分析というものについては、具体

的にはなかなかつかみにくい面があろうかと思いますが、大方、毎日、今、農業新聞、それから

西日本新聞等々でも、ＴＰＰの今後の―自民党政権がいかにこれを救済していくかというこ

とが、ほぼ方向性が出てきているようでございますけれども、問題は―このＴＰＰの関税撤

廃が全体の９５％、農産物でも８０％、これが、農林水産物のうち５１％が即時撤廃ということ
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であります。うちの委員会のほうに付託がされましたけども、中野議員から―ＪＡから意見

書提出の陳情、請願がでておりますので、しっかり議論はしたいというふうに思います。いずれ

にしても、今の農業の実情を市長が本当にどう考えているのか。地下足袋履いて農園をしっかり

歩いて、この実情を本当に見ておるのかどうか。その辺をお話ししたいんですが。 

 １つは、圃場の稲ですね。前回の決算議会でもしっかり、多分、後ろで石井係長聞いてあると

思いますけど、ヒエの広がり、ヒエ。来年は、この種が落ちてますから相当拡大しますよ。以前

はこんなことは全くなかったです。整然とした圃場、水田でした。びっくりしたのは、全部、吉

井、浮羽町、見て回りまして、ヒエがすごい。結局、うきはは個人農業で成り立ってます。はっ

きり言って。認定農業者もいらっしゃいますけど。しかし、やはり個人農業の崩壊がいよいよ始

まったなというのが現実なんです。そして、今、うきは市に４つの営農法人、生産法人がござい

ますね。私、大石営農法人のほうに属して役員もやらせていただいております。その経営の実態

がどうなのかというのは、とにかくまず人手がいない。オペレーター、大型機械。そういうのが

まず現状で、あすをどうするかという状況の中に、今、リタイヤしようお年寄りの方が、いずれ

営農に預かってもらえばいいという思いの方、たくさんいます。ところが、預かる能力がないん

です。ほかも、４つとも。 

 だから、まず、この現状を根本的に打開する方策を今やらない限りは、このまま来年は、ヒエ

の、うきはの農場になることはほぼ間違いないような勢いです。なおかつＴＰＰというものがあ

りまして、米の問題については８０万トンの備蓄ということに決着をしてますけど、それがどう

いうしわ寄せが現実に来るのか。でも、米の食べる人が少なくなっているというのは前々からの

話です。 

 いずれにしても、高齢化、担い手不足というものは全国の課題であるけども、市長が、うきは

の基幹産業、そしてフルーツ王国と言うなら、今、基盤をどうするかということに本気で取り組

まない限りは、ブランド、ブランド言ってますけども、農業基盤があってのブランドなんです。

ブランドありきじゃないんです。ブランド、ブランドで、うきはがしっかりテレビに出ることは

いいことですけども、やっぱり、中国の言葉に、魚を与えればいいと、一時は喜ぶでしょうけど

もやはり魚のとり方を教えないと、うきはの将来というものはですね。だから、この基盤をどう

するかということで私は懸命になってるんです。 

 そこで、市長もテレビなり報道で見られたかもしれませんけども、私は、うきは丸ごと農業株

式会社構想というのを申し上げました。目指すところは、この間、ＮＨＫでもありましたけれど

も、熊本の、かしま広域農場誕生、九州最大。面積４７８ヘクタール。構成員３９３人。結局、

市が中心になって、ＪＡもそうでしょうけども、そういう土地を一手に市が、信頼できる機関が

借り受けて、そして団地化をして、米、麦―裏作の麦、米、大豆、野菜、この団地化をしな
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い限り生き延びることは到底できませんよ。来年、答えが出るような状況です。 

 ですから、これをやってほしいという願いであったんですけども、今回の市のルネッサンスの

戦略、また、議題になりますけども、第２次うきは市総合計画、中身をのぞいてみました。私は、

何ですかね、ネットで見てすればよかったんですけど、もう終わってました。この結果が、今現

在４法人を、１０年計画なのか、５年の計画だと思いますけど、８法人にふやすと。規模拡大。

法人化等推進とは、これは、もう今、以前の話なんですよ。ＪＡのほうも、この数字は上がって

ます。整合とれてると思います。 

 市長、この基盤の、私の言うものに早く着手しないと手のつけられない状況になります。それ

から、柿の果樹もそうです。この間、流川に行って、何人か若手と話しました。このままで大丈

夫かと。そしたら、もうあとは担い手がおらんところは、もうだめじゃろうと。柿の安さ。こと

しは、私も３反半してますけど、立派な柿をつくりきるようになりました。出しても、キロ

１９０円ですよ。値上がりを最後はしてきた。なぜかというと、岐阜、奈良、和歌山、大量の柿

を、渋柿を甘柿に出してる。安い。これに押されてる。うきはの柿は、もちろんおいしい。とこ

ろがそういう状態ですね。 

 もう一つ、ありがたいことに、これは、地方創生の恩恵で土壌調査が始まりました。うちにも

来てますが、１０日までに出してくださいと。いつも生産している伊藤議員と藤田議員とも委員

会の中で話すんですけど、大力翠雲さんがふるさと大使なさってます。帰ってきたとき、電話い

ただきます、お会いします。柿がおいしかったと言って、うきはに来て買って帰ったら全然味が

違う……。結局、土の質でおいしいところと、見かけはきれいなんですよ。立派なもの。ところ

が、味がこんなにも違うという。農協に、ＪＡに出すと、プールですから全部それで出荷されて

いく。だから、まず、現実的に、土質調査なりおいしさの調査をして、その中のおいしいのをブ

ランドと。観光協会もゴールドシールやってます。ああいうものをするとか、そういうものがし

ないと、今、果物に絵を描いたり、あれをハロー何とかと言いましたね。ああいうものも売りの

１つになっているし、もう少しその辺を考えて、まず、将来に向けた基盤をつくらないといけな

いというふうに思いますが、７分しかありません。まず、このことについて、私の思いについて

の御見解を賜りたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 御指摘のように、大きな課題は、農地の集積、団地化であることは間違

いありません。先般も農業委員会と意見を交換する場がありまして、そういう話もさせていただ

いたところであります。そして、また、私は、耳納山麓土地改良区の理事長も仰せつかっている

んですが、農業用水関係においても、この団地化を進めないとなかなか利水関係も支障が出てい

るのは御承知のとおりでありますので、これは大きな課題だというふうに認識をしております。 
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 それと同時に、いつも申し上げてますように、多分、我が国の農業は、今後ますます二極化、

国が勧める攻めの農業というか、大規模農業と小規模農業というふうに完全に二極化するであろ

うと思われます。 

 そういう中で、うきは市は中山間地もあり、山麓地帯もありということで、地形の起伏に富ん

だまちであるわけでありまして、その地形に応じた適地適作農業が過去から続いておりますので、

そこを逆に売りとして、例えばいつも申し上げてますように、３点申し上げたいんですが、やは

り消費者志向にあった付加価値農業の６次産業化、もう一つは、農業だけじゃなくて農村もブラ

ンドに引き入れて、都会を呼び込んで農業の振興につなげていくという話。それから３点目が、

いわゆる小さな農業というか、生きがい農業で、これは福祉とのコラボレーションというか、庭

先野菜をつくりながら健康を維持していただく、健康対策にもつながる。農業と福祉の連携、こ

の３つも同時に進めていきたいということで、ルネッサンス戦略にもそういう趣旨で計画も出し

ておりますし、総合計画もそういう精神の中で計画をまとめているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） あと５分になりました。 

 市長に、ぜひお願いしたい。今、何をやるかの１つが、３年ほど前に私の質問でやったと思う

んですけど、アンケートを各土地所有者なり―農業ですね、皆さんにとっていたデータが

―私、きょう持ってきてませんけど、あります。今、実態を即、１つの一定の方針を皆さん

に、これからの農業の危機と方針を示しながら、実態の意識調査をやらないと、このまま個人個

人の農業に任せとったら、早急に営農に預けりゃいいっちゃんということで、いよいよになった

ら預かり手がなくて放棄地になる。機械は買えない。もう体力もない。そういうぎりぎりのとこ

ろに私は来ているというふうに見ているんですよ。だから、まず意識調査をＪＡと一緒になって

きちっとして、方向性を打ち出してから意識調査しないとなかなか答えは出ないと思いますので、

それをぜひやっていただきたいんですが、いかがでございますか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 意識調査をやったらどうかという御指摘でございますので、御指摘とし

て受けとめさせていただきます。 

○議長（岩佐 達郎君） 江藤議員。 

○議員（７番 江藤 芳光君） これは、くれぐれもお願いしときます。実態を把握しないことに

は、もう政策は打てません。 

 それから、農業については、きょうの農業新聞で藻谷浩介さんの話も、きょう、副市長も非常

に親しい方でございましょうけど、出ております。そういうことで、私も農業でというところで

生まれた男で、うきはを思うがゆえに、やはり市長が言う基幹産業、それからフルーツ王国とい
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うものを、今後やっぱり、より継承して発展していくためには、やはり福祉の問題もありましょ

うけども、基盤は、やはり農業の基盤をしっかりとしたものに立てて、この時代の少子化なり担

い手不足なりを、この時代はしっかりそれで耐え抜いて、次の時代に受け継がなければならない

というふうに思っております。 

 もう一つは、今、大石農業では、せっかく大豆を植えたんですけど、水が仕切れずに、全部す

き込みました。もったいない話です。今、明確に、私もこの質問に立つ前に回って確認してきま

した。人がいないから機械もそれ以上ふやせないと。だから、このままがもう生きるぎりぎりの

４つの法人というのは精いっぱいだというふうに思っておりますので、その辺の事情も、しっか

り担当のほうは聞いてあると思いますので、どうか市長がやれという指示をしっかり出していた

だくことをお願いをして質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、７番、江藤芳光議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） 次に、１０番、諌山茂樹議員の発言を許可します。１０番、諌山茂樹議

員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） ただいま、議長より許可をいただきましたので３つの件名につ

いて、抽象的な質問でなくて、具体的な政策提案をしていきたいと思いますので、誠意ある答弁

をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、まず１つ目の質問でありますが、電気料金削減による経費節減ということでござい

ます。 

 さきの東日本大震災までは、原子力発電の安全神話を誰もが信じておりましたけれども、原発

事故以来、安全神話が崩壊いたしました。震災後は、エネルギーに関する日本国民、日本政府の

考えが変わり、政府は、エネルギー基本計画の大幅な方向転換を余儀なくされております。この

ような中で、当市もわずかではありますが、地球温暖に関連する二酸化炭素削減にも寄与する再

生可能エネルギーを使う小水力発電に、３回の質問の末、ようやく決断していただきました。高

く評価している次第であります。今後、我が国の発電コストの上昇は必至でありますので、節電、

省エネ活動は国民的課題であり、地球温暖化対策としても非常に重要で、かつ消費電力費用の削

減は、行政経費節減に効果がありますので質問いたします。 

 まず、１つ目、原子力発電所再稼働の厳しさに伴いまして、九電初め、発電企業の経営はます

ます苦しくなることが予想され、今後、電力料金が高騰を続け、家計、大口ユーザーに大きく影

響を及ぼすことは必至であります。九電の電力余裕率は、太陽光発電の出力が落ちて、電力需要

が高まる夕方以降が厳しくなると言われておりますので、そのころの節電が大切だというふうに

思っております。なお、産業革命以来、二酸化炭素が主な影響であるそうですが、０.８５度Ｃ
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ぐらい地球温暖化になっているということでございます。うきは市自治体自身の節電取り組み状

況と成果を尋ねたいと思います。とともに、市民に対する啓発、指導並びに学校教育にはどのよ

うに取り組まれているかと伺いたい。 

 ２つ目、学校や庁舎は、市有施設の中で大きな電力消費施設でありますので、他の市有施設も

含めて、耐久性３倍、消費電力２分の１のＬＥＤ照明を計画的に取りかえ、そして、節電、経費

節減に取り組むべきだというふうに思います。所見を伺いたい。 

 ３つ目、財政健全化には歳入の確保が重要課題でありますが、税金収入増や、地方交付税や国

からの補助金増は余り期待できないと。高齢化による社会保障費は右肩上がりで上昇しておりま

すので、可能性を模索し、徹底した歳出削減は不可欠であります。その１つとして、電気料金節

減に向けた総合的な取り組みが必要と考えるので、見解を伺いたい。 

 以上、第１回目の質問でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、電気料金削減による経費節減について、大きく３点の御質問

をいただきました。 

 まず、１点目が、当市の節電の取り組み状況と成果、啓発の取り組みについての御質問であり

ますが、市役所としての節電の取り組みにつきましては、まず、夏の節電対策として、具体的に

は、公共施設の空調温度設定を原則２９度とする。昼休み等の消灯。出張時や２時間以上離席す

るときのパソコン電源の切断。業務終了時の事務機器の電源切断、消灯。それから、クールビズ

の実施―これは期間が５月から１０月でございますが、こういうのをやっております。 

 次に、冬季の節電対策としましては、具体的には、公共施設の空調温度設定を原則１８度とす

る。ウォームビズ―１枚重ね着の励行のほか、夏の節電対策同様、不要な照明の消灯等、小

まめに電源のスイッチの管理を行う。これらの節電対策を管理職会議で徹底し、そして、管理職

より各職場に報告徹底することで、ちりも積もればではありませんが、家庭での節電同様、地道

に小まめな節電に努めているところであります。ことし１０月末時点の半年間の電気使用量を昨

年度と比較しますと、夏の暑さの違いもあるとは思いますが、３％強の減少となっているところ

でございます。今後とも、地道な努力を続けて、少しでも節電の効果が上がるように取り組んで

まいる所存であります。また、市民に対する節電の働きかけにつきましては、広報やホームペー

ジに節電の協力へのお願いの記事等を掲載しながら啓発に努め、節電に御理解と御協力をお願い

しているところであります。 

 ２点目が、公共施設に係る照明のＬＥＤ化についての御質問でありますが、議員御指摘のよう

に、蛍光灯とＬＥＤ照明では、消費電力で３分の１以下、耐用年数が約３.５倍と言われるよう

に、ＬＥＤ照明は、蛍光灯と比較して、耐久性、省エネ効果にすぐれております。このことから、
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各区で管理いただいている防犯灯もＬＥＤ照明への切りかえが進んでおり、今回の補正予算に追

加補正をお願いしているところでもあります。しかし、器具本体の取りかえ等の初期投資が必要

であり、なおかつ、これまでは照度の問題や、ちらつきといったふぐあいが発生することも相ま

って慎重になっていたところでありますが、しかしながら、先日、大きく新聞報道されておりま

すが、国としても省エネ対策を強化する方向性が示されており、先月の新聞報道によると、政府

は２０２０年度をめどに、蛍光灯や白熱灯の生産と輸入を事実上規制する方針とのことでありま

す。 

 これらの状況を踏まえ、庁舎のＬＥＤ照明への更新について、平成２８年度予算計上を検討し

ているところであります。財政状況もありますので全施設まとめてとはいきませんが、段階的に

照明のＬＥＤ化へ向けて取り組んでまいりたいと考えているところであります。 

 ３点目が、電気料金節減の総合的な取り組みについての御質問でありますが、日ごろの節電は

もちろん、照明のＬＥＤ化にも取り組んでまいる所存でありますが、電気事業法の改正により電

力自由化が進んでおり、従来の大手電力会社からの供給以外に、新電力との契約も検討する必要

があると考えております。今年度、複数の事業者から具体的な説明を受けましたが、市役所につ

いては、電力の使用状況等の関係で大きなメリットが見込まれないとの話もあることや、新電力

にかかわる事業者の信頼性について不透明な部分もあり、新電力の事業者と契約を結んだ後に何

らかの事情でもとの大手電力会社に再度契約となった場合は、現在の大手電力会社で適用されて

いる長期契約割引がなくなってしまうことや、災害時に現在の電力会社のような対応が、新電力

と契約した場合にそれが引き続き可能なのかなど、今後、検討しなければならない課題が多くご

ざいます。引き続き情報収集に努め、市として最良の判断をしたいと考えておりますので、この

件につきましては、もう少し時間をいただきたいと思います。 

 引き続き、学校にかかわる件について、教育長から答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 議員からの御質問の中で、１つ目、２つ目につきましては、学校にか

かわることですので、私のほうから答弁させていただきます。 

 １点目の学校教育における節電への取り組みについての御質問ですが、持続可能な社会の構築

が求められる中、リサイクルや省エネルギー等の取り組みを各学校で行っております。節電につ

いては、使っていない教室等の電気は小まめに消すようにいたしております。また、小学校の家

庭科や中学校の技術家庭科における学習の内容の中で、冷暖房機の利用の仕方等、省エネルギー

につながる取り組みを行っております。 

 ２点目の、学校における照明のＬＥＤ化についての御質問ですが、消費電力の低いＬＥＤ照明

への取りかえについては、耐震改修時に交換を実施してきました。また、各学校において、電球、
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照明器具交換、あるいは改修工事が発生した場合には、ＬＥＤ照明で対応をしています。取りか

え時の工事費用等は高くなりますが、約１０年間交換の必要性がなく、管理上の負担が軽減され

ています。学校施設へのＬＥＤ照明の導入については、今後も計画的に対応を図っていきます。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） では、再質問に入りたいと思います。 

 省エネに対する対応の仕方というのは、平成２０年にも１回質問しておりますが、ほとんど変

わってないようです。新しく何かやっているかなと思って期待しておったのですが、余りかわり

ばえがしないということであり、さらなる節電はよろしくお願いをしておきたいと思います。 

 まず、ＬＥＤ化でありますが、久留米市は、平成２０年に元気交付金がありましたですね。あ

れで庁舎の約２０％を一気にやっておるようですね。大きなコストダウンを図っているという状

況でございます。 

 それから、もちろん一気に初期投資が要りますので、大変だと思いますので、計画的にお願い

したいということでありますが、情報では、リース方式でやっているところもございます。例え

ば前橋市とか豊橋市、それから福岡市などもリースで初期投資を抑える。そういうアイデアもあ

りますので、ぜひそういう検討もしたらいかがだろうかというふうに思います。ＬＥＤ化につい

てはそれで結構であります。 

 それから、節電についても、さらなる節電をお願いしたいというふうに思います。 

 それから、最近は、今まで製造業だけに省エネを、節電をお願いしておったんですが、今度、

サービス業まで広げていこうというのが政府の考えであるようでございます。政府が今度考えて

いるのが、節電した分、もちろん節電、その分だけ電気料金安くなるんですけどね、２０１７年

から、節電取引市場というのを設けると。内容としては、省エネに関する設備投資はもちろんで

すけども、節電した分を発電したという見方をして、その分を買い取りましょうと。２つもうか

るということですね。節電した分も安くなります。それから、発電した分も買い取りましょうと。

これが２０１７年からやりたいという意気込みを持っておりますので、政府の非常に意気込みが

感じられるところでございます。ＬＥＤ化はそういうことで結構でございます。 

 それから、電気料金を総合的にかえるということで私も提案してるんですが、今から提案する

し、検討はしてると言うんですが、電気には、特別高圧というのがある。２万ボルト以上という

のが特別高圧、これ、大きな工場ですね。それから、ビルやらスーパーなどに使う高圧

６,０００ボルト。ここの庁舎なんかも６,０００ボルトの高圧。低圧が１００ボルトの一般家庭

用。この３つがあるんですね。特別高圧とか高圧は、もう既に１０年前から、そういう事業が変

わりまして、買電、電力事業者というのができています。１００社ぐらいあります。 
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 今から検討するというけども、ちょっと遅いと。といいますのが、やっているとこ、近くでは

久留米市では約１０年前からやりまして、１５％ぐらいのコストダウンをしてるんですね、

１５％。うちは、全部見ますと約１億円あるんですね、合計しますと、高圧電気使用しているの

が。約１０％と見ても１,０００万円、私の試算ではですね、その程度のコストダウンができる

というふうに信じております。 

 事実、他の自治体もそういうコストダウンをしておりますので、今から検討するとかいうこと

じゃなくて、即、もちろん今からでしようがないですけれども、即検討して、前向きに、積極的

に取り組んでいただきたい。非常に怖い面もあるといいますかね、懸念するところをずらっと並

べましたけれども、そういうことは一切なかったと、僕が調査したところによりますと、ありま

せんと。と申しますのが、九電から買ってたのをよそにするんですが―他の事業者から買う

んですが、九電は、配電、送電については義務化されている。九電しかないんです。もしここで、

何ですか、停電したときでも、九電から買ってないからちょっとおくれますよとか、そういうこ

とは絶対してはいけない。送電することが責務でありますので、法律違反になるということであ

りますので、そういう懸念はする必要がない。必ず対応します。迅速な対応しますというような

ことでございますので、心配は要らないと。過去１０年も、問題も決して起きておりませんとい

うことでありますので、ぜひとも、新しい―新電力事業者と契約していただきたい。 

 約１００社ぐらいあるそうです。既に６０％ぐらい、人口２０万人以上ぐらいの都市でありま

すと、６０％以上は、もう既にそういう新電力事業者から購入しているという実績がありますの

で、ぜひともこれは早急に対応が必要じゃないかというふうに思います。 

 久留米の例をまた申し上げますと、今年度はさらに広げまして、新電力からの、１０年前から

やっておりますが、２７年度には学校関連施設４４カ所、企業局関係１７カ所、その他の施設

３７カ所、合計９８カ所全て新しい電力事業者から購入して、約１億１,０００万円ぐらいのコ

ストダウンを図ろうという計画をしているそうでございます。そういうことで、ぜひ、迅速な対

応をお願いしたいということでございます。 

 それから、もう御存じと思いますが、来年の４月から今度は低圧、一般家庭、それから低圧を

使用しているところですから保育園とか、それから自治体関係、これも合わせますと約

１,１６０万円。約１,２００万円ぐらいの電力料金を払っておりますので、４月からは小売りで

きると。新たに４８業者、ガス発電するとことか、通信大手会社、そういうところが、４８業者

ぐらいが、経済産業省に応募しまして認められているそうでございますので、そういう小売りに

ついても、やっぱり高圧だけじゃなくて低圧もぜひやっていただいたらどうだろうかというふう

に思いますが、見解をお聞きしたい。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 
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○市長（髙木 典雄君） 総務課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） 今、議員のほうから提案いただきました。新電力事業者の活用とい

いますか、入札等で競争性をもって電気料金の経費節減に努めたらという提案がまず１点だと思

いますが、以前からも、確かに議員のほうからも提案がありまして、２３年度に、電力業者、新

電力の業者と試算をお願いしてやっているところがございます。その折には六、七十万円。その

折、まだ６,０００ボルト、５００ワット未満のところで、そのときの時点です。まだ低圧につ

いては、もちろんやってませんが。六、七十万円というとこで試算になっておりましたが、入札

までには至っておりません。このときは、九州電力との現在の契約内容、具体的には西別館です

けども、その契約内容の見直しということで２４万円の減額での対応で終わっております。 

 今回、議員のほうから２点目で言われた低圧の分もございます。高圧に限らず、家庭用の自由

化が実施されることを踏まえまして、競争性も増しております。久留米市も２５年度までは２％

から３％程度の節減だったが、昨年２６年度から競争性も増したということで、議員が言われる

ように、１４％と聞いておりますが、経費節減効果が従来の電力会社と比較してあったというふ

うに、試算しているということを聞いておりますので、経済的なメリットも拡大していると思わ

れますので、再度試算を行うとともに、災害対応に支障のないことを確認しながら新電力事業者

との契約に向けて検討してまいりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 決して怖がらずに、積極果敢に対応していただきたいというふ

うに思います。 

 一言申し上げておきますが、今度、小水力発電で、自分とこで発電して九電に買ってもらうわ

けですね。そういうことの予定でありますが、私もそういう点で道義的にどうかなと。電力は九

電から買って、いや、売って、そして、便利のいい会社から購入するというようなことは道義的

にどうだろうかというふうな、非常に悩んだんですが、これも、よその事業者も調べましたし、

いろんな情報を調べた結果では、決して心配は要らないと。現在の電力会社は、真夏が一番ピー

クですからね。平均的に買って、採算が合うのは、大体平均的な電力事業にあわせて、のが一番

ベターらしいんですが、ピーク時、一番使うときの分だけは、火力発電所、非常に効率の悪い発

電をせざるを得ないと。ですから、そういうのをカバーするためにも、新電力事業から購入され

たら、その分がピークが低くなりますので、経営的にも非常に助かるんだと。幾らか金出してで

もそういうことは歓迎したいということだそうでありますので、九電として、余りそういうこと

は心配する必要はないということをお聞きしております。 
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 そういうことで、ぜひお願いしたいと、むしろ喜ばれるんだということだそうでございますの

で。それから、何回も申しますように、災害復旧なんかは積極的に対応していただくと。これは、

九電だけに与えられた責務であるということだそうでありますので、それも心配要らないという

ことであります。ぜひよろしくお願いをしておきたいと。 

 それから、学校関係で１つお尋ねしたいんですが、いろいろ節電ももちろんやっていただいて

おりますが、地球温暖化とＣＯ２対策というか、省エネとはどう結びつくんですかというような

ことを小・中学生、わかっているのかなと。そういう教育もなされているかどうかをお聞きした

いなと。なぜ、省エネしなきゃいけないんだろうかというところから教育していって、そして家

庭においてでも、学校から帰ってですね、積極的に家庭の省エネにも力を入れていくというよう

なことも大事だというふうに思いますが、いかがでございましょうか。お尋ねしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 議員御指摘の点でございますが、小学校の家庭科、中学校の技術家庭

科におきまして、いわゆる身近な生活ですね。自分の身近な生活。例えば先ほど申しましたよう

な冷暖房機の利用とか、そういったものに絡みまして、そもそものエネルギーはどうやって生ま

れているのか。そして、その結果としての地球温暖化の問題。そういったものにつきましても学

習をいたしておるところでございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） ぜひ、学校教育にも節電の力を入れていただきたいというふう

に思います。これで、省エネなり電力料金のコストダウンについては終わりたいと思います。く

れぐれも徹底した節電、そして新電力事業者との契約に対するチャレンジ、これ、ぜひ積極的に

お願いしたいと。 

 じゃあ、次の質問に入りたいと思います。 

 次は、教育施策について質問いたします。 

 今年度の全国テストは、小学６年生、中学３年生の学力を把握するために、４月２１日に実施

されました。その結果、国語、算数、数学で、基礎的な知識を確かめるＡと、応用力を問うＢを

出題し、今回初めて理科も加わりました。県全体の平均正答率は、全区分で全国平均を下回り、

中学の数学Ａでは２.２ポイント、数学Ｂでは１.８ポイントの差がついております。当初、北筑

後管内は、小学校の算数Ａ以外で全国との差は縮まったが、中学校は全区分で差がついていると

このことでございます。そういうことで、麻生教育長も、就任後、約２年半が経過しましたので、

麻生カラーがそろそろ出始めて、第２次うきは市総合計画が策定されたことに伴いまして、平成

２８年度から３年間の、うきは市教育振興計画にも学力調査を分析した対応などが反映されるも

のと期待しておるところでございます。このような背景を踏まえまして質問いたします。 
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 １つ、学力向上に対しては、うきは市独自で結果を分析し、対応施策の検討並びに実践を図り、

万全を期するべきと考えます。小学校の主な取り組みは、授業と家庭学習をつなぐ「プラス

１ノート」の取り組みや、学習習慣を身につける「うきは市寺子屋」の取り組み、それから、宿

題忘れゼロを目指す取り組みとか、中学校でもいろいろと取り組まれ、４項目の取り組みをやら

れているようでございます。これをしっかり評価しまして、改善すべきところは改善するととも

に、新たな取り組みも必要と考えますので、見解を伺いたい。なお、学力向上に有効と思われる

最新情報をつかんでいれば、あわせて伺いたい。 

 ２つ目、学力向上を期するならば、情操教育すなわち情緒力を育むことも重要と考えます。な

ぜなら、学力の重要素である論理的思考力の基盤は情緒であり、言語、語彙を使う行為で、国語

力は、小・中学校では非常に重要と考えます。その情緒を育むには、自然や芸術に触れるのも有

効と言われております。また、情緒教育は、道徳心も養うと思うのであります。ある論理の中か

ら、最も本質的なものを選び、そして価値判断して、論理的思考で問題を解決していくと、そう

いう力が今後の国際社会では重要ではないでしょうか。 

 なお、統計によりますと、先進国の中で日本の小・中学生が最も本を読まないということも言

われているようでございます。そういうことも情緒力低下の１つの要因ではないかと思うのであ

ります。学力テストの応用力を問うＢ問題対応にも極めて有効と思うので、国語力強化や情操教

育、情緒力を育む施策の強化を希望するが、市長の見解を伺いたい。 

 ３つ目、人生から困難がなくならない以上、生きる力の第一条件は抵抗力。抵抗力の基本は体

力と耐性と言われ、人生の困難を列挙すると数が多くて切りがありませんけど、これに対する抵

抗力を育てるには、負荷をかけて訓練しなければなりません。今、学校で直面している諸問題の

中でも、大部分が困難に耐えられる能力不足、耐性の欠損が起因すると思われますので、子供を

励まし、身体と心に適度な負荷をかける心身の鍛錬による困難に耐えられる能力の醸成は喫緊の

課題ではないでしょうか。ぜひ新しい施策を取り入れ実践すべきと思うが、所見を伺いたい。県

教育長が新年の初めに発言した、鍛えて褒めるの言葉をぜひ形にあらわしていただきたい。 

 ４つ目、近隣の自治体では、近年の夏期による著しい高温化に対応して空調設備を小・中学校

の教室に設置する取り組みが活発化しております。教育環境をよくし、学力向上を図ることは、

うきは市においても必要な時期に来ていると考え、要望いたします。ただし、財政の厳しい状況

でありますので、くれぐれも優先度を考慮した設置場所や設備初期投資、電気料金などを含め、

コストダウンなどを十分検討し、慎重に進めるべきと思うが、どのような構想を考えているかお

尋ねしたい。 

 以上、第１回目の質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長、答弁。 
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○教育長（麻生 秀喜君） 教育施策についての御質問でございます。 

 まず、１点目の学力向上に対する取り組みについての御質問ですが、全国学力学習状況調査の

結果を分析すると、うきは市の学力がなかなか伸びない原因は、家庭学習習慣が定着していない

こと、基礎的な学力が身についていない学力低次層の割合が全国と比べて高い傾向にあることな

どが考えられます。 

 そこで、これらの課題を解決するために、うきは市学力向上検証委員会を組織し、取り組みの

内容を評価検証をいたしております。この組織には、市教委、市の教育センター、管理職、学力

向上推進担当教諭のほかに幅広い御意見をいただくために、保護者代表も参加をいただいており

ます。今後も本市における学力向上に対する取り組みを検証委員会で評価し、改善の方向を明ら

かにするとともに、タブレット等を活用したＩＣＴ教育にも積極的に取り組み、学力向上を図り

たいと考えています。 

 ２点目の情緒力を育む教育についての御質問ですが、国語力を育んだり、情操教育を行うため

には、学んだことを活用することを意図的に仕組んでいくことが必要だと考えます。現在、うき

は市の小学校では、国語力向上のために、市教育センターの委託研修で国語力を育てるための授

業を研究し、各小学校での実践へと広げる取り組みを行っております。中学校においても、総合

的な学習の時間等で調査活動や職場体験などの体験活動を行い、人や文化との触れ合いの中で、

インタビューをしたり、調べたことを発信したりする言語活動を行い、論理的な思考力やわかり

やすい表現をする国語力を身につけるようにしています。これからの教育の方向性として、今申

し上げたような活動の充実が求められると認識いたしております。 

 ３点目の生きる力についての御質問ですが、体力向上のために全小・中学校で体力向上プラン

を作成し、学校の教育活動全体や、体育の学習等で、何をどのように取り組むか具体的に示し、

学期ごとに評価するようにしています。 

 特色的な取り組みとして、各学校では、縄跳びや一輪車、ストレッチ体操など、１校１取り組

み運動を行い、継続的に体力向上を進めています。また、耐性については、平成２６年度から県

の事業である困難克服体験を千年小学校と浮羽中学校が実践し、今月２日の校長会で実践結果を

報告し、その成果を受けて、他の学校にも広げていきたいと考えております。さらに、本年度か

らは、県の「鍛えよう！ほめよう！プロジェクト事業」を、山春小学校が実践しており、その成

果を３月までにまとめ、教育事務所へ報告を行います。 

 ４点目の小・中学校の教室への空調設備についての御質問ですが、教室等の環境に係る学校環

境衛生基準では、温度が１０度Ｃ以上、３０度Ｃ以下であることが望ましいと記載されています。

教育委員会としては、近年の夏季における高温化に対応し、望ましい学習環境を整理する必要が

あると考えています。うきは市ルネッサンス戦略においても、うきはっ子夢・学力向上プロジェ
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クトの関連施策である教育環境整備の一環として、空調機器設置設計に係る委託事業、空調施設

の導入手法の検討について位置づけをしております。全小・中学校の通常教室全てに空調を設置

するには、かなりの財政負担が見込まれ、財政的には厳しい面がありますが、今後、地方創生に

係る新型交付金事業や文部科学省の学校施設環境改善交付金事業等の活用により、事業を実施す

ることができないか検討を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 去る１１月１４日ですか、吉井中学校の５０周年記念。そこで

講演がございました。残念ながら、私、聞けませんでしたけども、明大の齋藤先生ですか、演題

が、くしくも、「日本語力と身体をきたえよう」でありました。私も、まさに我が意を得たりの

心境でございまして、ぜひともこれを強めていきたい。早速、先生の書かれた本を図書館から借

りてきまして、今、熟読しているところでございます。大変いいことを書かれておりますので、

ぜひ参考にしていただければと思います。 

 それで、学力アップには特効薬というのはなかなかないだろうということで、広く情報を収集

し、効果のあるものは一つ一つ根気よく実践するということが大切だろうということであります。 

 そこで１つ提案しますが、過去問、つまり過去の問題集を演習させることだと思います。学力

テストの正答率が教育の全てで、あらわし、高められれば、子供は順調に育っているということ

は思っておりませんけども、過去問のよく精選された問題、そういうものを演習によってきちん

と解けるような、そして、理解する力をつけていくことは、非常に私は大事なことじゃないかと

いうふうに思いますが、見解をお聞きしたい。過去問。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 議員御指摘の過去の問題をやるという意味は、多分、２７年度に全国

学力テストがあるとしたら、２６年度の問題をやらせること。賛否両論ございます。そうすると、

傾向がわかり、本当の子供の力がはかれないのではないかという御指摘等で、過去問をやること

に好意的でないという御意見等も承知いたしております。 

 しかしながら、私どもの願いは、子供たちに学力がつくことであります。そのために、子供た

ちが過去の問題を行い、きちんと自分がどういう勉強をすれば学力がつくのかということを理解

した上で、本年度の学力テストに臨むということは、私は何ら問題がないと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 私自身も振り返ってみますと、中学時代とか高校、それから、

そういうときの実力テストとか、社会人になって国家試験を目指すような場合に、やっぱり過去

の１０年間ぐらいの出題傾向というか、問題を徹底的に僕は勉強していきました。いろいろ理屈
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はあっても試験で合格できなきゃ始まらないわけでございますので、そのためには過去の問題を

きちんとできるように実力を高めておくというのは非常に大切であるというふうに思っておりま

す。そして、学問もスポーツも一度ぐらい教わってもなかなか反復練習しなきゃ強くなりません

ので、そういうことも大事だというふうに思います。 

 それから、一応見解はお聞きしましたので結構でございます。 

 次に行きたいと思います。 

 文科省では、この前の学力調査のときに一緒に質問紙調査というのをやっておりますね。その

結果、新聞を読むこと、新聞を読むことを勧めている家庭ほど語学力というか高学力であったと、

傾向が統計的に分析されておるということでございます。確かに新聞を読む習慣というのは読解

力を向上させ、学力の基盤となると考えますけれども、俗に言うＮＩＥ―ニュースペー

パー・イン・エデュケーションですか、新聞を活用した教育、私は効果があると。これからの社

会では、間違いなく必要とされているのはコミュニケーション力であるというふうに思います。

これを高めるには、やっぱり本質をついた質問ができるような質問力も強くしないといけないと

いうことありますから、ぜひこういう新聞を活用した教育も効果があるんじゃないだろうかと思

いますが、いかがでございましょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） ＮＩＥ教育につきましては、現在、福岡県では、教育大学の豊島先生

のほうが会長となって進めておられるというふうに承知いたしております。 

 このＮＩＥ運動、あるいは新聞を活用するということにつきましては、うきは市内の小学校に

おきましても、また中学校におきましても、新聞記事の活用は図っております。特に、社会科分

野における新聞記事の活用ということについては、大変学習上の効果もありますので、こういっ

た活用については積極的に図ってまいりたいと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 次に、教諭は、魅力的で質の高い教育ができるように標準化さ

れた指導法というか、そういうものをまとめた手引書とか、そういうものをつくっても結構効果

があるのかなというふうに思うんですが、教育長、いかがでございますか。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 先ほど申し上げました、本年度、小学校の国語力を高めるための研究

でございます。これは、各小学校から４名ほどの先生にお集まりいただきまして、具体的な指導

案の検討をしていただき、その指導案を全ての小学校で実践していただき、また、再度、課題、

成果等を集めております。現在、それを分析いたしまして、こういう授業展開をするのが、より

学力をつける、あるいは国語力をつけるので効果的ではないかという御提言を研究紀要という形
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でまとめまして、それが指導事例的に全ての学校に配布するという形で対応したいと思っており

ます。議員御指摘のように、そういった形の手引書といいますか、指導事例という形で対応させ

ていただこうと思っております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 期待しております。 

 次に、論理的思考というのは、言語、語彙を使う行為でありますが、国語力があって初めて文

学や芸術などの深い思考に到達すると言われておりますんですね。小学校で、ある先生が言われ

ておったんですが、「国家の品格」という本を出したお茶の水大学の藤原先生が書いた―ベ

ストセラーになったんですが、国語力がない、国語は基本であるという、これはもう当然、御存

じと思いますが、基本であると。むしろ低学年で外国語力よりも、まずこれをやれというような

ことを盛んに言われて、私もそのとおりだと思っています。ぜひ、次の教育振興計画にも、書類、

文書で、そこら辺のを入れていただいて、積極的な取り組みをお願いしたいなというふうに思っ

ております。 

 ところでございますが、後で所見を伺いますが、私の本音というのは、学力テスト、正答率の

アップダウンに一喜一憂することではございません。賛同できません。それより、やっぱり心豊

かな調和のとれた人間性を育むことが大事だと、これは当然のことであります。そういうふうに

思っております。感性を高める感性教育によって、心に直接、価値や心情を感じ取る力が養われ

る。弱者をいたわる惻隠の情とか、そういうことも言われておりますので、読解力とか想像力も

向上して、知性や特性が向上するということも言われておりますので、その点もひとつ考慮して

いただいた見解をお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） まず、国語力につきましての、そういった内容を教育振興計画のほう

に盛り込んでいただけないかというお尋ねでございます。 

 ２０２０年からの新しい学習指導要領の中の方向性といたしまして、いわゆる子供たちの討論

や討議というものを大事にしたアクティブラーニングという形が求められるようになっておりま

す。討論、討議の前提としましては、当然のことながら、子供たちが自分の考えをまとめたりす

るという活動が大事になります。したがいまして、議員御指摘の国語力の重要性というのは私も

思っておりますので、新しい学習指導要領に向けた方向性を教育振興計画の中でも示してまいり

たいというふうに考えております。 

 ２点目の、いわゆる感性といいますかそういったものを大事にするということでございますが、

これは、教育の目的は、知・徳・体における子供の人格完成でございますので、そういった観点

からも、その土台となる豊かな心といいますか、子供の感性というのは大事にしていかなければ
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ならないと考えておりますので、そういった内容につきましても、振興計画の中でまとめてまい

りたいというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 文科省では、確かな学力、豊かな心を政策目標に掲げておりま

す。基礎である体力と土台である我慢する力を鍛えずして、学力や豊かな心の向上を期待できる

のは無理と、期待するのは無理だというふうに思います。ぜひとも体力と、そして我慢する力、

そして学力、全て調和された子供の教育、育むことを期待しております。これ、答弁結構です。

教育長の答弁で大体わかりましたので、ぜひともよろしくお願いをしておきたいというふうに思

います。 

 それから、クーラーの件ですけれども、非常に厳しい財政でありますし、初期投資も結構要り

ますので、１つ、できるだけコストダウンに努めていただきたいと。子供から喜ばれ、そして、

財政に影響しないような分相応の環境に努めていただきたいというふうに思います。その点、何

かございましたら一言お願いいたします。コストダウンに努めていただきたいということです。

そして、優先度を、全部一遍にやるというのは無理があるというふうに思いますので。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 子供たちに、よりよい教育環境を提供したいと私はいつも思っており

ますが、その前提となる財政の面は、御承知のとおりでございます。今月になりまして、やっぱ

り具体的に子供たちに何か、節電するということをわかるためにどうしたらいいのかなというこ

とを考えまして、校長会とも協議しまして、じゃあ、全小・中学校の電気スイッチのとこに、と

もかく節電というのを張ってみようということで、今、始めております。そして、目に見える形

で子供たちに考えてもらうと、こういったこともやっていきたいと思っております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） いや、空調入れたところを聞きますと、やっぱり二、三割ぐら

い電気料金が上がるというようなとこでございますので、先ほどからも盛んにお願いしました節

電、省エネ、そういう点を徹底するようにお願いをしたいと思います。 

 コストもいろいろかかりますのでね、よろしくお願いをしたいと、優先度も考えていただけれ

ばと思います。 

 それでは、教育施策については、はい。 

 それから、１点ですけどね、久留米市では、暖房―冷房のほうに重点的に使って、やっぱ

り電気料金の関係で、コストの関係で、暖房は、今、慎重に検討しているとこだということだそ

うです。暖房であればある程度きくので、やればですね、ある程度カバーできますけども、クー
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ラーのほうはそういうことはできませんでしょうから、そういう使い方も検討する必要もあるだ

ろうというふうに思います。これは、答弁は結構でございます。 

 じゃあ、次の質問に入りたいと思います。 

 次に、袋野隧道探検通路補修について質問いたします。 

 約３５０年ほど前、吉井町の大庄屋、田代重栄氏が私財を投じて完成させた袋野隧道は、浮羽

町袋野に現存する全長２キロメートルに及ぶかんがい用のトンネルでありまして、今も約

４００ヘクタールの田畑がこの恩恵を受けて潤っております。私たちは、その偉業を未来に担う

子供たちや一般の人々に広く伝えていく使命があります。田代重栄親子の偉業をたたえ、後世に

伝える目的で、地元有志と、袋野隧道を管理している袋野堰土地改良区の協力を得て、３年に一

度、実際に隧道の中を約３００メートルぐらい歩く探検会を開催しております。 

 そこで質問いたします。 

 隧道探検会には、約４００人が参加され、隆盛を極めていますが、歩き終わって地上に出てく

る通路のすぐ真上の江戸時代に築造した石垣付近が崩壊寸前でありまして、非常に危険につき補

修が必要と考えます。事故が起きてからでは遅いので予防補修の提言をいたします。答弁を求め

ます。 

 ２つ目は、その補修の際は、崩壊が予想される部分や石積みや階段は、江戸時代に築造した重

要な遺跡のためで、可能な限り原型を残した補強をすべきと考えます。それをあわせて見解を伺

いたいというふうに思います。 

 以上、２件だけでございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、袋野隧道探検通路補修について、出口付近の通路補修につい

ての御質問でありますが、袋野隧道探検につきましては、袋野隧道探検実行委員会が、袋野堰土

地改良区や、山春小学校、大石小学校、ＰＴＡの協力をいただきながら、３年に１回開催されて

おり、ことしも１０月４日に開催し、約４００名の参加があっております。 

 御承知のとおり、袋野隧道は、江戸時代、１６７２年に、大庄屋、田代重栄、重仍親子が私財

を投じて開削した農業水路であり、昭和５７年に袋野隧道並びに附属遺跡として市史跡に指定さ

れており、今も現役で利用されている、全国でもまれな農業遺産であり、我々郷土の誇りでもあ

ります。 

 御指摘の出口付近の石積みについては、３４０年以上前の建造でございますので、実行委員会

も開催に当たり、参加者の安全対策には十分配慮していただいているところであります。 

 また、先日、文化財保護係が現地を確認したところ、落石等の発生は見受けられませんでした

が、今後、専門家の方に見ていただき、３年後の開催に支障がないよう努めてまいりたいと考え
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ております。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） 今、１回目の質問で再質問まで言いましたけれども、補修する

ときは―関連質問でございますので質問しておきたいと思いますが、できるだけ前の形を残

した状態で強度をアップするというようなことでお願いしたいということを言いたかったもので

すから、済みません、それは再質問の答弁で結構ですので。 

 そして、現時点では認められないけれども予想はされるんですよ。危険予知の観点から考えま

すと、やっぱり危険が予想されますので、崩壊してからじゃ遅うございますので、ぜひとも予防

保全を、補修をお願いしたいということでございます。それと、昔のままできるだけ保存して補

修をいただきたいということを再質問でお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） 生涯学習課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（安元 正徳君） 文化財の保護に関する御質問でございますので、本物件は市指

定物件でございます。文化財保護条例の第１７条に基づきまして、施設の管理者へ、現状につい

ての管理状況の報告を求める規定がございます。また、第１２条の管理者への管理方法の改善、

必要な措置の勧告を行うことを明記しております。並びに、文化財の保護事業の補助金交付要綱

を設けております。国・県・市、指定される文化財の改修、修理及び国が指定する文化財等で所

有者、管理者の管理負担を軽減し並びに文化財を保存、活用、保護することを目的として執行を

行うようになっております。 

 以上のような形で、今後、先ほど市長も申しましたように、管理者に調査報告、お尋ねをいた

しまして、必要な措置、文化財としての必要な措置を講じてまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 諌山議員。 

○議員（１０番 諌山 茂樹君） ぜひ、指定文化財保存の観点からも非常に重要な課題だという

ふうに思いますので、対応をよろしくお願いしておきたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１０番、諌山茂樹議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。１１時１５分より再開します。 

午前10時58分休憩 
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午前11時15分再開 

○議長（岩佐 達郎君） 休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 次に、１４番、髙山敏枝議員の発言を許可します。１４番、髙山敏枝議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 今回は、一般質問の申し出といいますか、１１名がなさるとい

うことで、２日で終わるならばということで、一般質問の許可をいただきましたので、３問につ

いて質問させていただきます。 

 まず、１問目については、コミュニティセンターの管理運営についてということでございます

けれども、小塩地区自治協議会を通じて、旧小塩保育所の園舎を活用していることについて、実

は議員の方に、何名かの方に無記名で質問状といいますか、投書といいますか、それが届きまし

た。このことについて対応していただくようにお願いをいたしまして、対応はしていただいたと

思いますけれども、これを質問者に回答する方法がございません。無記名ですので、回答が必要

かどうかということもあろうかとは思いましたけれども、不明、疑問、そういったことは―

何らかの形で回答があったとか、あるいは説明があったということですといいですけど、それが

ないということになると不信になり不満になり、それは批判、あるいは反感、反発ということに

なるのではないかというふうに私は考えます。 

 ということで、どなたか一般質問があればと思いましたが、どなたも一般質問、このことにつ

いてはございませんでしたので、質問者に回答するような意味で、今回、私は、小塩保育園跡の

活用について質問をさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、その質問の内容というのは、小塩地区の自治協議会を通じて、ある個人の方が小塩の保

育園の園舎を借りて店舗を開いたと。それは本当だろうかというような質問。あるいは、それが

無償提供されている。そこで営業用のものをつくり、利益を上げる営業なのに無償でいいのか。

これは不公平ではないのかとか、そういった内容の質問書でございました。このことについて、

また何点かありますけれども、そういった投書のこと、こういった声があるということを把握し

ておられますでしょうか。そして、その実態はどういうものなのでしょうか。また、それに対し

てどう対応されたのかということを１問目でお尋ねをしたいと思います。 

 この施設の無料貸し出しというのが事実であるとするならば、質問にあるように、これは不公

平じゃないのか。ある個人の方が営業のために借りているというならば不公平ではないのかとい

うようなことの質問があっております。本当にこれは誰でも借りられるんですかと。条件等が合

ったら借りられるんですかというような質問もありますが、そういうふうに施設の無料貸し出し

とか条件についての緩和とか、そういったものが市として統一見解があるのかどうかということ

をお尋ねしたいと思います。 

 現に、町並み交流館商家も貸し出されております。そういった市のいろんな公的施設を貸し出
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す際のルール、貸し出す統一見解というものが現在あるのかどうかということ。また、そういう

内容について周知がなされているのかどうか。特に今度このことは、小塩地区から出ております

ので、小塩地区の市民の方、あるいは自治協議会が承知しておられるのかどうか。そのことを

２点目でお尋ねをしたいと思います。 

 ３点目には、実は２回ほど小塩に上って事情をお聞きしに行きました。自治組織、２回ともど

なたもおられなくて、電話もしたんですが電話も出られなくて、お会いすることができませんで

したけれども、この個人と言われる方とはお会いをすることができました。その方といろいろお

話ししたときに、借りる際にいろんな計画書というか、そういったものを提出して許可を得まし

たと。だから、本人さんは提出した計画書によっていろんなことができるというふうに感じてお

られたようです。そして、何がしたいのかということをお尋ねしたら、地元のいろんなものを使

って特産品をつくりたいと。特に今は、小塩の産物によってジャムをつくったり、いろんな加工

品を、小塩の地区の方３人とつくっていますということでした。それを、つくったものをイベン

トのときに売ろうとしたら、待ったがかかったと。そして、今、いろんなことをしようとしても

自治協議会と話すと、それはでけん、それはやめとかんのというようなことで、ことごとくとめ

られる。そこでつくったけれども、売り出す方法がない。スマホで発信したり、あるいはそうい

ったメディア使ってやりたいと思うけど、一切そういったものはやめなさいと言われる。いろい

ろ話しているうち、ああ、その材料、うち、あるけん、とりに来んねと言われているけれども、

とりに行くことさえも、とりに行けば、またそこで何かつくってどげんかするという見方をされ

るみたいで、本当にそれもとりに行っていいのかどうかもわからない状態ですということでした。

どのぐらい活動していいのかというのが、借りたほうもわかっていない。貸したほうも、どのぐ

らい許可をしていいのかが明確ではないのじゃないかというのを非常に感じてきました。 

 でも、これは、本人さんが言われるように、地域の方に発信して、地域の方を集めて、いろん

な何か特産品をつくろうという、そういったことをするというのは、地域コミュニティの活動に

とっては非常に私はすばらしいことだろうと思います。その方は、行く行くは、田植え靴履いた

り、あるいは農作業着来たまんまでも、ふらっと皆さん、ここへ寄られて、話したり、お茶飲ん

だり、あるいは軽食食べられたり、そういう集いの場にもしたいんですということでした。でも、

それも人が来ることは、何かしよるというので余りいかんというのでとめられてますということ

で、本人が思いを込めて借りたのに、ほとんどそういう利用ができていないということでしたの

で、こういったことについて、本当は、地域がどんどん、そういう、ある個人のリーダーの人に

よって営業活動ができたり、人の集まりができるというのは、私は地域活性化に非常にいいとい

うので、これは本当はモデルのケースになるんじゃないかというふうに思ってきましたが、そう

いったルール、貸し付ける場合のルール、あるいは利用のルール、そういったものがちゃんとで
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きていないから、こんなふうに貸したほう、借りるほうの話がうまく通じていないんじゃないか

というのを非常に感じてきましたが、その点、ルールについてどう思われるでしょうか。 

 以上、３点について質問したいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいまのコミュニティセンターの管理運営について、大きく３点の御

質問をいただきました。 

 １点目が、旧小塩保育所の利活用の実態把握と対応についての御質問でございますが、旧小塩

保育所については、平成２６年度末をもって閉園をしているところでありますが、平成２７年

４月に、小塩地区自治協議会より、地元グループに農産加工品等のための施設を貸してもらいた

い旨の相談があっております。協議の結果、小塩地区自治協議会が地域おこしの一環として使用

するとの内容であったため、うきは市財務規則第１６６条第１項により貸し付けを行っておりま

す。 

 また、使用料につきましては、公共的機関が地域おこしという公共の用に使用することから、

うきは市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例第４条第１号により、無償貸し付けとして

いるところであります。しかし、平成２７年６月４日から５日に開催されました小塩ホタル祭り

の際に当イベントにあわせて、旧小塩保育所を使用し、個人店名で営業を行ったことに対し、広

益性が欠けているとの解釈から、市民協働推進課へ地元の方から指摘が寄せられたところであり

ます。 

 そのため、６月１２日に、小塩地区自治協議会、市役所関係課、営業活動を行った個人を含め

３者で協議を行い、施設は個人に貸し付けているものではないこと。本来、使用目的に沿った利

用をすること。小塩地区自治協議会と十分に相談することなど、指導と注意を行っております。

現在も、地元の意向を踏まえ、地域と連携のとれた利活用を行うことにより、小塩地区の活性化

につながるよう、小塩地区自治協議会を通じて、引き続き指導を行っているところであります。 

 ２点目が、施設の無料貸付と市民への周知についての御質問でございますが、コミュニティセ

ンターや市所有の施設の無料貸し出しにつきましては、うきは市自治組織条例、うきは市財務規

則、うきは市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例に従い事務処理を進めているところで

あります。 

 今後、自治協議会の事業の１つとして、自主財源確保にかかわる取り組み等の中で、市所有の

施設などの利用の要望等が出された場合には、それぞれの条例、規則に照らし合わせ、事務処理

を進めていくことになるかと考えております。また、制度等の周知につきましては、個別状況に

より対応が異なってくることから、具体的に案件があった場合に、当該案件の内容を確認した上

で対応を行っておりますので、どのような形、内容で、市民の皆さんへ周知が可能か考えてみた
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いと思います。 

 ３点目が、市としてのルールを定めるべきだとの御質問でございます。自治協議会の営業活動

については、うきは市自治組織条例第１８条に、自治協議会の事業が示されており、その中にコ

ミュニティビジネス等地域経営に関することとして位置づけられております。今回、御質問にあ

りました小塩地区自治協議会の旧小塩保育所を活用しての取り組みは、今後の自治協議会の自主

財源確保を含めた地域おこし活動として、他の自治協議会のモデルケースにもなり得るため、そ

の観点からも支援、育成をしていく必要があると考えております。 

 次に、自主財源確保の事業など、自治協議会が実施する事業についてルールを定めてはという

御提案でございますが、現在、各自治協議会では、指定管理者基本協定及び年度協定書に基づき、

施設の管理運営を行っておるところであります。また、施設の貸付につきましても、うきは市自

治組織条例第１２条及び第１３条の規定に基づき、利用料金の収受の業務を行っています。 

 なお、今年度、各自治協議会におきましては、コミュニティビジネスの観点から、地域が抱え

ている課題や問題点、今後、地域で取り組むべき活動などが話し合われ、５年後、１０年後の地

域の将来像を見据えた地域計画の策定に取り組んだところであります。この計画の中で、コミュ

ニティビジネスなど、自主財源確保のための取り組みについても議論されているところでありま

す。 

 今後、地域の特色に応じたコミュニティビジネスの実現に向けて、行政としても支援を行いな

がら、各自治協議会が自主財源確保に取り組めるような体制づくりを目指していきたいと考えて

おります。そのような中で、施設の貸し付けについてのルールを定める必要があるか否かも含め

まして検討をしてまいりたいと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 種々、ルール、条例はつくられておりますけれども、それが周

知徹底されていないということではないかと思います。今言いましたように、やはり貸したほう

もどの程度、貸していいのかがわかっていない。借りたほうは、最初に計画書等を出して、そこ

で行く行くは、ふらっと来て、皆さんがお茶を飲んだり、話したりできる場所にしたいというこ

とですが、今そこが、人が来ると店を開いたと見られるから、それはやめなさいとか、いろんな

ことで制約があって、自分はここで生活を立てようと思っているのに、今のままでは生活が立て

られないということで、非常に本人さんも、もう立ち退こうかどうかということで不安を持って

おられます。 

 本当はいろんな技術を持ってあって、この方、お話しすると、市外にいろんな知己がおられて、

そして本人さんも、非常にうきはのよさを理解してあって、いろんなところで写真を撮ったり、

そんなもんでこんないいとこですよと発信しながら、自分がしている活動を広めていきたいけれ
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ども、そういったものも一切、今とめられていますということでした。 

 つくっても発信できなければ売れない、売れなければ営業ができないので生活が成り立たない。

そういうことでしたので、せっかく借りて、地域をまとめてしようと―本当に個人でしてい

るのかということをお伺いしたところ、地域の方に来てもらって一緒につくっているということ

なので、地域を巻き込むということは、ある程度は考えておられるということで、実は私は、今

度、全てを自治協議会の中から発信したらどうですかという話をしてきました。例えば今度こう

いうものをつくろうと思うから、関心のある方、一緒につくりませんかというような形を、自治

組織の中の発信の、例えば新聞であったり、そういうようなもので毎回それを通じていくと、自

治協議会の中であってる一環の１つの事業になっていけば、発信ができるんじゃないのという話

をしてきました。 

 でも、そのあたりも、本当にそういうやり方をしたら、自分でブログやフェイスブックででも

発信ができるんですかと。そういったこともとめられてますので、幾らしてもそれもできないん

じゃないですかというような話で、いや、やってみてみないとわからないよという話でしてきた

んですが、問題は、やっぱり貸しているところとの情報交換がうまくいっていないということで

はないかなというふうに思いました。 

 やっぱり地域にいろんな産物があるので、これを商品化して、例えば週３日でも皆さん寄って

つくって、それを道の駅に出したり、いろんなことをする。それを、今度は自治協議会の通信文

とかで、地域にまず知らせて、地域の中でこういう活動が起きてますよいう、その動きを地域に

認識してもらえば、それからは自分で発信してもよくなるはずよという話はしてきたんですが、

そういったルール、あるいは手順というのが全く伝わっていないんじゃないかということを感じ

てきました。 

 やっぱり本人さんも、ここの地域にしかない、いろんな特徴のある加工品があると。でも、そ

の加工品は、地元は当たり前だから売れないだろうけど、自分は、ほかにいろんな情報網を持っ

てて、発信すると、わざわざあっちこっちから来てくれると。でも、それを来たときに、そこで

提供して食べさせるというのは、今は全くできません。だから、営業になってません。人からは、

ただで借りてよかろうと言われるけど、収入がないのにただで借りて、よかろうというのは、全

く自分は逆です。動きがとれませんということで、迷っておられます。 

 一番いい人材を、今、抱えたんだから、この方を中心にして、今度タケノコの何か特産品つく

るから皆さん来ませんか。今度、地元のキイチゴを使った何かするから来ませんかみたいなので、

発信して、そういったので、地域の中で輪ができていき、あるいは地域の、そういう産業が起き

るという、やっぱり何かそういったモデルケースになるようなものがありながら、それを活用し

きっていないというのは、やっぱり市の指導、あるいは自治協議会の中でのそういった話し合い
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がなされていないんじゃないかというのを非常に感じましたので、早急に私は担当と、そして自

治協議会と、本人さん、やっぱりじっくり話していただきたいというふうに思います。 

 これも、それこそ言っているように、もう生活成り立たんからで出ていきたいというぐらいの

思いを持っておられて、早急にでもこの話をしていただいて、この方を大事にしていただきたい

と思っておりますが、その点についていかがでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 市民協働推進課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市民協働推進課長。 

○市民協働推進課長（楠原 康成君） ただいま、小塩自治協議会の関係で御指摘いただきました。 

 先ほど、市長の答弁の中にもありましたように、案件については、それぞれの状況がございま

す。議員が御指摘のように、自治協議会との協議の内容とかが不十分な部分もあったかもしれま

せん。基本的には、個人には貸していないという部分もございますので、その分を踏まえた上で、

自治協議会と、私どもの課も含めたところでの協議は―協議の場などは設定をしていきたい

というふうに思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 旧浮羽においては、今まで公民館活動、社会活動が非常に活発

であって、それを自治組織協議会に移転したということで、いろんな、まだ、なかなかしっくり

こない部分がありますし、旧吉井は吉井において、公民館という、そのやり方自体も、各区ごと

の公民館というので、校区公民館のやり方がまだしっくりこないうちに、またこの自治協議会と

いうような形で移っていきました。だから、本当にどういったことがこういったコミュニティの

やり方でいいのかという、それが市民の中にはイメージができていないのが現状じゃないかなと

思います。 

 そういったことを考えたとき、こういったリーダーがおられて、その方が地域の方を巻き込ん

で営業をしたり、あるいは、そういうきずなができたり、集まる場所、居場所ができていく。そ

ういうことで、生きがいや楽しみや、そういったものができていくという、それがコミュニティ

の場であるという、そういう、本当に私はすばらしいモデルになるんじゃないかなと。それを見

て、よそも、そういう形ができるならば、うちもそういうということ。それによって営業が成り

立って、あるいはリーダーがたくさんもらって、あとみんなで、そして自治組織会にもある程度

落ちている。それをもって今度、次の開発ができたり、次のいろんな活動に結びつけていく。そ

ういうやり方ができたら、本当に地域ごとのコミュニティのやり方というので、地域の人をまと

めていくという一番のモデルになると私は考えますので、早急にこの点を重視して取り組んでい

ただきたいということで、今、取り組んでいくということですので、ぜひお願いしたいと思いま
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す。 

 やはり自分でやってきてらっしゃるから、特に自分で発信したいという思いが非常にあられる

んですね。そうすると、個人がしよるというふうに周りが見ておられます。だから、やっぱりこ

れからもあることと思いますが、公共施設を借りているときには、やっぱり地域の人にはこうい

う形でこの方が、ここを利用して頑張ってますよという発信も私は必要じゃないかなと。そして、

地域全体がそこでしてることを理解して、そして、協力できるような体制をつくっていくことが

広がっていく１つじゃないかなというふうに思います。 

 お聞きしたら、ここの小塩のほうも、自治協議会で定期的にずっと通信を流してあるというこ

とでした。私は、その通信を、あなたがしっかり利用してごらん。そして、この通信で人が集ま

ったといったら、その地域のグループとして、きちんと自治組織が認めてくれるから、それから

の活動になると、もっと自治組織との連絡がうまくいくんじゃないかという提言はしてきました。

そういったことで、やっぱり今いろんな人が模索しながら、何がいいかとしてる段階じゃないか

なと思いますので、この点、ぜひ、いい取り組みの１つということで、重要視して取り組んでい

ただきたいということをお願いして、この件については終わらせていただきます。 

 次に、社会教育施設の現状と今後の課題についての質問をさせていただきます。 

 閉会中の調査で、生涯学習関係の施設の視察を行いました。生涯学習課の担当をしている施設、

かなりありますけれども、私たちが行った中で、七、八点見たんですが、ほとんどが本当に老朽

化していって、雨漏りがあったり、壁が落ちそうであったり、トイレが幾つかあるのにみんな使

用禁止、使用禁止、たった１つしか使用できない状態。そういったのが放置された現状でありま

した。 

 特に、大春トリムセンターですか、そこに行ったときは、本当にいつ屋根が落ちてくるんだろ

う、壁が落ちてくるんだろうという状態の中で、体育関係の利用がなされているということでし

た。 

 それこそ今までは、そういう事故はないということでしたけれども、見た限りでは、本当にこ

こで大丈夫なのかという感じを持ってまいりました。そういった中で、行革審のほうからの答申

も出ておりますが、１９施設ある中で早急に改修しないとというのが４件ありました。それから、

早急じゃないにしても改修がぜひ必要というのが６件ありました。今は大丈夫だけど計画的に年

次を考えて改修を考えなさいというのが８件、現状のままでしばらくはいいというのが１件。つ

まり、半分以上が早急に、あるいは早目に改修しないと使えませんよという行革からの答申が出

ております。 

 こういったことに対して、どのように受けとめられたのか。また、改修と別に、解体しなさい、

あるいは統合しなさい、集約して役割を考えなさいというような、そういったことも示されてお
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ります。こういった行政改革推進委員会からの答申、そういったものを含め、どのように受けと

めておられるのか。つまり、どうこれを実行していかれるおつもりなのかを、１点目でお尋ねし

たいと思います。 

 これは、見に行ったところが全てやはり市民が非常に利用する施設でございます。頻度の高い

施設ですので、一方的に行革が出たから解体します、統合しますという部分では済まされないの

ではないかと思います。先ほど言いましたように、きちんとした説明がなされないまま行われる

と、それはやはり不信だったり不満だったり、あるいは反発になると思います。さっき言いまし

たように、説明した、あるいは理解していただくようにちゃんとお話しすることによって、理解

―賛同までは得られないとしても、今の市の現状であれば仕方ないだろうという受け入れを

していただくことは、次の協力にはつながっていけると思います。 

 そういうことを考えると、統合したり解体するためには、まず何をしなければいけないかとい

うのは、私はそれを利用している市民にどう発信するかが重要な課題だろうと思います。１回し

たからもういいだろうということでは、これは成り立ちません。新治団地のこともそうでしたけ

れども、あそこに住んである方が新しくできるからと言っているけど、新しくできても自分たち

はここでいいんだというのは、非常に何度も何度も、私は担当に説明に行ってくださいと言った

けど、聞いても、やはりその思いが強い人は、なかなか受け入れていただけなかったというのも

あります。最後までいろいろ言われた方もおられました。しかし、市の方針ということで最後に

は受け入れていただいて、従っていただいているということですけれども。 

 そういうふうに、やはり時間をかけて、じっくり説明し、そして、ある程度の方向性を常に示

していかないと、市民の感情というものは受けとめていただけないんじゃないかというふうに思

います。本当は議会においても厚生文教常任委員会で、そのあたりしっかり市民の意見を聞きな

がら、委員会としても方針を出すべきじゃないかというふうに思いましたけれども、まずは、委

員会もそこまではということでしたので、一般質問で、この、ほとんどが古くなっている施設を

どうする計画をお持ちなのかということで、私のほうで質問させていただきました。 

 そういった、まず計画がどうなっているのか。あるいは、使用している皆さんにどう説明して

いかれるのか。その点を２問目としてお尋ねをいたします。 

 以上、質問させていただきました。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、社会教育施設の現状と今後の課題について、大きく２点の御

質問をいただきました。 

 まず、１点目が、社会教育施設の老朽化対策についての御質問でありますが、多くの文化施設、

社会教育施設、文化財施設で、老朽化による修繕や改修が必要となっておりますが、特に、急務
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となっておりますのが、生涯学習センター、ムラおこしセンター及びうきは市民ホール、うきは

市文化会館でございます。それぞれの建設年度は、生涯学習センターが昭和４４年、うきは市民

ホールが昭和５６年、うきは市文化会館とムラおこしセンターが昭和６０年で、４施設とも築

３０年を経過しており、特に、生涯学習センターは、バリアフリー対応や、新耐震基準もクリア

しておらず、老朽化が著しい状況となっております。 

 議員御指摘のとおり、平成２６年９月に行政改革推進委員会より、生涯学習センターとムラお

こしセンターについては、統廃合による複合施設化、市民ホールと文化会館は用途変更等をあわ

せて、施設の集約化を図るよう答申を受けております。この４施設については早急に老朽化対策

を行う必要がありますので、現在、策定を進めております公共施設等総合管理計画の中で具体的

な検討ができればと考えているところであります。 

 ２つ目の御質問が、市民への説明と理解の形成についての御質問でございますが、現在、生涯

学習センターの年間利用者は、延べ３万６,０００人、ムラおこしセンターは約４万人でありま

す。また、うきは市民ホール、うきは市文化会館は、ともに年間４万７,０００人を超える市民

の方が利用されておられます。 

 このように多くの方々が利用されている状況の中、市民の皆様からの御理解を得るためには、

施設の統廃合や複合化にかかわる基本的な方向性を明確にし、文化協会を初め各種団体、うきは

市民大学の受講者等、多くの市民の皆様に早い段階から十分な説明を行っていく必要があると考

えております。また、市民の皆様への、より広範な周知については、広報紙や自治協議会等を通

じて、丁寧な情報発信を行うことにより、また、市民の皆様からの御意見を伺うことが重要であ

ると、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 早急に、本当に必要なのは１つ、２つではない。大至急という

ので、今、４点ほどおっしゃっていただきましたけれども、そのほかのものも非常に老朽化が激

しくなっております。 

 全体的に計画をするということですけれども、合併特例債が５年延長となりました。３１年ま

でにすれば、この合併特例債が利用できるということで、やっぱり市の負担を考えますと、合併

特例債をどれだけ活用できるのかというのが非常に大きな問題になってくるだろうと思います。 

 そこで、今、計画ですか、検討委員会で考えていくということですが、それはいつまでに回答

が出るのでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 企画財政課長。 
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○企画財政課長（金子 好治君） 現在、企画財政課のほうで公共施設整備計画を策定しておると

ころでございます。この計画につきましては、平成２８年度中までに完成するということで、執

行に当たりましては、２９年からということになろうかと思います。しかしながら、御指摘の

近々で要するものにつきましては、市長と打ち合わせをしながらやっていかなければならない部

分もあろうかと思っておりますので、そういった対応もしていかなければいけないと思っておる

ところでございます。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） ２９年から実行していくということで、大きなものについては

合併特例債が活用できる範囲内で終わりということで、そう理解してよろしいんでしょうか。い

かがでしょう。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 企画財政課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（金子 好治君） 御指摘のように、特例債が３１年までになるわけでございます。

設計委託、建設、そういったものを考えますと、当然２年ないし３年は必要でございます。そう

いった部分を十分勘案しながら、特例債を利用できる施設につきましては、十分その期間内に間

に合うように行っていきたいということで、市長の意向を聞きながら進めていきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 本当にこの特例債を使う、使わないでは、非常な経費の違いに

なってきます。それで、全部の計画が出て、それからという悠長な時間は、私は、ないだろうと

思っております。だから、ある一定のところで、やはり大きな決断力をもって、ぜひ実行してい

ただき、そして、この特例債を十分活用していただきたいと思います。 

 それでは、２８年度にできるということですので、改築、あるいは解体を進めていくことです

けれども、では、統合、あるいは解体については、一番、市民が心配することになると思います。

まだ計画ができていないのでという形かもしれませんが、そういう統合、特に統合というのが問

題だろうと思います。何で、浮羽のを吉井に持ってきて１つになる。あるいは、２つあったのが、

何で、浮羽に１つにするのか。こういったのが非常に出てくると思います。そういったことのた

めには、人口が減っているうきはの現状、あるいは経済的に厳しい現状、そういったものをやっ

ぱり理解していただいて、先ほど言いましたように、納得は、賛同はしない。でも、それは仕方
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がないねという受け入れは、やっぱり市民にしていただかなければならないと思います。これに

当たります市民に説明、理解を求めるためには、いつごろからそういった対策をとり始められる

予定ですか。そこまでは、まだありませんか。いかがでしょう。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 御指摘の案件は、市が抱える行政運営上の大きな課題だと、このように

受けとめてます。企画財政課長のほうから、今、私どもが進めてます公共施設等総合管理計画は、

今年度と来年度と、２カ年計画で策定しております。基本的には、この計画の策定を待って、そ

れに基づいて計画的に整備を進めるというのが普通でございますが、しかし、生涯学習センター

等については、待ったなしの状況でございますので、こういう手順にこだわらず、前倒しの視点

で早急に検討してまいりたいと思います。これは、本当に市民の皆さんの御理解をいただくこと

がすごく重要でありまして、それだけでも多くの日数を要すると思いますので、早ければ早いほ

どいいと、このように考えているところであります。 

 それから、ことしは市制１０周年という大きな節目の年でした。本来ですと、市制になったわ

けですから、複数ある施設を統合する。一元化する、一体化するというのが大きな基本でありま

すけれども、そのほかにも、例えば多機能化というか、先ほど私は複合施設という話をしてまし

たが、１つの箱物に、いろんな機能を複合させる、そういう取り組みも必要でしょう。あるいは、

また発想を変えて、広域化というか、全て、うきは市内で全部抱え込むだけが本当にいいのかと。

もっと近隣の市町村と連携をして、広域利用ができないか。 

 あるいは、ソフト化と私は申し上げてるんですが、例えば公営住宅をつくっておりますけれど

も、本当にこのまま、いわゆるずっと未来永劫、公営住宅でいいのかと。これだけ民間の賃貸住

宅が育ってきてますので、むしろそちらで補助金で切りかえたほうがいいのかとか、いろいろ公

共施設を管理する上で、いろんな課題が山積しております。しかし、こういうことに踏み込むと

しますと、全て市民の皆さんに痛みが伴う話ですから、議員が御指摘のように十二分に市民の皆

さんと協議をするというのは重要な話でありますし、また、それだけ長期間日数を要する話であ

りますので、そういった意味合いで早急に計画については練っていくべき案件だと、こように承

知をしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） きのうも人権フェスタがありまして、そのときにアンケートが

出されました。そのアンケートには、年齢、性別、それから出身―吉井か浮羽というような

形が答えとして、設問としてあっておりました。今までもいろんなイベントのときにこのアン

ケートはなされてきてます。そういったアンケートの、どちら出身ですかという、そういったこ

ととか、やはり生涯学習課あたりではかなり把握してるんじゃないだろうかと思いますし、そう
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いったやっぱり市民を納得させるためのいろんなそういう手法で数字的なもの、そういったもの

も示しながら、ぜひ納得はしないけども受け入れてもらえるような、そういう説明と、それから

周知の方法、ぜひやっていただきたいというふうに私は思います。さっき言われたように、広域

化、本当に私、これも大変必要だろうと思います。うちには呼べないから、宝塚とかいろんなも

のは福岡まで行くという方もかなりいるわけですので、やはりある程度のところに、そういった

いろんなところから来られるような地域の集合、そういう施設で、いい人を呼ぶ、いいものを呼

ぶというのは、私はある意味、今度は地域の人へのサービスにもなりますので、そういった広い

観点で、ぜひ、この教育施設の改築、あるいはそういった計画は進めていただきたいと思います

し、重々、市民への周知ということを今後も取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 以上、市民についての説明を重々お願いして、この２点目についても終わらせていただきたい

と思います。 

 次、３点目に移らせていただきます。 

 １８歳からの選挙権への対応についてということでございます。ことしの６月に、１８歳に引

き下げるということが決定されました。そして、２８年７月の国政選挙から実施になるというこ

とでございます。恐らく７月だろうと言われております。７月に国政選挙があるということにな

ると、このうきは市においても市長の任期が終了する月でございます。７月に市長選挙があると

いうこともあると思います。この日にち、非常に微妙だなという気がいたします。国政選挙の後

ということになると、数日の違いででも、うきは市で市長選挙の際に、１８歳の方からの投票が

できるようになるのかどうか。そのあたり、また、市長選ではなくても、新しく１８歳までの方

が選挙投票ができるということになると、選挙の方法とかいろんなことの周知とかもやはり周到

な準備が要るだろうと思います。 

 そういったことを兼ねあわせて、この１８歳からの選挙権ができるということに対して、どう

いうふうにお考えになっておられるのか。どういう対策をとられるおつもりなのか。また、日に

ちが近々なので、自治体では今回は遠慮するとかできるのかどうか。そのあたりを１回目でお尋

ねしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、１８歳からの選挙権への対応について―市長選挙と１８歳

からの選挙権についての御質問をいただきました。 

 結論から申し上げますと、選挙期日の決定等、選挙の執行にかかわる事項は、その選挙の執行

を管理する選挙管理委員会の権限でありますから、私のほうから選挙執行に関する御質問にお答

えすることはできません。しかしながら、一般論としてあえて申し上げるとするならば、参議院

議員通常選挙の日程が見えない中、１８歳選挙権に係る市長選挙の日程等については、誰も明確
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にお答えすることができないのではないかと思います。 

 まず、今回の公職選挙法の改正の経緯について御説明をさせていただきますと、ことしの６月

１７日に改正法案が可決成立し、６月１９日に公布をされました。この付則の中で、施行期日に

ついては、この法律は、公布の日から起算して１年を経過した日。つまりは、来年、平成２８年

６月１９日から施行し、その施行日後、初めて行われる国政選挙、これは衆議院議員の総選挙、

または、参議院議員の通常選挙を指すと思いますが、の公示日以降にその期日を公示され、また

は告示される選挙から適用すると、このようになっております。 

 仮に、市長選の告示日が、参議院の公示日より前である場合は、法改正前の２０歳選挙権で行

うことになります。しかしながら、来年は１８歳選挙権がニュース、新聞等で話題になっている

中、参議院議員通常選挙と同時期に行われる市長選についても、１８歳選挙権で行うほうが有権

者の混乱を招くことなく選挙が執行できるのではないかと思われますが、参議院議員通常選挙の

公示日が明らかでない現時点では、仮に選挙管理委員会に回答を求めても、何ともお答えするこ

とができないのではないかと、このように思います。 

 選挙管理委員会としては、今後とも情報収集に努め、有権者の混乱を招くことのないよう、選

挙日程を決定され、執行されるものと思います。また、自治体が実施するか否かの選択はできる

のかという御質問がありましたが、改正公職選挙法を見ると、最初に述べましたように、改正法

の施行日である平成２８年６月１９日以降で、国政選挙の公示日以降の市長選の告示であれば、

自動的に１８歳選挙権で実施することになり、選択の余地はないのではないかと、このように思

っておりますが、最終的には、選挙管理委員会が法改正を踏まえて判断されるものと考えます。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） まだ、国のほうが、具体的なものは全く出ていないし、国政選

挙もいつあるのかわからないという中ではございますが、次にいつ私が質問できるのかわからな

いので、あえて今回、質問させていただきました。 

 ということと、もう一つは、これ、日本労働組合連合会が８月に出している「月間連合」とい

う中で、全国の高校生のある一定数のアンケートをとった中で、回答者の７２.６％の人が

１８歳になったら選挙に行くという回答を出しております。しかし、何を重視して、何を基準に

して選んでいいのかは全くわからないという答えが出ております。じゃあ、何に関心を持ってい

ますかということですと、お金というのが５５％、仕事というのが３９％、そのほかが進路、あ

るいは部活、あるいは交際というようないろんなことがありますが、まず、そういった関心があ

る。じゃあ、政治的なことは何から情報を得ますかということですと、やはりテレビが

８２.６％ですが、先生というのも１６.８％と非常に、まあまあ次に高い数字でした。じゃあ、

政治に何を期待して投票するかということの質問の中では、働きやすさとか、あるいは就職その
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もの、あるいは賃金、そういったことを目安にして自分は選びたいという、そういう回答が多か

ったということでございます。 

 ちなみに、うきは市を調べますと、１１月３０日現在で、１９歳が３１７名、１８歳が

３２６名、そして１７歳、２８０名。この２８０名が来年の７月までに半分ぐらいとしますと、

７８０名ぐらいの方が新しく選挙権を得ることになります。この７０％ということになると、や

っぱり五百四、五十ぐらいの人が投票に行くということになります。国政選挙になりますと、さ

ほどの影響はないといえば語弊がありますけれども、地方自治の影響よりも私は少ないだろうと

思います。そういったことを考えたときに、何を基準に選んでいいのかわからないという１８歳

以上の方に、やはり、もしこれが該当することになると、やっぱり早目に、うきは市の市政はこ

ういうことですよと、方針はこうですよというものをある程度やっぱり考えて示唆していかなけ

ればならないのではないかという考えを持ちました。 

 また、さっき言いました選挙に初めて行く１８歳以上の人にとっては、期日前投票って何だろ

うとか、そういった選挙の仕組み自体も不明だろうと思います。そういったことをやはり早目か

ら周知する必要もあるのではないだろうかというふうに考えます。そういったことは、選挙ある

なしにかかわらず、国政が来年７月から行われるだろうという、今の時点では、やはり市として

も考えを持っておかなければならないんじゃないかという思いがいたします。 

 先ほど言われましたように、具体的に国からはまだ何ら示唆がありませんので、とは思います

が、今言いましたようないろんな課題はあるだろうと思います。あえてお聞きしますが、そうい

った課題、市としてはどのように対応していかれるおつもりでしょうか。まだ全く考えていない

ということでしょうか。いかがでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 総務課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 総務課長。 

○総務課長（石井 好貴君） １８歳選挙権につきまして、市長選の関係は市長からお答えしたと

おりで、国政、要は参議院の国会の会期等が関係してまいりますので、その辺がはっきりしない

と、正直言って非常に悩ましい問題だと思っております。１８歳と言っている中で、告示日が参

議院にひっかからずに前のほうになったら二十歳でやってしまう。やっぱり市民の方、有権者は

混乱すると思いますので、ただ、それは、市の選管でどうしようもできないことでもありますの

で、その辺はしっかりアンテナを高くしてといいますか、情報を収集して、できる範囲で混乱の

ないようにやっていきたいと思っておりますが、いかんせんというところでございます。 

 それから、１８歳選挙権に向けての啓発といいますか周知についてです。 

 先日といいますか、さきの議会でもいろいろ御質問いただきましたので、浮羽究真館高校の校
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長とお話をさせていただきました。こちらから選管担当者も連れて、１８歳選挙権に向けて高校

のほうでいろんな取り組み―文科省のほうも、国のほうも教材をつくって、新聞にも載って

ましたが、取り組みやられてますので、例えば模擬投票等を実施する際には、選管のいろんな物

資等をお貸ししますし、出前講座が必要であれば出てまいりますということで、高校のほうもど

ういう取り組みをしたらいいのか、今、考えておるということですので、その辺の連携はとって

まいりたいと思っております。 

 それから、１８歳ではありませんが、新成人、今度、成人式でも、また選管のほうからも啓発

のチラシ等を用意して、１８歳じゃありませんけども、新成人の選挙に対する参加についても働

きかけていきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 髙山議員。 

○議員（１４番 髙山 敏枝君） 一番心配しておりました高校についてもそういうふうに連携を

とっていただいているということで、実は大阪の選挙、この前あったときに、高校生がみずから

自分たちで模擬投票箱をつくって、模擬投票を実施してみたというようなこと、あるいは、いろ

んな取り組み方について高校生自体がいろんな研究をしているというところもございます。やは

り関心を持っている１８歳の方もかなりおられると思います。そういったことにきちんと情報を

発信していただきたい。そういうことによって、今は大人ほうが、どうせ投票しても人が変わら

ん、政治が変わらんというような、政治不信、あるいはそういう選挙離れが現実になっておりま

すけれども、せっかくそういったことを子供たち―１８歳の新しく選挙権を持つ人たちが関

心を持とうとしていることを大事にしていかなければならないと思っています。そのことが、若

い人が今度、市にしっかりした見解を持ってもらう。その最初の道筋になると思いますので、引

き続き高校のほうとも、ぜひ、いい取り組み方をしていただきたいというふうに思います。また、

究真館高校だけではなくて、その該当の子供たち、年齢の若者がいますので、いろんな形で市か

らの発信を、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 全てについてお願いということですが、適切な取り扱い、検討、そして実施をしていただくと

いうことでお願いをし、今回の３点についての質問をこれで終わらせていただきます。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１４番、髙山敏枝議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。午後１時３０分より再開します。 

午後０時11分休憩 

        

午後１時29分再開 
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○議長（岩佐 達郎君） それでは、休憩前に引き続き、一般質問を再開します。 

 次に、３番、熊懐和明議員の発言を許可します。３番、熊懐和明議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） ３番、熊懐です。許しが出たので質問させていただきます。 

 その前に、熊本県の市長さんと農産物、竹、障害者についていろいろ話をさせていただきまし

た。そのことを踏まえ、お尋ねします。 

 １、農産物の交流について。うきは市では、近隣の市町村と農産物・果物・水産物の取引交流

を考えていく気はないかをお伺いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、農水産物の交流について、農水産物の地域間取引交流をとの

御質問でございますが、現在、市では、北海道の枝幸町との海産物交流を初め、長崎県壱岐市、

平戸市等との間でイベント時における総合物産交流を行っているところであります。また、八女

市星野村とは、旧浮羽町のころより、フルーティランド構想として、お茶とフルーツを中心に、

ともに、観光推進を連携して取り組んでいるところであります。 

 さらに、道の駅うきはにおきましても、九州道の駅連絡協議会の中での相互交流を深めていく

ことを目的に、道の駅うきはより、９カ所の道の駅に、フルーツ等の特産品を送っていますし、

道の駅うきはのほうへは、６カ所の道の駅より物産が届けられ、販売をされています。 

 このように、うきは市にはない特産品を互いの道の駅が交流して販売するということを、現在

実施しているところであります。農水産物の取引交流につきましては、今申し上げましたように、

道の駅うきは等の物販施設が中心になっていくことが想定されますが、一方で、道の駅うきは等

の一番の特徴は、地元でとれた新鮮な野菜や果物、山菜等を提供することにあります。現在、道

の駅うきはでは、他の道の駅との交流による特産品を販売してますが、これを今以上に拡大する

ことには十分な検討が必要ではないかと、このように思っているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） もう少し聞こうと思っていたら、いろいろ取引されているという

ことで、１つ、うきは市では枝幸町と交流をしているということですけど、非常に遠くて大変だ

と聞いていますけど、メリットはあっているだろうかということをお尋ねします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） うきはブランド推進課長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） うきはブランド推進課長。 

○うきはブランド推進課長（野鶴  修君） メリット、デメリットの関係からいきますと、どん

なふうに言ったらいいですかね。メリットという点では、さほどメリットがあるというふうな点

ではないかと思います。ただ、旧浮羽町時代より、枝幸町につきましては、「さるかに合戦」交
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流ということで、うきはのほうでは柿が有名でありますので、柿にちなんだ物語ということで、

さるかに合戦の中で柿といえば、それがカニにぶつかってというふうな話もありまして、カニの

水揚げ量の日本一はどこかというところで、北海道の枝幸町を県のほうから紹介されまして、そ

して、そこから、「さるかに合戦」交流ということで、現在までいろいろな交流をしております。 

 直接的なデメリットということはないかと思いますけど、そういったことで話題をいろいろイ

ベントする際に提供したりして、お互いの―マスコミ関係でもそういう話題を取り上げてい

ただいたりとか、そういった部分でのメリットはあるかと思います。あと、やっぱりあそこで今

のお歳暮のシーズンであれば、枝幸町の品物等も店頭に並んでおりますし、やっぱりうきはには

ないものが北海道と同じような価格で手に入るというふうなところで、地域間交流としての役割

は果たしているんではないかというふうに考えておるところです。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） 熊本あたりと市町村の交流は、と聞くはずでしたけど、大変相当

やっているということで、これはちょっとあれして。 

 関連ですけど、最近テレビや新聞などで、よく出ていましたが、山春地区の国武弘さんがブド

ウの玉を大きく育てるつくり方に成功し、特許申請が認められたということを聞きました。うき

はブランド推進課がありますから、力を入れて何か進めているのかなと思い、そのところをお伺

いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 国武さんが、「うき峰」という商品名で特許をとられました。本当に、

私としても喜ばしい限りだと、このように思っているところであります。国武さんは、市とのコ

ラボレーションじゃなくて、独自に、御自分の技術、御自分の取り組みの中で特許をとられたわ

けであります。 

 今、我々はブランド推進ということで、ブランド力を高めようと、いろんな施策をやっており

ますが、こういう形で市民の皆さんが行政だけに頼らないで、独自にブランド化をしていくとい

うのは本当に心強い限りだと、このように思ってますので、私たちもこれからなお一層のブラン

ド推進に取り組みを図っていきたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） これは、特許を取ったというのは大変なことだと思いますので、

うきは市のブランドとして力を入れて、まだやっていってもらいたいと思います。 

 次に、２番、山林・竹林の活性化について。 

 （１）竹材の利用や生かし方の現状をお伺いします。 
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○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、山林、竹林の活性化について、竹林の利活用の現状について

の御質問をいただきました。うきは市の森林面積５,９２３ヘクタールのうち、竹林の面積は約

１６７ヘクタールで、その内訳は、マダケが７４ヘクタール、モウソウダケが９０ヘクタール等

となっております。以前は、ノリ栽培で、さおにマダケを使ったり、竹のほうきや竹のざるなど

の竹細工でモウソウダケを使っていたため、多くの用途に竹が活用されておりました。しかし、

現在では、タケノコ栽培等の利用で、三、四軒の農家が４ヘクタールを、「四方竹」栽培を行う

農家が２５軒程度と、多くの竹林におきましては、有効利用がなされてない状況にあります。 

 竹林は、有効活用されずに放置されることにより、洪水時に斜面崩壊を誘発しやすくなるなど、

経済面や景観面だけではなく、地域保全にかかわる問題が発生することにもなります。うきは市

としても、竹の有効利用を目的に、地域おこし協力隊が中心となって、かつて、うきは市浮羽町、

野上家でつくられていた「へぎ」の製作技術の再生や、竹の皮をおにぎり等の包装材として活用

できないかについて、昨年度から調査をしております。また、これ以外にも、浮羽森林組合と連

携して、荒廃竹林の材を森林組合で計画中のストックヤードに集積して、バイオマスエネルギー

として活用できないかなどの調査を行っているところであります。 

 また、妹川地区では、竹の粉砕機を活用して、竹をチップ化し、防草効果や肥料や土壌改良材

としての活用の可能性について実証的な調査を行っております。このような取り組みを通じて、

竹の用途を拡大することにより、姫治地域における新たな事業創出や山林の保全に結びつくよう、

引き続き対応を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） 今、バイオマスエネルギーも考えているということで、いろいろ

されていますが、この前、熊本の市長との話の中でも、私は放置竹林をどうにかしたいという思

いを言ったところ、熊本県内では、総務省の「特徴を活かしたエネルギー事業を支援する分散型

エネルギーインフラプロジェクト」の委託先として、全国１４事業を選んだ。県内からは、小国

町と南関町の２事業が選ばれた。このプロジェクトは、事業計画を策定する自治体に交付金を支

給して、雇用拡大や経済活性化を支援しているとのことで、資料はいただきました。 

 それによると、小国町は、地熱発電の熱水をハウス栽培などに利用、小国杉を使った木質バイ

オマスエネルギーを中心市街地の施設で活用する。交付金は３,０００万円。南関町には

４,０００万円を交付。玉名市など周辺８市町村と協力し、放置竹林などを利用した木質バイオ

マスの活用に取り組むと書いてあります。 

 それで、小国町には調査に行ってきました。小国杉を使った木質バイオマスエネルギーを中心

市街地の施設で活用する方法はやっていました。皆さんは、必死に地元小国町のことを思い頑張
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っていらっしゃるという感想でした。でも、私が興味があるのは、南関町の放置竹林を利用した

木質バイオマスのほうです。電話はしましたが、日程が合わずに、まだ行けていません。でも、

電話で話はさせていただきました。話の中では、地元の企業と一緒に協力し、竹の樹液を利用し

て何か建材に利用できないか考え進めているとのことでした。私は、竹のチップを燃やすのに火

力が強く、ボイラーのほうが長く持たないので、竹チップを燃やす釜を探したいと言うと、南関

町では、もう既に海外から取り寄せるようにしてますと聞きました。国内いろいろ探してもなか

なか見つかりませんでした、私も。すぐにでも調査に行こうと思っていますが、このことについ

て、市長は興味があるかないかお伺いしようと思って、お尋ねしているところです。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 私は、常日ごろから地域資源を活用したまちおこしを提唱しております

ので、当然、竹林についても有効活用については非常に興味を持っております。 

 本当に、議員御指摘のように、放置竹林の被害といいますか、本当に迷惑な素材だというふう

に敬遠されていますが、それを逆転の発想で、この竹林を有効にどう活用したらいいかというこ

とをいろいろ地域おこし協力隊員ともいつも議論をしているところであります。 

 議員、今、御指摘のように、非常に火力が強いもので、そのままボイラーにあれすれば、ボイ

ラーがやられるということで、何とかそれをチップ状にして、うまくいける方法はないかという

ことで、先ほど申し上げましたように、森林組合と連携をして、そういう調査研究もやらせてい

ただいているところであります。 

 私自身、耳納山麓土地改良区の理事長も仰せつかっておりまして、あの樹園地においても、相

当の放置竹林で大変大きな課題になっております。何とかこれは改善をしなくてはいけないと、

こういうことで、いろんな取り組みを、今後、考えていこうと、このように思ってます。今、副

市長が中心となって、木質バイオマスエネルギーに関しましては、環境省であったり、農林水産

省であったり、経済産業省であったり、複数の役所が絡んでて、いろんな補助施策を打って出て

ます。そういう中で、うきはに合った事業を取り込んで、どのようにやっていくのか。今後しっ

かり考えていきたいなと思ってます。 

 先ほど、「へぎ」の話とか、竹の皮の包装材としての話も申し上げましたが、だんだん勉強す

ればするにつれ、チップのその先のパウダー、竹を粉にした効用がすごくいいという話とか、あ

るいは竹から塩ができるんですね。非常に濃厚な味の塩ができます。もっともっと我々の常識範

囲外で竹の用途というのは多いものがあると思ってますので、しっかり今後も調査というか勉強

していきたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） 森林組合のほうとも話をさせていただいてましたけど、３年、
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５年先、余り遅くなってもなかなか厳しくなるだろうという意見は聞いています。その中で、協

力隊の小崎さんかな、あの人とも話をしていたら、あの人も大分県のほうで竹の紙ですか、紙を

つくって、大分県じゃなかったっけ、あれは鹿児島やったっけ、そこで何か竹を使った紙をやっ

ているところがありますからということで、そんなら調査に行こうかなという話もしてますけど、

いろいろ竹には、どこでも困って、すぐにでもやっていただかないといかんような状態になって

きていると思います。だから、よかったら、これからもどうか、何かやっていこうと思って、調

査もしていこうと思っていますので、いろいろ協力してもらえばありがたいなと思って質問させ

てもらいましたけど。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 農林振興課長からも答弁をさせていただきます。 

○議長（岩佐 達郎君） 農林振興課長。 

○農林振興課長（熊谷 泰次君） 今、御指摘のように、竹についても早急に解決しなければいけ

ない状態にありますけども、議員御承知のとおり、今、小崎さんと一緒に―森林組合も一緒

になって調査をやっていただいておりますので、引き続き、この事業は遂行していただきたいと

いうふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） ということで、南関町のほうにも、職員さんもよければ一緒に行

ってもらって、勉強、調査していきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、３番、障害者支援について。 

 （１）昨年の１２月に質問した視覚障害者の保育園入所について再度お伺いします。 

 市職員、園長の話では、目が見えないと保育園の入所は前例もなく無理ですとの答えだった。

その後の市長との面談でも、財政も逼迫しているので、１人のために市民や議会の賛同を得るの

は難しいと思うので、筑紫野の施設のほうに行ってくださいと断られました。この件について、

改めて市長の考えをお伺いします。 

 ２番、平成２８年４月１日に、障害者差別解消法が施行されます。今後どのように考えていか

れるのか。このことは教育長にお伺いしたいと思います。 

 ついでに、その後、私が調査したことを報告した上で、聞いていただいた上で、もう一度お伺

いしたいと思います。 

 私は、職員、市長より断られ、うきは市の考え方に納得がいかず、心が折れました。でも、市

民の皆さんの反響は非常に大きかったです。応援しているから、これから先の障害者のためにも

頑張れと言われ調査に行ってきました。それで、長崎県佐世保市、熊本県と調査に行ってきまし
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た。佐世保市では、視覚障害者にはどういう支援をしているか、お聞きをしました。すると、健

常者と一緒に勉強をし、学校へ通っていますと聞き、なぜそういうことができるのか尋ねてみま

した。すると、数年前より、国・県より、同等の環境で育てるようにと指導のもと、市民、議会

は一体となって頑張っていますとのことでした。 

 熊本県は、市長とお話をさせていただきました。市長いわく、間違ってはいけないので、教育

長を呼んで説明させますということで、教育長を呼んで説明いただきました。その中の話でも、

家族と―熊本市では家族と話し合い、家族の要望に合わせ、市長の協力のもと、予算を出し

ていただいていますとのことでした。 

 福岡県内のこども園にも電話ですが聞き取りをいたしました。そこでも、障害者を受け入れて

いるようです。これを踏まえ、なぜ、うきは市ではできないのか。改めて、市長のお考えをお伺

いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、障害者支援について大きく２点の御質問をいただきました。 

 まず、１点目が、視覚障害者の保育園入所についての御質問でありますが、市としましては、

子供の将来を考えた最適な環境を提供することを基本に、個々のケースについて対応を行ってい

ることにつきまして、まず、御理解をいただきたいと思います。今回のケースにつきましては、

保護者、保育士等との協議の中で、総合的な判断に基づき、週２回の一時預かり保育を実施して

いるところであります。しかしながら、子供の成長の段階におきまして、今後は、現在とは異な

る環境の中で、子供が持つ資質を伸ばしていくことが望ましい結果につながることもあろうかと

思います。 

 当該児童につきましては、保育所への平成２８年度の入所申込書を提出いただいておりますの

で、今後とも、保護者を初めとした関係者により協議を行い、子供の将来を見据えた上で、対応

を図ってまいりたいと考えております。 

 ２つ目の、障害者差別解消法についての御質問でありますが、平成２８年４月１日より、障害

を理由とする差別の解消の推進に関する法律が施行となります。差別的な取り扱いの禁止、合理

的配慮の不提供の禁止の法的義務に加え、地方公共団体においては、具体的な取り組みに関する

職員対応要領を策定する努力義務が課せられております。さらに、差別を解消するための支援措

置として、相談、紛争解決のための体制整備や、市が設置することができる障害者差別解消支援

地域協議会における関係機関等の連携、普及啓発活動が定められております。 

 この中で、特に職員対応要領は、障害者の権利を守るための基本的な事項を定めるものであり、

統一的な取り組みが必要なことから、１０月開催されました福岡県市長会において、作成に当た

っての技術的助言を県に対して要望をいたしているところであります。今申し上げました職員対
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応要領につきましては、私が委員となっております福岡県障害者施策審議会で、１１月１６日に

開催された会議の中で案が審議されたところであります。うきは市としましても、県における検

討に基づき、職員対応要領を作成し、全職員に周知をさせていく予定であります。 

 また、障害者差別解消支援地域協議会につきましては、現在設置している、うきは市地域障害

者協議会をベースに、具体的な体制について検討を行いたいと考えております。 

 学校等にかかわる点につきましては、引き続き教育長に答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） 平成２８年度から障害のある子供に対する支援、配慮が、国の行政機

関、地方公共団体等に義務づけられ、市立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるよ

うになります。小・中学校における合理的配慮の具体例としては、発達障害等のため、人前での

発表が困難な児童・生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので

学習評価を行ったりすることや、こだわりのある児童・生徒等のために、話し合いや発表などの

場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保

したり、個別に対応したりすることなどが例示されております。今後、法の趣旨を尊重し、対応

を検討してまいります。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） もう１年になります、私が質問して。そのときは、これ、今でき

ているからそうでしょうけど、共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムとあります

が、これ、数年前からできてたんじゃなかろうかと思いますけど、このことについてどう思いま

すか。市長にお伺いします。インクルーシブ教育システムです。 

 教育長から、どういう意味か教えてもらったらありがたいと思いますけど。 

○議長（岩佐 達郎君） 教育長。 

○教育長（麻生 秀喜君） インクルーシブ教育の基本というのは、障害のある、ないにかかわら

ず、共生社会を営んでいくということであると理解いたしております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） ということで、市長と職員が１年前に、前例もないから、そうい

う目の見えない人はだめだ。財政が逼迫して、１人のためにはだめだ。そういうことに関連して

いるんじゃないかなと思いますけど、どう思いますか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 確かに議員とは、私の部屋で応対をさせていただきました。個別のやり

とりについて、こういう場で議論をするのはいかがかとは思いますが、あえて申し上げさせてい

ただくならば、今、議員は、私の会話の断片的なとこだけを取り上げて、私に指摘をされており
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ますが、あのとき、議員にもしっかり御説明させていただきましたように、我々は、障害を持つ

児童についても可能な限り保育所で受け入れるように努めておりますと。問題は、障害の程度で

すね。いろんなことを考えなくてはいけない。今回の対象者につきましては、やはりどういうん

ですかね、やっぱり本人にとってどういう環境が一番適切なのか、それを最優先に考えるのが一

番重要でしょうと。成長の過程で、静かな環境でしっかり対応することが、今、重要だというこ

とを、いろんな専門家から御指導をいただいていると。こういうお話もさせていただきました。 

 そういう中で、我々の保育所、保育園については、年齢別クラスにおける集団保育を行ってお

ります。したがって、集団保育の中で、果たしてこのお子さんの静かな環境が本当に確保される

のか、非常に不安であるということを申し上げました。 

 じゃあ、そこで先ほどから、佐世保市とか熊本市のお話が出てますが、片や熊本市は、政令都

市であります。佐世保市も第二の都市であります。そういう大きな市におきましたらば、それだ

け人口が多いですから、そういう対応者の方も多いんではないかと、このように想像いたします。

そうしますと、そういう中で、しっかりした対応というのは、おのずから出てくるわけでありま

す。 

 例えば２つ目の、今回の障害者差別解消法の中でも、議員が一番承知かもしれませんけれども、

やはり基本的なことは、今回の差別解消法でも、事務または事業を行うに当たって、障害者が社

会的障壁を取り除くことを必要としているときは、職員は、その社会的障壁の除去の実施につい

て、必要かつ合理的な配慮を誠実に行い、その社会的障壁の除去に可能な限り努めなければなら

ないと、こういうくだりがあって、要は、この合理的な配慮というのが何かが、ここにも具体的

に示されているんですが、要は、事務または事業への影響の程度であったり、あるいは、物理的

に技術的な問題、あるいは人的な対応が果たして可能か、あるいは費用対効果というか、費用の

面、そういうことが挙げつられてて、全て障害者の皆さんの要求に全部が全部応えるというのは

無理なところがあるわけですね。 

 したがって、うきは市が仮に少数の方に対して、これだけの技術的職員を配置して、それだけ

の財政を投入して、きちんと確保できるという、全てのナショナルミニマムというか、市民全体

の合意がとれるならば、それはあり得るかもしれませんが、そこの協議も必要ではないかという

ことを申し上げたことであります。そういうことを、ぜひ御理解をいただきたいと、このように

思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） 話したことをこの場で言うとどういうあれかち言いますけど、ち

ゃんと相談に行って話した上でのことを言っているから、私は何も問題はないと思っています。

そのときの課長―元課長もおりました。今、年齢の面もいろいろ言ってました。教育の面も、
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それは確かに。 

 でも、そのときにでも、数年先のことですから、どうか検討をという、検討もする余地もない

ような返事になったでしょう。そういうものをインクルーシブ教育というんじゃないですか。相

談なり、今、長く市長がおっしゃったように、そういうのを説明して、できるできないは話して

いきましょう、どうのこうのという以上ならわかりますよ。そのときも、結局、財政であれで、

どうこうち、終わったでしょう。（「いや、そこだけを強調したらちょっと困ります」と呼ぶ者

あり）いやいや。（「ご本人がどうかの問題でしょう」と呼ぶ者あり）いや、そいき、そういう

話をして、じゃあ、先、数年先のことですから、考え、できるかどうか、話していきましょうか

ねちいう話であれば、こういうふうに困ったりしなくても、相談にも行かなくてもいいんですよ。

１年間、非常に苦しんだと思いますよ。筑紫野のほうに行ってくださいち言ったでしょう。話し

合う余地もなかったでしょう。職員も前例がだめだと一遍切って、その後の話し合いも持たずに

一方的に切ったでしょう。そういうことを言ってるんですよ。 

 ただ、するかしないかじゃなくて、話し合いの場をもって納得するようにさせてくださいとい

う意味で、今、質問しているんです。これから先も、できるできないはわかりません。でも、そ

れに相談に乗るような対応をしてくださいという意味で質問しています。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） そういう御趣旨は、私に対してもそういう御指摘がありましたので十二

分に承知しておりますが、でも、議員御承知のように、福祉事務所を初め、最終的には市長公室

長も出て、できる限りの対応はさせていただいたのではないかと、このように思います。 

 ぜひ御理解いただきたいのは、当人にとって何が一番いい環境なのかということが一番ベース

ではないかと、そのことに尽きるんではないかと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） 今言っているように、私も筑紫野の施設のほうには行って、いろ

いろお話も聞いてきました。市長がおっしゃるように、それも一理あります。でも、施設のほう

も、年長、６歳ぐらいからこっちに来る来んじゃなくて、週１回、２回でも通ってもらって点字

でもしてもらえば、それが一番いいんじゃないかなという話も聞いてきました。だから、一方的

な思い込みで進めないでほしいというのが１つあります。 

 それと、何か職員の悪いことばっかり言っているようですが、そういうことはありません。ち

ゃんと広い心で接してもらっている職員もいらっしゃいます。それはありがたく思っています。

ここ半年ぐらいちゃんとしてもらっています。だから、何もしてもらってないという意味ではあ

りません。これから先、もう少し話を聞きながらさせてもらいたいという質問ですから、そのこ

とをよろしくお願いして、今後、相談に乗っていっていただけるものかどうかをお伺いします。 
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○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁をさせていただきましたが、今後とも保護者を初めとした関

係者により協議を行い、子供の将来を見据えた上で対応を図ってまいりたいと、このように考え

ております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） ４番、保育園入所要件についてお伺いします。 

 （１）なぜ出産により、保育園へやっと入所できた子供が退所しなければならないのか。入所

及び在園要件を伺います。また、退所しなくてもよい方法は考えられないかお伺いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、保育園入所要件について、保育所の入所及び在園要件につい

ての御質問でありますが、保育所の入所要件については、子ども・子育て支援法第１９条及び子

ども・子育て支援法施行規則第１条によって定められております。 

 その中では、妊娠中であるか、または、出産後間がないことを理由として、家庭において必要

な保育を受けることが困難である場合、保育所の利用が可能とされており、うきは市では、その

期間を産前・産後、各２カ月、出産月を含め、最大５カ月間の保育所の利用を認めているところ

であります。また、出産に関する要件としては、このほかにも、育児休業をする場合であって、

既に保育所に入所する児童があった場合には、生まれた子が育児休業の間に満１歳になるまでの

月まで引き続き保育所を利用することが可能と、こういう事項もございます。 

 いずれにしましても、このような法の定めに基づきながら、家庭の状況等を十分に聞き取り、

家庭において必要な保育を受けることが困難であると判断される場合には、柔軟に対応させてい

ただいているところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） いろいろ要件があるのは、園児のお父さんもお母さんも皆さんわ

かっていると思います。でも、市長は、人口減少をどうにかしたいと言い、子供は宝と言ってき

ましたでしょう。この前、テレビで少し出てたんですけど、鳥取県の知事でしたかね。中山間地

では保育園を無料にしていると聞きました。結局、人口減少に伴い、中山間地によそからの人口

増を考えているんでしょう。そういうふうに、うきは市でも独自に子供たちが途中でやめなくて

もいい方法を考えてもらいたいと思って、今、質問しているんですけど。 

 子供は友達ができ、保育園へ行きたい寂しさを感じていると思います―途中で、もうだめ

ですと。そうじゃなくて、市長が市独自で何かそういう、途中でやめなくていいような施策を考

えてもらえないかと思い質問しているんですけど。お伺いします。 

 もう少し簡単に言います。 
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 お産したら、２カ月、５カ月でやめてくれとなっているでしょう。そういうのを、その年いっ

ぱいでも、その後でも、人口減少をとめるためなら、なるべくそのまま園に行かれるように、ま

だ財政も厳しいでしょうけど、何か考えていかないと子供はふえないんじゃないかと思います。

そういうことを聞いてるんです。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 基本的に、やっぱり少子化の大きな原因は、特に若者世代の経済の不安

定性と、結婚してからの仕事と子育ての両立の困難性、ここの２つに大きくあると思います。し

たがって、後者については、ワーク・ライフ・バランスというか、仕事と育児の両立、あるいは

仕事と介護の両立、最後に、大きく仕事と生活の両立ということでワーク・ライフ・バランスを、

今、市として推奨しております。 

 確かに実態として、今、我が国の女性の就業率は６割台でありますが、ちょうど子育て世代、

特に３歳未満児を抱えている女性の皆さんは、就業率が３割にも満たない。２割台だということ

が大きな日本の少子化というか、大きな課題に挙げられているのは十二分に承知をしております。

そういうこともしっかり視野に入れながら、うきは独特の子育て環境を、どう整備していくかと

いうのは、我々に課せられた大きな責務だと、このように思っております。 

 一方、今、仕事をやめなくてはいけないという視点でありましたので、例えば市の行政なんか

については、育児休業制、民間でもほとんど育児休業制が普及しておりまして、何も会社をやめ

ないで、働ける環境もできつつありますが、今後、我々としては、ワーク・ライフ・バランスを

推奨する中で、市内の事業者におきましても、そういう視点でいろんな要請をしていかなくては

いけないのかなと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 熊懐議員。 

○議員（３番 熊懐 和明君） いろいろお願いして、考えてもらっていけばありがたいと思いま

す。 

 最後に、家族の人の心配というのは、それもあると思います。でも、子供さんがせっかく行っ

てんのに、友達もでき、泣いても行けない。そういうつらさを考えてもらおうかなと思って質問

したんですけど、そのところを含む上で、市独自で何かできないか考えていただきたいと思いま

す。 

 これで質問を終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、３番、熊懐和明議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） 次に、１２番、大越秀男議員の発言を許可します。１２番、大越秀男議

員。 
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○議員（１２番 大越 秀男君） 大越です。今回３つの項目について質問をいたします。期せず

して３項目とも６月議会で質問いたしました項目の関連であります。市長から明確なわかりやす

い答弁をぜひお願いしたいと思います。 

 最初に、行政区加入促進条例の制定についての提案です。 

 ６月議会での同じ質問に対して、法的な強制力がなく、地域での働きかけ、お誘いを可能な限

りお願いするとの答弁がありました。それで効果は上がるのかというのが今回の質問の内容であ

ります。よろしくお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、行政区加入促進条例制定について、行政区への未加入者への

取り組みについての御質問をいただきました。条例を制定して、行政区への未加入者を防ぐこと

につきましては、未加入者の多い現状を見ると、そういった手法がとれないかといった御意見が

出ることについては理解できるところであります。しかしながら、現在のところ、区に加入して

いただくことへの法的強制力はありませんので、新たに条例を制定して、行政から強制するよう

な対応はできないと考えております。このため、結果としてお願いすることにとどまっているの

が現状であります。 

 具体的には、転入されてきた方が、窓口で手続をされる際に、担当から区長さんに転入の報告

をしていただくようお願いをしております。報告に行き、区長さんとお話しすることで、区に加

入してもらいやすくするためのものでございます。 

 区への加入につきましては、地域での働きかけ、お誘いを可能な限りお願いしたいと思ってお

ります。区未加入者対策につきましては、近隣の市にも直接お伺いして、対応策等をお聞きした

ところでありますが、当市同様、未加入世帯の加入促進策については名案がなく、悩んでいると

のことでありました。 

 また、強制でなく努力義務レベルでの条例につきましては、他の団体でも設置して取り組まれ

ているところも見受けられますが、当市におきましても、うきは市協働のまちづくり基本条例第

１２条の市民の役割と責務において、「市民は、自らがまちづくりの主体であることを自覚し、

自らの意思を責任において積極的にまちづくりに参加するよう努めなければならない」と定めら

れており、同じく第１９条のコミュニティの育成と支援では、「市民は、コミュニティがまちづ

くりの重要な担い手であることを認識し、それを守り育てるよう努めなければならない」と規定

されているところであります。このように、努力義務としてコミュニティの基本単位である行政

区に市民の皆さんが加入し、市民が主体となってまちづくりを担っていただくように、条例上も

位置づけられているところでございます。 

 また、行政区への未加入世帯の増加につきましては、今後の自治協議会の活動にも大きく影響
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してくるものと認識をしております。このため、今後は各行政区だけではなく、それぞれの自治

協議会による広域的な対応の検討が必要になってくると思われます。 

 具体的には、各行政区が独自に設けている区費等について、アパート等の入居者の状況を考慮

した負担額に見直すなどの新しいルールづくりや、未加入者との協議の場を設けるなど、区へ加

入してもらうための方策について、自治協議会の中で検討していただくことも必要になってくる

と思われます。各自治協議会においては、自治組織が活動を始めて１年半が経過したばかりで、

まだまだ課題の多い中での取り組みとなっております。未加入世帯への対応については、協働の

まちづくり基本条例の実現に向けての課題と捉え、市としましても、各自治協議会との間で、引

き続き協議・検討を進めてまいりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） ほとんど６月議会の答弁と同じだったと思います。 

 ６月に、私がこの項目を質問するときに、ちょうどある区長さんが傍聴に来ておられました。

それは、たまさか、私がそれを質問するとか知らないまま来られた方なんですけど、項目を見て

びっくりしたというか、ぜひこれをやってくださいと。区長は、困っておりますと。特に、新興

住宅地を抱えられた区長さんでした、その方は。やっぱり新たに入ってこられる方―市外か

らですね、あるいは浮羽町域から旧吉井町域に来られる方、あるいはその逆もあるでしょう。市

外か、あるいは同じ市域内での住所変更、そうした方、特に若い方に行政区に入ってもらうのが

難しいので、そういった節目、節目というか、自分が住所を変われるときがチャンスですよと。

ですからせめて―条例制定が難しいなら、僕は、あくまでも条例を制定したらどうかという

趣旨で質問しておりますけれども、それがだめなら、せめてパンフレットをつくって、住民の方

が窓口に来られたときに、住所変更とか転入届とかいろんなことがあると思いますけれども、そ

ういったときに、せめてパンフレットでも渡して加入を促す。 

 条例を仮に制定したからといって、法的に強制するわけではないですよね。地方の条例ですか

ら、当然、罰則規定もないし。それから、前回、時間がなかったので、余り説明してなかったと

思いますけれども、埼玉県が、特に所沢とか八潮市とか、こういったところが条例制定について

は先進地であると認識しております。そういったところは、やっぱり自治会等への加入は、地域

住民に対して、自治会等への主体的な加入や参加をお願いするもので、任意団体である自治会等

への加入や参加は強制することはできない。ここまではみんな認識、一緒です。地域住民の加入

と参加の促進は、それぞれ自治会等が主体的に取り組んでいただくものだが、地域の人と人との

きずなの重要性が再認識される中、自治会等への加入と参加を促進して、自治会等の活性化を進

めるために、市も応援する必要があると。市も応援する必要があるとは、自治会に任せるだけじ

ゃなくて、自治会の活動、あるいは住民の、自治会の中のまた小さな行政区もあるでしょう。そ



- 109 - 

れに入っていただくために、市が後押しをしてほしいと。 

 最初に言いましたように、区長さんから、ぜひこういうのをつくってもらうと、私たち非常に

動きやすいですと言われたのは、そこなんですよね。ですから、市が条例をつくって自治会加入

を強制するとか、そういう趣旨じゃなくて、条例の条文の中でそれはちゃんと明記すればいいわ

けですから、そういうことじゃなくて、やっぱり市が、ぜひともこれは後押ししてほしいと。 

 区長さんは、早いとこでは１年ごとに、基本的には２年ごとにかわってありますよね、ほとん

ど。短期間の在任期間だけでは、住民の皆さん、新しく入って方に、特に、ずっと入ってない人

も―住んでらっしゃって入ってない人もおられると思いますけれども、そういった人たちに、

ぜひ自治会に入ってくださいということを勧めに行ってもなかなか入ってもらえない。じゃあ、

入った場合のメリットは何があるのかというようなこと、例えば災害とか―自然災害、火災

などの人的災害、あるいは急病、高齢者が非常に多いうきは市ですから、高齢者の方が何かあっ

たときに、行政区内のきずながしっかりしていると、それに対応がしやすいと思うんですよ。そ

ういった意味で、私は、条例化して、せめてそういった市民のきずな、行政区内のきずなを深め

ることが必要ではないかということを言っております。 

 具体的には、前回からも言おうかなと思ってましたけども、この加入条例について、私なりに、

うきは市きずな条例なんかでも命名したらどうかなと、副市長は、「お開きは、うきは茶で乾

杯」という、ああいうアイデアも出してもらいましたでしょう。それになぞったわけじゃないで

すけれども、うきは市きずな条例、それは副題になるかなと思います。仮にそういうことをする

とすると。正式な条例名は別にちゃんとあったとして、言い方を変えれば、うきは市のきずな条

例とか、そういった形でも条例を制定して、ぜひとも、特に区長さんの仕事、これから委嘱制の

区長制度がどうなるかもわかりません。しかし、区長制度というのは、あくまでもなくならない

と思いますので、そういった今後ずっと続いていく区長さんの仕事は、町内をしっかり把握する

というのが大きな役割だと思うんですよ。ですから、そういった意味でも、条例というか、より

どころがある、何かよりどころがあれば人間動きやすいし、働きやすいし、そういったことでは

ないかなと思いますので、せめて検討をしていただける余地があるのかないのか。その辺の答弁

をお願いしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） まず、きずな条例をという提案についてでございますが、議員も見られ

たかもしれませんが、朝日新聞が、ことしの９月２７日から１０月２５日まで６回連続の特集記

事で、「どうする？自治会・町内会」をテーマに報道をしておりましたが、その中でも、加入に

ついての問題が大きく取り上げられております。議員も御承知のとおり、区への強制加入は、い

わゆる憲法違反といいますか、個人の思想自由をうたった憲法第１９条があるために踏み込めま
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せん。したがいまして、私どもとしては、平成１９年に制定しました協働のまちづくり基本条例、

先ほども答弁させていただきましたが、２つの条で、加入を逆に促している条文がございます。

この条例がある中で、きずな条例というのは、今のところ考えの持ち合わせはございません。 

 ２つ目の提案で、じゃあ、法的な強制加入ができないんだから、パンフレット等をつくって、

もっともっと市民の皆さんに行政が一体となったアピールしたらどうかという御指摘については、

前向きに検討させていただきたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） パンフレットであれば前向きにという答弁が出ました。そこで、

仮にそうなるとき、具体的にお願いしたいのは、差しさわりがあるかなと思いますが、不動産屋

さん、例えばアパート経営される方、あるいはアパートを建てられる方、地主さん、家主さんで

すね。あるいは、それを仲介する不動産屋さん。そういった方たちに、ぜひとも、うきは市に住

んでいただく。あるいは、あなたのアパートに住んでいただく方には行政区への加入をぜひ勧め

てくださいというようなことを、例えば開発許可申請に市役所も来られると思うんですね。そう

いった意味でも、そういったときを捉えて、むしろ―なぜこういうことを言うかというと、

逆に、前回もたしか言ったと思うんですが、うちのアパート、自分が仲介しているアパートに入

ってもらえば行政区入らんでいいですよと、そういうのを売りにしている人もいるということで

すよ、現実に。これは具体的には言えません。言えませんけれども、話は聞いております。 

 だから、せめてそういうことをなくすためにでも、パンフレットをもしつくっていただけるな

ら、そういったことも織り込んで、ぜひ住民の方に、入居される方に、行政区へは加入してくだ

さいと。入っておけばいろんな情報も入ってきますよ、市からの広報も来ますよ、緊急時には即

対応もできますよというようなことをメリットとして織り込んでほしいなと、そういうふうに思

います。その点、どうでしょうか。最後に。この項目では最後に。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） パンフレット作成については、前向きに検討するというふうに答弁させ

ていただきました。それにかかわる話として、今、議員から御提言いただきましたので、しっか

り受けとめさせていただいて、加入促進に今後も努めてまいりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） しっかり受けとめていただけましたので、それ、落とさないよ

うに、よろしくお願いします。 

 それでは、２つ目に行きます。 

 これも６月に質問したんですけれども、平成３０年度で今のクリーンステーションの最初の

１５年間の操業が一区切り迎えます。３１年度からの延長について、前回、質問いたしました。
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前回、質問した責任上、その後どうなったかなというのは、ずっと気になっておりました。すぐ

９月にやろうかなと思ったけど、３カ月だからちょっと待とうということで半年たちましたので、

その後どういうふうに進展しているのかなということで、関係区の方には、一、二名、質問、ど

うなりましたということを聞いております。余り進んでないと、現実は。ということであります。 

 ２の項目として、改めて質問します。 

 耳納クリーンステーションの操業延長について。 

 （１）６月議会で、全ての区に同じ条件で理解を得るため、最大限の努力をすると答えていた

が、その後、関係地域にはどう対応しているのか。また、市の財政負担と市民の利益を考えれば、

１５年延長は絶対的条件になると思うが、どうか。 

 （２）１５年延長にいまだ同意を得られていない関係区もあると聞くが、どうか。また、その

原因は何なのか。 

 （３）市民全体が自分たちの問題として、施設のあり方に関心を持つことが大事だと思うが、

その方法についての考えは。 

 以上、２項目め、よろしくお願いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、耳納クリーンステーションの操業延長に関して、１つ目が、

関係地域への対応と操業の１５年延長について。２つ目が、１５年延長に同意を得られていない

関係区について。３点目が、耳納クリーンステーションに対して、市民全体が関心を持つための

方法についての３点について御質問をいただきましたが、相互に関連がございますので、一括し

て回答させていただきたいと思います。 

 ６月議会でも回答しましたように、耳納クリーンステーションは、平成１６年９月１日に操業

を開始し、１０年を経過しました。関係区の皆様を初め、市民の皆様の御理解と御協力により、

事故もなく運営されているところでございます。市民の皆さんが、安心して快適な生活ができる

のも、この施設のおかげであり、市民生活において欠かすことができない施設となっております。 

 また、耳納クリーンステーションは、燃えるごみを焼却しないで、発電用の固形燃料―Ｒ

ＤＦとする施設であり、環境に配慮した施設でもあります。そして、しっかりメンテナンスを行

っていけば、操業開始から３０年間は十分使える施設であると、プラントメーカー等が明言をし

ていることから、市といたしましても、できるだけ長く使いたいと考えております。また、長く

使うことで、新たな投資を避けることができるため、市のトータルな財政負担も軽くなると考え

ております。 

 耳納クリーンステーションの操業期間につきましては、うきは久留米環境施設組合と関係区と

の間で環境保全協定書を交わしていますが、その中では、平成３０年３月３１日までとなってい
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るため、平成３０年４月以降の操業については、期間を延長するための協議を行う必要がありま

す。 

 この点に関しましては、関係区役員の方に対して、平成２４年５月から説明会を行い、また、

平成２６年５月からは、関係区ごとに、全区民の皆様に説明し、その後も引き続き役員の方との

話し合いを続けているところでございます。本年９月には、関係区におきまして、それぞれ役員

の皆様との協議を行い、１１月以降につきましても、再度、関係区ごとの協議を行っているとこ

ろであります。今のところ、関係区におきましては、平成３０年４月１日以降、１５年の延長を

認めていただいている区と、５年の延長を認める区があり、一本化できていない状況であります。 

 ５年延長を認めていただいている区からは、大牟田リサイクル発電株式会社が、今のところ

５年延長して平成３５年３月３１日までは操業延長することを決めているものの、その後につい

てははっきりしていないこと。また、１５年は長く、その間、施設の状況がどうなるか不安があ

ること等の意見があっております。今後も引き続き、全ての区において同じ条件で御理解を賜る

べく努力してまいりたいと考えております。 

 また、市民の皆様全員が、耳納クリーンステーションに対して関心を持っていただくための方

策の１つとして、広報うきは６月１日号と７月１日号で、おかげさまで操業開始から１０年と題

して、大きく取り上げ、その中で、施設見学についても積極的に申し込みをいただくよう、お願

いをしてきました。また、自治協議会に対しても、施設見学の依頼を行っており、既に見学を実

施されている自治協議会もあっている状況にあります。 

 今後も引き続き、定期的に広報うきはへの掲載等を行い、全市民の皆様に、施設からの情報提

供や見学等を通じて、耳納クリーンステーションに対する理解を深めていただくよう努めてまい

りたいと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） 市長は、ずっと関係区と話し合いを続けているという答弁であ

りました。６月に、市長は、もう１５年でやりますと、１５年でいきますという、明言してくだ

さいと、私、何回もあそこで、あそこというかここで要請しましたけど、とうとう最後まで、最

大限の努力をするという言葉しかいただけなかったですよね。だから、なぜなのかという、そこ

が。 

 １５年という数字が出てきて、そして、それが歩き始めて、１５年で頑張りますと市長が何で

言えないのかなと。ということは、１５年そのものは、市長の単なる思いつきだったのかなと勘

ぐらざるを得なくなりますよ、そういうことだと。だから、私は、この後、水問題の質問もしま

すけど、市長は、アンケートにかかわらず、小石原でいきますと、強い意思を出してありますよ

ね。 
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 同じように、これだって強い意思を表に、全面に打ち出して、そして、みずから汗をかいてと

おっしゃったんだから、やっぱり関係区―忙しいでしょうけれども、関係区を自分で回って、

逐一ですね、回って、自分の考えと、そして同意を得るために、失礼な言い方になりますけど、

頭を下げるべきではないですかね、もうちょっと。そして、環境監視委員会が７区の代表の方と

行政、そういったことでありますけれども、そこで一度たりとも、いまだ公害と言えるような問

題点は発生してないでしょう。直近では、１２月１日にも環境監視委員会があったと聞いており

ます。そこでも、そういった話は全く出ておりませんと。なのに、私は１５年延長を支持してま

す、市長が言い出したですね。これは、いいことだと。市の財政から言っても、行政の事務的苦

労から言っても、１５年延長というのはベストではないですかと。ましてや、あそこが最大で

４００度ぐらいでしょう、熱を出すのは。１,０００度とか１,３００度とか出すような施設であ

れば、かなり熱とか衝撃による老朽化も進んでいくだろうと思いますけれども、その程度の熱で

あれば、十分３０年、それは持つだろうと、私たちも昨年の５月の終わりか６月やったですね、

昨年じゃないことしの。施設見学させていただきました。立派なもんですよ。 

 ですから、やっぱりこれは市長が言うように、１５年延長をお願いして進むべきだというふう

に、それは支持しております、私たち。だから、ぜひ、私たち支持しているんだから、ぜひ頑張

ってほしいと思うんですよ。今、広報で、耳納クリーンステーションに対する市民の理解も得る

ために云々ということを広報しておりますということもおっしゃいました。だけど、あの施設を

見ただけでは、この１５年問題に絡んで、こういうことがあっていることは、市民は全く知りま

せんよ。今は１５年延長に向けて、こういう交渉も―地元関係７区との交渉もやっておりま

すいうぐらいの広報をしてもいいんじゃないですか。いかんでしょうかね、その辺は。やっぱり

そういうことも市民に訴えながら、一見、建物を見ただけ、施設を見ただけでは何でもないよう

なところで、裏ではそういう悩みがあるのかと、運営してくためにはですね。そしたら、市民も

そういったことを十分理解して、我々も応援しようじゃないかというふうになると思うんですよ。 

 ただ施設を見に行って、ああ、立派な施設ですねと、それだけじゃ、我々が、私も含めてです

けれども、日ごろ、私のところは、月曜日と木曜日に燃えるごみの回収に来ます。だけど、その

先に、これは、あそこの耳納クリーンステーションで処理してもらって、たった２０円の袋いっ

ぱいごみ詰め込んで出して、あとは知らんふり。悪いですけど、私もそういう感覚あります。 

 ですから、その辺に、この行く先は、このごみが行く先は、こうやってクリーンステーション

で処理をされてるんだから、やっぱり我々もごみを出すことについては、もうちょっと協力せな

いかん。例えば水分を抜くとか、ごみの量を減らす工夫をするとか、あるいは、あそこの運営に

対して、一体、市は幾ら金が―あそこに繰出金として、市が補助金、施設組合に出してるん

だろうかとか、そういったところまで考えきれるような宣伝の方法、広報のあり方というのはあ
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ってもいいんじゃないかなと思いますが。 

 もうちょっと市が、そうやって今後の１５年、市長が打ち出している１５年延長に向けての、

何というんですかね、非常に難しい言葉なんですけれども、市が努力していることを市民にア

ピールすることも必要ではないかなと。施設を見ていてもらうだけが市民にアピールするだけの

問題ではないと思うんですね。市の財政からいっても、本当に非常な金がかかってますし、そう

いった面で、せめて市民の意識を、もうちょっとその辺あたりまで意識を高めてもらうためにも、

広報のあり方というのをもうちょっと研究したらいいんじゃないかなと思いますが、広報のあり

方について、どうですか、延長に向けての今までの経過とか、そういったことも広報するつもり

はないですか。その点。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほど答弁させていただきましたように、本当に地元の皆さんの御理解

と御支援のもとに１０年を過ぎましたが、事故もなく運営をできていますこと、それは、とりも

なおさず、うきは市民の皆さんが安心して快適な暮らしができるそのものでございます。大きな

存在意義の施設ではないかと、このように思っているところであります。 

 そういう意味も含めまして、広報うきはのほうに掲載し、ぜひ見学をというふうに呼びかけを

させていただいているところでありますが、これも一過性で終わらず、しっかり、重要なうきは

市の施設でもありますので、しっかりした広報のあり方については、今後も引き続き検討してい

きたいと、このように考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） 今言った、私が求めた答弁が返ってきていません。私が言った

のは、広報紙を使って、市長が考えている１５年延長の理由、わけですね。それに、市民に理解

を求めるということは、僕は、やっぱり最低限必要じゃないかと思うんですよ。何か、全く、さ

っきも言いましたように、後で質問します水の問題の市長のがんとした信念、揺らぎのない信念

から見ると、１５年をせっかく打ち出したのに、遅々としてそれが進んでない。遅々としてとま

では言えないかもしれませんけど、少しは進んでいるんでしょうけども、何か言えないような気

がします。そこは自信を持って、市長、市民にアピールしていいと思うんですがね。どうですか、

そこは。そこは信念を貫いてくださいよ。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 何度も同じことで恐縮でありますが、耳納クリーンステーションが重要

な施設であることを市民の皆さんに共有していただくための広報活動については、しっかり検討

していきたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 



- 115 - 

○議員（１２番 大越 秀男君） こういうことは、なるべく言わんどこうと思ったんですけど、

今、１５年延長に向けた関係区、千代久は、早々と１５年中に同意してありますよね。それ以外

については、足並みがまだ整ってない。１５年でいいじゃないかという区や、５年でなからにゃ

いかんという区、いろいろあるように聞いております。そこで、同意するかわりに１,０００万

円ずつという話が出てるやに聞いておりますが、そこはどうですか。びしっと答えてください。

そういう具体的な話が、関係区との話し合いの中で出てきているのかどうか。 

 私は、これは、もし、そういう話を聞いたので、これは、質問のとき言うていいですかと言う

たら、言うていいと言われましたから、うそではないと思うんですよ。そういう要求もあるとい

うことであると、非常にこれは問題ですよ。いまだかつて、公害は一度も出したことがない。そ

して、事故も起こしてない、ほとんどですね。カッターの刃が破損するとか、そういうことはち

ょくちょくあっているみたいですけれども。 

 そういった施設で、じゃあ、１５年延長に同意するかわりに１,０００万円ずつ。その

１,０００万円が正当な理由であればいいですよ。だけど、単に迷惑料的な発想であれば、私は

間違いと思います。私は、ここで、こんなこと言いよると、後からやれるんですよ。前回やられ

ました。おどしまでは行かなかったけど。あなたが、あげんな質問するけ困るというような意味

で、私がやられたという言い方は妥当ではないのかもしれんけれども、そういった抗議を受けま

した。だから私は、説明しました。 

 私がそういった発言したのは、まず、施設が立派であること。今まで公害が一度も出てない。

それから、市の財政面から考えても、事務的エネルギーから考えても、１５年はベストじゃない

ですか。だから、私は、個人としては、市長のこの案を支持しておりますと。それ以外には何も

ありませんと言ったら、ほとんど黙って帰られました。 

 ですので、そういったことが裏で行われ―裏じゃないのかもしれんけど、堂々と行われて

いるということになってくると、非常に、私は、これは問題だと思います。それをやったら、も

っともっとこれは。逆に、そんなら、改めて千代久もそれを撤回して、１５年を認めるから、千

代久は一番直近にあるから５,０００万円くれと。これは仮の話です、私個人の仮の話ですから、

そういったことを言われたことももちろんありません。私が今言っているだけの話で、このこと

で何か言われたら私が責任持ちますけれども、そういったこともしなきゃならないようになって

くるんじゃないですか、状況次第では。 

 それと、今は、旧吉井町内の八竜、冠、千代久、西屋形、竹重、岩光、あと１つ西屋形、東屋

形もあったか。７つですよね。これ以外に、もっと近いところは、田主丸の森部とか石垣がある

んですよ。そういうところまで、あの周辺、半径何メートル以内がそげな要求しよると、俺たち

もやろうじゃないかということがなきにしもあらずですよね。そういうことになったら大変です



- 116 - 

よ、これは。だから、市長に、何事にも信念を貫いておられる市長だから、これもびしっと言っ

てください。びしっと言ってくださいということを言いよる、私は。そんな困った顔をなさらな

いで。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 全ての区の皆さんが同じ条件で御理解を得るべく、一層努力をしてまい

りたいと、このように思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） また同じ答弁ですけども、同じ条件でというのは、１５年で

いけるようにというふうに理解していいですか。そこを明言してください。同じ条件というのは、

今後、交渉次第では、やっぱり５年に戻しますとかそういうことじゃなくて、１５年、もう一番

ですね、仮に何かあったら一番迷惑を受ける、影響を受ける、千代久が１５年でいいじゃないか

と。いろんな意味合いで、市長の案に理解を示して同意の表明をしてくださっている千代久がそ

う言ってあるんですから。 

 そうじゃなくて、これが今後ひっくり返る可能性があるということじゃ、やっぱりいかんです

よ。そうであれば、１５年ということは、自分の信念で言い出したことだから、私は貫きますと

いうことを明言されていいと思うんです。ただし、言えない理由が、私がここで取り上げること

が、市長が非常に迷惑してあるのかなというふうにもとれます。要らんこつ議会で取り上げんで

くださいと。以下、こういう質問があると地元との交渉がやりにくいということなのか。その辺

もきちっとお示し願いたいと思います。もう一回。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 行政の執行者として、責任あるべく者として信念を持って全ての区の皆

さんに同一条件で理解を得るべく努力してまいりたいと思います。（発言する者あり） 

○議長（岩佐 達郎君） 私語は慎んでください。 

○議員（１２番 大越 秀男君） 市長が何回も同一条件でということを言われますから、同一条

件ということは１５年というふうに私は理解してます。じゃあ、そういうふうに。じゃあ、理解

していいですか。自分の口から１５年というふうに、ここで言えないんだったら。同一条件でと

いう意味合いが１５年でというふうにおっしゃってるんだと。イコール１５。同一条件イコール

１５年と理解していいんでしょうか。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 複数の区と責任をもって交渉している当事者として、全ての区の皆さん

に同一条件で理解を得るべく努力してまいりたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 
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○議員（１２番 大越 秀男君） 何度お願いしても１５年というのは、多分、市長は、ここで倒

れられても言わんでしょう。だけど、やっぱり言っときたいのは、１５年案は、多くの市民が、

市長、あなたを支持してるんですよ。それだけは自信を持ってやってください。よろしいでしょ

うか。そういうことで、まだまだあるんですけれども、次の問題もありますので、３番目の項目

に移ります。 

 上水道事業計画に関する市民アンケートの結果について。 

 実は、１１月１日号の広報が１１月１日に来ました、私のとこに。うちは、今、連絡員してお

ります。うちに来ました。連絡員の仕事は、ほとんど家内任せで、家内が先に読んだんですね。

ええと言って。何、どうしたと言うたら、水問題のアンケートに対する水資源対策室からのお返

事。私は、私が議会活動をしていることは、家内と余り話はしてないです。ましてや、一般質問

の内容についてまで、一々家内と打ち合わせしたりすることはありません。だけども、私が水問

題をずっとやっているということは家内も理解してるんです。ただ、その根拠について、何を根

拠にして、うちの旦那―主人は、質問しよるとやろうと話したことはないけど、知ってたみ

たいですね。何、この例え話はと。余り家内のことをここで言うと、帰って怒られるかもしれん

ですけど。 

 私も改めて読みました。これから先、議長にお断りしとかにゃいかんとですけども、議員とい

うのは、発言の中で無礼な発言をしてはいけないということは議員の心得としてあることは、十

分承知しております。ただ、今から使う言葉については、市長個人のことについて言ってるわけ

じゃなくて、この文章について言います。噴飯者という言葉がありますよね。皆さん、当然、御

存じだろうと。噴飯者。早い話が、聞いた話、見た話、読んだ話、余りにもばかばかしくて、食

べてた御飯を吹き出すぐらい。噴飯。そんな状態を噴飯と言う。百科事典で引いても、国語辞典

で引いても、ちゃんとそんなふうに書いてある。あの例え話ですよ。もう、私が読まんでもわか

りきったことですけれども、１１月１日号ですから、これだ。 

 これを読んで、私も、まさにびっくりしました。なぜ、うきは市は合所ダムと藤波ダムの水を

使えないのですか。回答、お返事という表現そのものが僕は余り適切じゃないと。水資源対策室

からの回答でよかったんじゃないかなと。お返事というのは、おいと呼びかけられて、はいと。

あるいは、手紙を出した人に手紙を渡す。これがお返事ですよ。普通はね。だから、誰がこうい

ったことを考えられたのかわかりませんけれども、発行そのものは市長の責任で出してあるんで

すから、あえて言います。 

 あるグループがお金を出し合って建物をつくりました。建物は誰のものでしょう。その建物は

お金を出したグループのものです。合所ダムは、うきは市内にありますが、うきは市は建設にお

金を払っておりません。藤波ダムも同様です。云々と、ずっとまだこれ続きます。そういうこと



- 118 - 

で、この広報紙を読んだときには、私はびっくりして、そんな例えはないでしょうと。これは、

申しわけないけども、まずは１回目の答弁を聞かないかんです。それで、そういうことが頭にあ

って、今回この質問をいたします。１１月１日号の水資源対策室からのお返事の記事は、例え話

が不適切であり、撤回か、または、訂正すべきと思うが、どうかということ。 

 ２つ目、１１月１５日号では、市民感情などは全く考慮せず、また、水道料金負担も軽くなる

と言っているが、結果的には、市の財政負担が大きくなることではないのか。 

 ３、水源については、地下水利用等の第３の選択肢を考えなければならなくなったのではない

か。第３というのは、あくまでも１と２が、小石原川ダム。私たちが訴えている合所ダムの水、

そして第３が、市長は、もう１しかないとおっしゃるかもしれませんけれども、私たちにとって

は、地下水などの第３の選択肢も考えなければならなくなったのではないですかと。 

 以上、３つ質問をいたします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 上水道計画に関する市民アンケートの結果について、３点の御質問をい

ただきました。 

 １つ目が、広報うきはの１１月１日号の回答記事についての御質問でありますが、アンケート

の自由記述の中で、市内のダムをなぜ使えないのかといった御意見が多く見られましたので、そ

れらの御意見に対して、わかりやすい例を使って御説明を申し上げるものでございます。御指摘

の号に限らず、広報うきはにおきましては、アンケートで寄せられた意見のうち多く見られるも

のについて、市民の皆様にわかりやすい形で説明を行っているものでありまして、この１１月

１日号についても、撤回する考えは持ち合わせておりません。 

 ２つ目が、市の財政負担についての御質問でありますが、加入者が少なければ、結果的に市の

財政負担が大きくなるのではないかとの御指摘でありますが、加入者が低い状態が続けば、議員

のおっしゃるとおりでございます。広報１１月１５日号では、小石原川ダム参画による福岡県南

広域水道企業団加入により、上水道事業を行うことが、施設整備等にかかる経費を一番低く抑え

ることができるということを述べたものでございます。言うまでもなく、幾ら初期の経費を抑え

ても、長期にわたり健全な事業経営を行うためには、加入率を高めることが重要であります。今

後、上水道に対する市民の皆様の理解を深め、結果的に加入率が高くなるよう、対応を図ってま

いります。 

 ３つ目が、上水道の水源についての御質問でありますが、うきは市は、既に小石原川ダムに参

画をしておりますので、上水道の水源については、他の選択肢はないと、このように考えており

ます。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 
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○議員（１２番 大越 秀男君） さっき、言葉としては、余り適切ではないと私も思っておりま

す。だけど、それぐらい―噴飯者という言葉なんですけど、それぐらい、この広報について

は、事の本質を全く、故意かどうか知りませんけれども、本質に触れないまま市民に市長の考え

だけ、というか、行政の考えだけを広報している。これは、ヒトラーのあの政策というか、いっ

たことからも言われるように、まさにこれは政治的意図を持ったプロパガンダですよ。と私は、

思います。本質に触れないままというか、覆い隠したまま、こういったことを書かれて、市民は、

ほとんどの市民は何も知らないわけですから。ああ、そうかと、うきは市は、水利権はないのか

と。例え話として書いてあるのは、まるでわけのわからない子供がだだをこねるみたいに、何と

かちゃんのあれが欲しいと言っているみたいな例え話でしょう、これは。そうじゃないですか。

これ読んだだけでは、市民はそういうふうに思います、この文面からは。だから、私はいかんと

言いよる。 

 覚書を否定していいとは言いませんけれども、市長の信念というか、行政の経験、あるいはそ

ういったことから、覚書については、私はこういうふうに理解しておりますというふうに訴えた

上でのこれだったらいいですよ。だけど、それに触れないまま、誰か建てた、共同のアパートじ

ゃないけれども、住宅でもいいですけど、それに３人の人がお金を出して建てて、住んでいると。

俺もかてろと、後から言い出したような例え話でしょう、これは。金も出してないやつが。私も

入れろと、住まわしてくれと。金は出すけんと幾ら言うても、もうスペースはないですよと。そ

ういうふうに置きかえても、これはいいですよ。この文章、そうなりますよ。それを言ってるん

です、私は。 

 だから、覚書云々は、当然もちろん、私は、しつこいようだけど、合所ダムの水、あきらめて

いません。あきらめていません。だって、最初の江藤議員からも質問があったとおり、これはい

ろんな経緯があって、あの覚書というのはできたんです。市長は、利水権を持ってから、そして

貸してあるんだったらわかる話だけれどと。配分をもって、あの文書の中の配分で水利権がある

とは言えませんということを答弁されたと思いますし、今までもずっとそうだった。私もそう思

いますよ。あの文書をもって水利権が―何回も言っているように、水利権があると私も思っ

ておりません。だけど、将来、うきは市が、旧浮羽郡が水を使うときには、これをお返ししまし

ょうと、福岡地区水道企業団も認めて、企業団の議会で可決して、当然、覚書をつくったときに

は、県も、それから企業団、それから旧浮羽郡３町も、それを納得した上でつくった覚書じゃな

いですか。 

 だから、これは、覚書のことについては詳しい方に、大体、覚書って何ですかと聞いたんです。

覚書とは、例えば行政とか、そういったところが、事業を前に進めていくために、必要なときに

つくっていくのが覚書です。つまり、あの覚書があったからこそ、もちろん旧浮羽郡は、その水
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は、その時点では、まだ計画がなかったから使えませんでしたけれども、福岡地区水道企業団も

福岡県南広域水道企業団も今、水が使えてるじゃないですか。あの覚書のおかげですよ。もちろ

んあっちは正式に利水者として負担金も払い、そういった意味で水利権を持っているから。だけ

ど、将来的には、浮羽郡が必要なときには、当然、清算もその時点で、双方が不利益にならない

ように清算もしますということをぴしっと書いてある。 

 そして、今度は大山ダムに参画しなかったから、その時点で覚書の効力は消えたと市長はおっ

しゃいます。だけど、そもそも県が大山ダムに浮羽郡も参加しませんかと言うたこと自体がおか

しな話ですよ。そんなことはないんだから。あれ、県がそういった働きかけ等をしたことが間違

いだ。そして、それを断ったときに、当然、浮羽郡は心配しました。これを断ったら―大山

ダム参画を断ったら、覚書がほごになるんじゃないだろうかということで、平成１４年４月

１５日に県の職員に聞いてますよ。 

 ここにありますね。浮羽郡、９,２００トンについては、平成７年１２月２０日に、浮羽郡

３町長と福岡地区水道企業団との協議が持たれ、大山ダムまでに浮羽郡の上水道を整備すること

は困難であるとされ、引き続き、福岡地区水道企業団が使用するという合意をしてますね、ここ

で。だけど、そのときに、浮羽郡は、大山ダムに参画すると覚書の効力が、これがほごになるっ

ちゃないやろうかということで心配して聞いてますね。 

 しかし、その平成７年の合意があるので、覚書の効力は大山ダムでは切れないと理解してます。

ちゃんと交渉に出てきた福岡地区水道企業団と福岡県の水道整備室水資源対策局の方がおっしゃ

ってるんです。だから、この事実を、結果的にできるできないを論じてるのではなくて、こうい

う事実を、悪く言えば隠したままこういった広報をやられると、市民は、市が出した広報は全部

正しいと思ってますから。逆に言うと、その逆手をとって市長が、言い方悪いけど、こういった

広報をあえて出したのかなというふうにもとれますよ。だから、私は、せめて全部撤回せんでも、

一部不適切な表現がありましたぐらいは訂正してもいいと思いますが、いかがですか。これは不

適切です。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 覚書等のいきさつについては、以前、広報うきはで何回か分けてシリー

ズで市民の皆さんにはしっかり、私どもの考えている思いをずっと伝えて今日まで来ておりまし

たし、昨年の８月３１日は、シンポジウムという形で私の口からきちっと皆さん方にも御説明し

て、いろんな機会を捉え、もっと言いますと、１５８名の区長さんにも、それぞれの校区ごとに

分かれて、説明会も開いて、ずっと説明を続けてきた中で今回の記述になったわけでございます

ので、意図して、そのところを隠してるとか、そういうものは指摘に当たらないんではないかと、

このように思います。 
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○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） もう時間が足りなくなってきております。 

 市長は、来年７月に市長選挙ですよね。前回、最初に出られたときに、３年半まではならんで

すけど、７月に。私たちは非常に期待しましたよ。合所ダムの水を守る会からこういう文書も出

ました。市長は、ごらんになったかどうかわからない。市長がかわれば水問題は解決する。今、

まさにその市長がかわろうとしています。市民と同じ目線に立つ人、誠実に市民と向き合う人、

公正・公平を理念とする人というふうに、髙木典雄さんを評価している。私も大いに期待しまし

た。 

 ちょうどこの集会のときに、市長が選挙前でしたから挨拶に来られましたね。そのときは市長

じゃないですけど。ところが水問題に一言も触れなかった。ということは、市長は、みんながこ

うやって担ごうとしているけど、俺は、水問題やら、はなからする気はないよというふうに、そ

のときから思っておったんですか。後から事情があって、これはまずいということ。だけど、最

初から全く水問題には挨拶の中で触れなかったので、これはちょっとおかしいんじゃないかなと

思いましたけど、案の定こういうことになりました。最初から、これはだめという、水問題など

さらさらやる気はないというふうに市長が思ってあったのかどうか。その辺を確認して、きょう

のところは終わりたいと思います。きょうのところは。どうぞ。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 大変僣越でございますが、つい先日からも議員全員と勉強会、特別委員

会の前身でございますが、今の問題も含めて、皆さん方に、わからないところはみんなさらけ出

しながら、全て情報を共有というか、認識を共有するということで、我々も必死に説明してたつ

もりだったんですが、この時点で、こういう場で、また、そういう御指摘をいただくというのは、

私自身としては、私の説明さが足りないのかなということで非常に反省をしているところであり

ます。 

○議長（岩佐 達郎君） 大越議員。 

○議員（１２番 大越 秀男君） 最後になります。市長は、合所の水を求める市民の会―団体

から出された２万９８４でしたかね。あの署名について、非常に重く受けとめておりますという

ことをおっしゃったのは、私は忘れません。その重さをしっかり胸に刻み込んでいただきたいと

思います。終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） これで、１２番、大越秀男議員の質問を終わります。 

        

○議長（岩佐 達郎君） ここで暫時休憩とします。３時３０分より再開します。 

午後３時16分休憩 
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午後３時30分再開 

○議長（岩佐 達郎君） 一般質問を再開します。 

 次に、１３番、三園三次郎議員の発言を許可します。１３番、三園三次郎議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 議長の許可をいただきましたので、広報うきは１１月１日号の

上水道事業アンケート結果の報告の記事と、決算審査で指摘した行政改善及び平成２８年度予算

編成の２点について、髙木市長に質問をいたします。 

 平成２７年７月に実施しました上水道に関するアンケート調査は、市内全域で回答数は半分以

下、回答率が５０％を割り込む予想外の結果となり、小石原川ダムを水源に進める上水道事業に

対する批判とも受け取れる結果でもありました。このアンケート調査の結果が、広報うきは

１１月１日号に掲載されましたが、その内容は、市民に対し、小石原川ダムの水源を無理やり理

解させるため及び水道事業の正当性を強調するために、随所に数字の魔術を使ってあります。そ

こで、一括して次の６項目について質問いたします。 

 １つ、広報うきは１１月１日号に、アンケート調査の結果が掲載されましたが、この原稿の執

筆は総務課広報係、もしくは、水資源対策室のいずれが執筆されたのか答弁をお願いします。 

 ２番目に、水質の実態について、不安、多少不安との回答は全体の２１％にすぎないのに、上

水道の必要性を強調するために、意図的に過大に表示したのでありましょうか。 

 ３番目に、意見に対する回答記事では、随所に事実を歪曲したような文章を掲載していますが、

市民を愚弄し、事実をごまかしているのではないでしょうか。 

 ４番目に、市長は、アンケートの結果で二転三転はしないと答弁されてありますが、あくまで

も小石原川ダムでの上水道事業を遂行する意図があるのかどうか。 

 そして、５番目に、小石原川ダムの配分水量は５,７４０立方メートル、これ、日量でありま

すけれども、上水道加入は全世帯の３.４％にすぎない。福岡県南広域水道企業団の受水費は

１世帯当たり幾らになるのか。 

 ６番目に、福岡県南広域水道企業団に加入しても、水道接続が少なくては企業経営が成立しま

せんが、市の財政が破綻した場合、その責任誰が負うのか。 

 以上、６項目について髙木市長の答弁をお願いいたします。 

 なお、一般質問は、市長の答弁を含んで６０分と限られてありますので、髙木市長の簡潔、そ

して明瞭な答弁をいただき、その後に一問一答で質問を続けたいと思いますので、よろしくお願

いします。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、答弁。 

○市長（髙木 典雄君） ただいま、広報うきは１１月１日号の上水道事業アンケート結果の報告



- 123 - 

記事について６点御質問をいただきました。 

 １点目が、原稿担当部署についての御質問でありますが、上水道事業に関するアンケートにつ

きましては、市民の皆様より５,０００通を超える回答をいただき、結果を水資源対策室のほう

で報告書にまとめ、先般、議員の皆様にもお配りをさせていただいたところであります。広報う

きはの記事は、報告書の内容をもとに、水資源対策室のほうで作成をしております。 

 ２点目が、意図的に過大に表示したのかについての御指摘でございますが、議員が過大表現で

あると御指摘される部分は、問７についてであると認識をしております。問７については、問

６において、特定の選択肢に回答いただいた方のみに限定して回答いただく質問となっており、

アンケート手法上、分岐質問や枝分かれ質問と呼ばれるものであります。このようなアンケート

形式は、特定の問題を詳しく分析するために一般的に用いられるものでございます。今回のアン

ケートで問７を設定したのは、うきは市における地下水の水質にかかわる具体的な問題点を把握

し、今後の水資源管理に生かしていくことを目的としたものであります。 

 ３点目が、広報うきはにおける回答記事の内容についての御質問でありますが、回答記事につ

きましては、多数寄せられました御質問に対して、わかりやすい例を使って御説明をしたもので

あります。記事の内容につきましては、当然のことながら、事実に基づいて記述をさせていただ

いております。 

 ４番目が、あくまで小石原川ダムでの上水道事業を遂行するのかについての御質問であります

が、議員御指摘のとおり、私はこれまでアンケートの結果で上水道事業が二転三転することはな

く、上水道は必要である。ただし、アンケートの結果によっては、上水道事業のスピード感が違

ってくると申し上げてきております。小石原川ダム参画は既に決定しているものであり、小石原

川ダムを水源として上水道事業を進める気持ちに変わりはございません。 

 ５点目が、福岡県南広域水道企業団からの受水費についての御質問でございますが、議員御指

摘の上水道加入率が３.４％であるという数字は、問９で、１番の「上水道に加入する」と回答

した方を、うきは市内の全世帯の数で割られた数字ではないかと推測をいたしますが、全世帯数

で割ることは、アンケートの分析上、適切ではございません。以上のことから、議員からの加入

率３.４％の場合の福岡県南広域水道企業団に支払う受水費は、１世帯幾らになるのかというお

尋ねに対しては、お答えすることができません。 

 ６点目が、上水道の経営に関する御質問でありますが、言うまでもなく、市の財政が破綻する

ようなことがあってはなりません。御存じのとおり、平成２１年４月より、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律が施行され、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負

担比率及び資金不足比率、５つの指標をもって、地方公共団体の財政状況を評価する制度が定め

られました。地方公共団体が上水道事業を経営する場合は、特別会計となりますので、先に申し
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上げた５つの指標のうち、実質赤字比率を除く４つの指標において、毎年度、審査がなされるこ

ととなります。将来にわたり責任ある上水道事業を行うためにも、健全な経営を目指し、対応を

図るものであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） まず、問７で、今、回答をいただきましたけれども、確かに問

６では、そのように設問されてありますけれども、それだけで割っていきますと、非常に高くな

りますよ、率が。例えば古井戸で不安というのが、この表に出てありますように４９.９４％と

いうことですから、これだけを市民が見たら、約半分は古井戸で不安という回答が出ているとい

うことになりますよ。じゃあ、この４９.９４％ですね、４９.９％になってありますが、これは、

分母はどれを使ったのかということですよ。下に書いてあります１,１１４で割っていきますと、

このような数字にはなりませんけども、なぜいろいろ違うわけですか。この辺は、９２９件で割

っていったら、そのように、たまに濁りがある、１６５通というのは１７.７６％になりますか

ら、そこに書いてる１７.８％で結構ですけれども、これが１,１１４で割っていきますと、これ

は１４.８％しかならないんですよ。何でこんな意図的に過大表示をやっているのかということ

なんですよ。 

 そして、１,１２９件ですね、本当は回答があっているわけなんですよ。ただ、不明とかそう

いうものを省きますと、省いてありまして１,１２９件であるわけ。これを加えますと、

１,３１３件の回答がなされているわけですよ。いろいろ割り方が違ってありますが、なぜそう

いうことを行ったのかですよ。これについて答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 水資源対策室より答弁をさせます。 

○議長（岩佐 達郎君） 水資源対策室長。 

○水資源対策室長（高木新一郎君） ただいまの御質問でございますが、まず、Ｎイコール

１,１１４、この１,１１４通というのがございます。これは、たまに濁りがある１６５通からず

っと足していった合計でございますが、その中で、不明、無回答というものが１８４通ございま

して、この１,１１４通から引きましたもの、１８４通を引いたものが９３０通でございまして、

この９３０通で、ふだんは困らないが古井戸で不安４６４を割りますと４９.９％という形にな

ります。 

 また、広報ではございませんが、議員にお配りした小冊子でいきますと、先ほど１,１２９に

なるというようなお答えでございましたけれども、これは複数回答でございますので、１人が

１個ずつ丸をつけたわけではございませんので、その関係から１,１２９となっておるところで

ございます。 
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○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 広報うきはの１１月１日号の６ページに、この数字が出ている

わけですよ。グラフも出てあります。ふだんは困らないが古井戸で不安というのが４６４通なん

ですよ。これを４９.９％ということに出してありますけれども、全部で、そこに出てあります

ように、４６４通の方が、古井戸で困っているということですよ。だから、このものを各校区で

見ていきますと、例えば千年校区で８４世帯ですね。それから、吉井校区で８３世帯、回答した

人がですよ。福富校区で３６世帯、江南校区で４５世帯ですから、旧吉井町では、古井戸で不安

というのは２４８世帯が回答していることになりますよ。浮羽町のほうも同じこと。山春校区が

４０、大石校区が４６、御幸校区が１０４、妹川校区が３、そして姫治校区が２、小塩校区が

６で、合わせて２０１。 

 だから、回答した５,２００でいきますと、わずかに８.４％程度が古井戸で困っているという

のを、皆さん方は、４９.９％が古井戸で困ってるんだ。このような市民を愚弄するような数字

を用いている。したがって、これが許せないわけであります。うその記事をそのように書いても

らったら、どうにもならないということになるわけですよ。 

 先ほど１２番議員からこの記事の訂正の申し出がありましたが、訂正するつもりはありません

ということですが、このような虚偽の文書をつくるということは、刑法第１５６条に違反するこ

とになりますよ。したがって、私は、第１問で、この文章は誰がつくったんですかということを

お尋ねしたわけです。これがはっきりしないことには、刑法として告発ができないということに

なってありますからね。あくまでも、これは地方公務員が虚偽の文書をつくったということにな

りますよ。訂正しないということになったら、それはそのように措置をさせていただかなきゃな

りません。 

 ここに刑法を持ってきておりますが、刑法の第１５６条で、虚偽公文書作成罪というのがある

わけなので。「公務員が、その職務に関し、行使の目的をもって、虚偽の文書若しくは図画をつ

くり、又は文書、若しくは図画を変造したときは、印章、署名の有無を区別して、前２条の例に

よる」ということは刑法で決められてあるわけです。その詳しい説明がありますが、虚偽公文書

作成罪は、公務員がその職務に関し、行使の目的で内容の虚偽な文書、図画を作成し、あるいは

文書、図画の内容を虚偽のものに変更することにより成立しますということが決められてあるわ

けです、刑法第１５６条ですが。 

 したがって、こういうのが虚偽の文書になる。あと、この１１月１日号の文書の中でも、それ

がいっぱい出てくるわけですよ。例えばこの１１月１日号の文書の中に、これは、先ほど１２番

議員からも質問がありましたが、建物に例えて出しているわけ。うきは市は、建設にお金を払っ

ていませんと。ダムは、建設にお金を払ったグループのものです。そんなことないでしょう。あ
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のダムは農水省のダムですよ。ダムは、お金を払った福岡県南広域水道企業団、あるいは福岡地

区水道企業団のものじゃありませんよ。何でこういううその記事を書いているんですか。だから、

これを立証するために、議長の許可を得て、皆さん方の前に７項目の書類を差し上げてあります。

これは全て公文書請求によっていただいたものであります。そして、こういうことも書いてあり

ますよ。うきは市は当時、合所ダムの建設に当たり、上水道の必要性を認めていなかったと。認

めてるからこそ陳情書を出しているんでしょう。これ、４７年の陳情書ですよ。４７年といえば、

市長が満２０歳のときの陳情書ですよ。あなたが学生のときの陳情書です。 

 こういう先人の努力を無にするような広報記事を出すということが許せない行為なんですよ。

その陳情書、まずはぐっていただきますと、上水道事業に関する陳情書。耳納山麓総合土地改良

事業が国営事業として昭和４７年度に採択されましたことは、県当局の御尽力のたまものであり

まして、深く感謝申し上げます。その裏側、はぐっていただきますと、マーカーでチェックして

ありますよ。皆さん方が見落とさないように、わざとチェックしてきました。浮羽郡３町が将来

必要とするまで、福岡市が使用され、上水道地元負担金を福岡市で立てかえていただくことにつ

いて、知事にあっせんしてくださいとお願いしたんですよ。これをもって当時の亀井知事は、い

っぱい努力してありますよ。 

 ここに福岡県の合所ダムに関する資料があります。これ全部、情報公開によって取得した書類

でありますけどね。いわゆる合所ダムは農水省のダムでありますから、つまり、上水道をお願い

するのも、当時の農林大臣に亀井知事からお願い状を出してるんですよ。どんなお願いかという

と、このように、４６年１０月６日付で、当時の農林大臣、赤城宗徳殿ということで、亀井知事

が、久留米、吉井町、田主丸及び浮羽町と協議を重ねた結果、ぜひ、ダムを上水道用水の目的で

変更していただくようお願いしますというお願い文書ですよ。このときから、もう既に、浮羽郡

３町は、どうせ将来は合所ダムで水を確保しなきゃならんということですね。 

 そして、このかいがありまして、合所ダムは変更になったんですよ。もう少し堤防は低かった

んですよ。ところが堤防を上げたために、１３４メートルに堤防を上げましたので、あそこを通

っていただいたらわかるように、一遍坂になって今度下がってるんですよ。あれ、下がってるの

は、上水道を確保する前の堤防の結果だったんです。 

 このように、上水道配分が４７年５月１４日に決まったんですよ。これは、いわゆる配分が決

まっただけですよ。上水道の、合所ダムの水の配分が決まっただけ。だから、今、小石原川で、

うきはに５,７４０トンという配水があっても、それと同じ。まだ何も水利権もないんですよ。

ダムできてないんですから。それを水利権がないとかね、ないのは当たり前ですよ、まだダムが

できてないんですから。なぜこんな数字が出てくるかというと、いわゆる負担金を負担してもら

わなきゃならんからですよ。ダムを建設するためには、負担金を負担してもらわなきゃならない。 
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 合所ダムには、うきは市は幾ら負担してありますか。金額を教えてください。合所ダムの建設

に対する、うきは市の負担金額。うきは市で結構です。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 事前に通告いただければ調べてきてたんですけども、今、手元では、資

料がございませんので、また後で調査をさせていただきます。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 農水省がつくったダムでありますが、総事業費は２７０億

７,４０１万２,８７５円でありますよ。これ、全部の合所ダムの総事業費ですよ。これは完成し

て、ここに成果表があります。つまり、会計検査院の検査を受けなきゃなりませんから、きちっ

としたダムの計算をした資料がありますけれども、この４６年当時は、こんな金額じゃなかった

んですよ。つまり、うきは市も、これに、９,２００トン分の負担金を納めなきゃならんけれど

も、納めてないんですよ。浮羽郡３町が、当時、財政的に困るから、困っているから、ぜひ、こ

の水を福岡市で使っていただいて、そして、その分、立てかえてほしいというお願い出したんで

すからですよ。 

 だから、一番困ったのが県なんですよ。県が割り当てたんですよ。農水省から各市町の水の配

分をお願いしますという文書が来たから。したがって、その文書を県が内容を検討しまして、そ

して、こういう配量でいきますというのが当時の文書です。 

 ここに、きょう７番議員からも質問がありましたがね。大江さんというのが決裁をしているわ

けですよ。これ、４６年５月８日の決裁ですけどね、ここにちゃんと配分が書いているわけです

よ。見てください。浮羽郡３町分、０.３２６ということで、きちっと配分してあるわけですよ。

だから、負担金出さなきゃならんかったんですよ、３億６,０００万円。それが出せないもので

すから、ぜひ、水を使っていただいて、そして、浮羽郡が要るまで、その水を使っていただいて、

負担金を立てかえてくださいというお願いやったんですよ。だから、その陳情書をもって県がい

ろいろ努力しているわけです。この大江さんというのが、もちろん当時の県の、当時は水資源対

策とかそんなんなかったもんですから、衛生部ということである。 

 いろいろやって、覚書というのができた。次に覚書をつけております。皆さん方の手元にね。

この中で、この覚書を見ていただくとわかりますように、４番目に、本覚書は、福岡地区水道企

業団議会が承認したときに成立するということが書いてあるわけです。だから、この覚書だけで

は成立しないんですよ。だから、福岡地区水道企業団議会が開かれないことには、この水の使用

が認められない。幾ら県が言ってもですよ。したがって、その次に、証拠資料として、福岡地区

水道企業団の議会の議事録をつけております。 

 平成５０年７月５日に覚書ができましたから、それからいろいろと県が折衝をして、そして、
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１０月２７日に開会された福岡地区水道企業団議会の会議録の中に、きちっとこのことが書いて

ありますよ。それは、今、皆さん方、見ていただいておりますが、３ページの中ほどにチェック

を入れております。このように、「浮羽郡吉井、田主丸、浮羽の３町に配分されております１日

最大９,２００㎥の水道用水を、次期水源が開発されるまでの間、もしくは概ね１０年間、当企

業団が使用することについて、設置条例の一部改正と予算の補正をお願いするものであります」

と、これ、企業長が説明しているわけ。 

 だから、これが可決されましたから、その最後のほうに、原案可決ということで可決書も入れ

ております。理由が書いてあるわけ。「この条例案を提出したのは、浮羽郡３町（吉井町、田主

丸町、浮羽町）に配分された水を当企業団が取水することに伴い供給水量を改める必要があるに

よる」ということで、この議会にかかったんですよ。そのためには、農水省に連絡をしなきゃな

らんわけ。浮羽３町にも配分をしとったから、浮羽３町から負担金を徴収しなきゃならない。 

 このように覚書ができたものですから、浮羽３町の分は、福岡地区水道企業団が出すことにな

るわけですね。だから、これが、亀井知事から九州農政局長、野崎博之に、当時の局長に宛てた

公文書なんですよ。ここに、合所ダムにかかわる水道用水の利水者につきましては、下記のとお

りでありますので、よろしくお願いいたします。なお、浮羽郡３町につきましては、当面の水道

用水の受給関係から、当分の間、緊急性の高い福岡地区水道企業団が３町にかわって使用するこ

とで両者の話し合いがついておりますので、このことは事情やむを得ないものと思料いたします。

したがって、負担金については、福岡地区水道企業団からとってくださいとお願い状ですよ。ち

ゃんとこれには覚書もついてるわけです。このようにして、農政局が認めて、そして、合所ダム

の負担金というのが、土地改良区と、それから福岡地区水道企業団、福岡県南広域水道企業団に

割り当てられて、その負担金の徴収はなされたわけでありますよ。 

 それ、いつかというと、これは負担金の徴収が―協定が結ばれたのは、５１年５月２６日

のことなんですよ。これちゃんと判こも押してありますよ。この中に、この当時は、合所ダムの

建設費は６２億８,３００万円であったわけですよ。この６２億８,３００万円、これ、昭和

４８年度単価によるということになるんです。甲というのは、うきは市を含めた土地改良区が負

担するのが６０.２％。３億７,８２３万７,０００円が、うきは、久留米を含んだ土地改良区の

負担金であるわけで。それから、乙というのが、福岡県南広域水道企業団、１２.６４％ですか

ら７,９４１万７,０００円。それから丙というのが福岡地区水道企業団ですが１億７,０６４万

６,０００円。耳納山麓土地改良区と福岡地区水道企業団、福岡県南広域水道企業団、合わせて

６２億８,３００万円というのが決まったわけですよ。これで、浮羽郡の３町分の負担金は福岡

が立てかえていただいたわけですよ。 

 それを持ってきて、金は出してない。じゃあ、うきはは幾ら出しているかというと、私、調べ
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ましたので、その数字を申し上げますと、うきは市が合所ダムに出している金は、まだ、今、払

ってますよ。払ってますけども、１次分が、うきは市が負担する金が２９億６,６０２万

１,５８１円ですよ。それから、２次事業分が、もう一次は終わったからですね。２次事業分が

８億６,０６４万９,８４９円。それから、３次分が６億９８万２,９１２円。これが受益者の負

担金ということでありますよ。だから、金払ってない、金払ってますよ。うきは市は、合所ダム

に、建設費の中で、うきは市として４４億３,６６５万４,３４２円払わなきゃならんわけです。

これに農家の分が加わるわけですよ。農家の分が１４億１,９０６万５,７９１円。合わせますと、

うきは市と、それからうきは市民で、農家の方々で５８億５,５７２万１３３円払ってるんです

よ。こんな、払ってありません、全く権利がありません、そんなことじゃありませんよ。ちゃん

と合所ダムの分としても、うきは市は払ってるんですよ。 

 何でこんなね、うきは市は払ってませんというような記事が出せるんですか。だから、皆さん

方が、ぜひ、その証拠を知りたいだろうと思って、これは、議長の許可を得て、３日前に許可を

もらってつくった資料です。何しろ４７年ですからね。この中にいらっしゃる課長さん方も、と

てもまだ二十歳そこそこだったと思いますけれども、内容をよく吟味してくださいよ。合所ダム

の水をもらうとかもらわないじゃなくて、誤った報道をやってもらっては困るということなんで

すよ。事実に基づいて、そして、書類はつくってもらわなきゃなりませんけれどもですよ。 

 それじゃ、次の質問に参りますけれども。（「回答、もういいですか」と呼ぶ者あり）はい。

回答、何かありましたら回答してください。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 今、広報うきは１１月１日号で、大きく２点の再質問をいただいたかと

思います。 

 あくまでも問７というのは、問６からの枝分かれ質問であります。そんなに難しく考えないで、

問６で、特に検査の結果が飲料不適正のため不安という方が１１８通いました。そして、検査を

していないのに多少不安という方が９９６通いましたので、この方に枝分かれ質問をして、じゃ

あ、何で不安なんですかということを聞いてて、パーセントを出しただけで、何も難しく考える

必要はないと、このように思います。 

 そして、２点目が、水資源対策室からの回答書の中でございますが、今、議員のほうから、陳

情書を初め、細かな資料もいただきました。基本的に、御理解、もういただいているものと思っ

てるんですが、水利権の前段階でダムの共有持ち分としての利水権をとらなくてはいけない。そ

のためには、お金を負担しなくてはだめなんですね。そこのお金を負担してないということをず

っと申し上げております。 

 今、議員の御指摘は、あくまでも農業用水で、うきは市は負担しております。私が通告いただ
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いていれば、きちんと円単位まで御説明するとこだったんですが、その持ち合わせがなかったも

のでお答えすることができませんでしたが、議員の御指摘のとおり、１次、２次、３次でかなり

の金額をうきは市が負担をしておりますが、それはあくまでも農業用水でありまして、この問題

は上水道の話で、こういうふうに返事をさせていただいてますから、上水道の利水権としてのお

金は１円も払ってませんから、利水権はありません。したがって、水利権までつながりませんよ

ということを再三申し上げているところを御理解いただきたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 私どもは、水利権まで何だかんだと言っておるわけではありま

せんよ。利水権まで獲得しなかった理由を申し上げているわけ。こういうことでお金を、負担金

を出さんで、福岡地区水道企業団に立てかえてもらったんですよということですよ。 

 じゃあ、あとの利水権について質問をいたしますけれども、この資料の中に、福岡市議会の次

の資料に、平成６年１月７日の福岡県企画振興部長の文書がついております。これは覚書の中に

ありますように、次期水源が開発されるまで、福岡地区水道企業団が使いますということになっ

てありますから、これ、福岡地区水道企業団と県の条件だったんですよ。大山ダムができたら、

当然、浮羽郡３町に９,２００トンを返さなきゃならんから、大山ダムの配分の際には、それを

加えて配分してくださいというお願いが出とったんですよ。だから、ここに書いてありますよう

に、配分水量は、小郡市、１,５００トンです。浮羽３町分が９,２００トンです。合わせて１万

７００立方メートル、１日分ですね。これを返さなきゃならんから、福岡地区水道企業団に配分

したんですよ。 

 きょう午前中の江藤議員の質問に対して、大山ダムには利水権がありません。加入してません。

加入せんでいいわけですよ。これは、福岡県と福岡地区水道企業団の約束事で、次期水源が開発

されたら、当然、浮羽郡３町に９,２００トン返さなきゃならんから、その水は、大山ダムで手

当てしますという約束のもとに、こういう文書ができたんですよ。これは、１万７００になって

ますが、小郡もありますから、小郡、１,５００トン、それから、浮羽が９,２００トンですから、

合わせて、その分を上乗せしてるんですよ。だから、何も、この広報うきはに書いているように、

とても余っている水はありませんから、返す水はありませんとか。とんでもないことです。ちゃ

んと県は、手当てしたんですよ。返さなきゃならない。というのが、覚書の中に書いているわけ

ですよ。 

 先ほど、覚書、確認書を見ていただいたと思いますが、確認書の中に、福岡地区水道企業団が

２万８０００、合所ダム持ってます、水利権をですよ。その中から振りかえてお返ししますとい

うのが、その確認書ですよ。５０年７月５日の確認書。それがあるから、県は、当然、次期水源

の大山ダムが完成したら返さなきゃならんから、この分は上乗せして配分してるわけ。返すため
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にですよ。いやそうじゃないですよ。そして、いや、あなた、頭ふっているが、あなたがね、助

役になったのは、この平成６年ですよ。浮羽町の助役になった。平成６年５月でしょう。覚えて

ますよ。 

 だから、あなたがこのことを知っとるわけですよ。だから、そんなにいかんだったら、何で浮

羽町長に、これ、はっきりしないとだめですよと助言しなかったんですか。それをしてないから、

７年１２月２０日、さっき１２番議員からありましたように、浮羽郡３町長と福岡地区水道企業

団、それから、県で、県庁で会議してるんですよ。これが、平成７年１２月２０日。このまま引

き続き福岡地区水道企業団が使用しますという合意があるじゃないですか。 

 はい、答弁。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 私は、平成６年に当時の浮羽町の助役に就任をしましたが、平成６年

１月７日は、まだ助役ではありませんでした。 

 今、議員がお示ししてます平成６年１月７日の、この都市用水の配分については、これ、大山

ダムの都市用水のトータルを指してるんですね。たしかこの内訳があるはずなんですが、私が手

持ちにないもので、結局、江藤議員の質問のほうにも、私、申し上げましたように、私たちは

―旧浮羽郡３町は、小石原川ダムに、あるいは江川、寺内に利水権を持ってませんでした。

共有持ち分として。したがって、手法的には、大山で、県が配分するから、大山で利水権をとっ

てくれと、共有持ち分をとってくれと、そして、お互い、法律に基づいて転換をしましょうと、

そういう構図であります。 

 そういう中で、我々浮羽郡３町は、まだ上水道の計画性がないということで、そこで、あの覚

書が期限切れになったと。ここはぜひ御理解をいただきたいと思います。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 私は、この平成６年１月にあなたが助役就任したとは申し上げ

てありませんよ。６年度にね。（「失礼しました」と呼ぶ者あり）私は、何もね、１月６日を指

してね、このとき、あなた、助役。ところが、平成７年１２月２０日の県で会議があったときは、

あなたおったんですよ。まして、建設省から出向して来てるならね、専門的になぜアドバイスし

なかったんですか。きちっとやってないと大変なことになりますよというのをですよ。それをア

ドバイスせんもんですから、浮羽郡３町長と福岡地区水道企業団、県まで一緒になって、このま

ま延長するということが決まったやないですか。これ、１４年４月１５日の、浮羽の課長文書の

復命書があるでしょうが。弥吉という課長と、それから楠原利春という２人が会議に出席してる

んですよ。そして、吉井からは、前の市長の、怡土、この方が衛生課長か何かしとって、この会

議に参加してるんですよ。そして、今おっしゃってる。合所ダムにかたんなさいと、そんな文書
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ありませんよ。私は、何遍も県に情報公開の開示を求めたけど、そのような文書はありません。 

 それから、うきはに指導したということですが、その指導の結果の回答書がありますかと。回

答もありません。来てありませんと。何遍出しても同じ回答しか、公文書がありませんというこ

とですが、何を根拠にですよ。県からかたれとかね、上水道事業をこせと言ってきた。それも全

くうそじゃないですか。うそじゃなかったら、その書類を出してください。あなたたちが持って

いるんだったら。持ってないでしょうが。県が持ってないと言うんですから。あなたたちが持っ

てたら、それは隠してることになりますよ。そんな公文書を隠したりせんで、あるんだったら出

してくださいよ。答弁願います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 私どもが保有している公文書で公開してないものはないと、このように

承知をしております。 

 我々は、今までこれだけ大きな問題になってますので、先人にもいろいろ聞き取りをして、責

任をもって、ああやって答弁をさせていただいております。そして、私の承知しているところに

よりますと、平成７年、８年あたりは、大山ダム後の、この覚書の問題に対して、ぜひ、覚書の

更新といいますか、覚書の効力を延長するということで、かなり更新で、当時、大石県議も動い

て、いろいろ動かれたけれども、なかなかそれが相成らなかったと、そういうふうにお聞きして

いるところであります。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） それじゃ、次の文書に参りますがね、これは、平成１５年の上

水道に対する考え方という文書に対しての情報公開の開示資料でございます。皆さん方が今まで

持っている書類は、平成１５年１１月１８日になっていたはずですよ。これは、その文書をつく

ったときからの文書ですよ。上、見てください。平成１５年８月１８日に起案してるんですよ。

そして、この中に書いてありますように、起案の趣旨と表記の件については、浮羽郡町長会に対

し、福岡地区水道企業団としての考え方を会議資料として示してよいか伺うもの。その後に括弧

して、事前に福岡県に送付することを事前打ち合わせで確認済みとしてあるんですよ。ちゃんと

この文書は、県にも確認してつくられた文書でありますよ。 

 だから、その本文をつけてありますが、これが本当の文書です。一番上、見てください。平成

１５年９月になってますよ。皆さん方が持っている文書は、平成１５年１１月１８日になってい

るはずですよ。これが最初の文書です。そこで、この文書が出てありますように、これ、全く、

１５年１１月１８日の文書と全く変わってありませんがね。確認書の中に書いてあるでしょう。

返還された場合、浮羽郡３町は、合所ダム地点から取水する意味である。確認書にそう書いてあ

るからですよ。そして、借用水の返還ということで、福岡地区水道企業団としては、次期水源で
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ある大山ダムから借用水分を返還したいと考えているということまで書いてある。市長の言うこ

とと全く違う。大山にね、かたってほしい。そんなことはないんですよ。これ、１５年の文書で

すよ。福岡地区水道企業団の考え方なんですよ。これが何でメモとかね、これは無効だとか言え

ますか。公文書で、これは、福岡地区水道企業団の企業長が決裁した文書ですよ。１５年ですか

らですよ。これが本当の福岡地区水道企業団にあります借用水の考え方の公文書なんですよ。公

文書の開示請求をやっていただいた資料ですからですよ。 

 時間があともう少しになりましたが、先ほど市長は、上水道事業は赤字になることはありませ

んというようなことをおっしゃいましたけれども、私どもが一番心配するのは、加入者が少ない

ということですから、やっていけるかどうかということなんですよ。皆さん方、加入者をふやす

方法はどうするんですか。 

 けさ、７番議員からも質問が出ました。五庄屋の話。あの５人の庄屋は、飢饉で苦しんでいる

農民を救済するために、あの大石堰をつくって、それを水引いて、この筑後平野の美田をこしら

えたんですよ。ところが、今もって３５０年経過してありますけど、その恩恵はですよ、あの長

野水神社ができて、私ども小学生のころは学校から並んで、一番前に校旗を掲揚して、そして、

隊列つくって参拝に行っとったんですよ。戦後は、政教分離ということで、もうそういうことは

できなくなってありますから行っておりませんけれども、そういう、いわゆる小学生時代から、

つまり、水の神様だと慕われておったんですよ。 

 ところが、市長のやろうとしてることは何ですか。うきは市民をどん底に落とし込むような施

策を今もって続けようということですが、じゃあ、赤字が出た場合、それは、市長は、筑紫のほ

うにまだ家も持ってあるということですから、市長をやめられたら向こうに行ってしまうかもわ

かりません。ところが、議員の皆さん方は、このまま、うきはの地に残らなきゃなりませんよ。

職員の皆さん方も同じですよ。とにかく、うきは市の財政を破綻させないようなことをしっかり

考えなきゃならんと思いますよ。 

 私どもは、水資源対策、これは、何も上水道を推進する対策特別委員会じゃありませんよ。問

題は、そういうことがないように、場合によっては、小石原川ダムから撤退して、あるいは、人

口が５,０００人未満の簡易水道に切りかえなきゃならんかもわからんわけですよ。ところがや

っぱり水道は必要ですよ。上水道して、そして消火栓を設置しないことには、消防団員の確保も

だんだん困ってきますよ。人口が減ってくるんですから。したがって、ぜひ、上水道は設置推進

しなきゃなりませんけれども、このような財政が破綻するような計画には、私どもは参加できま

せん。これは、孫子の代まで批判されるような、そういう悪徳の事業には、私どもは参加できな

いということは申し上げておきます。 

 そこで、何かコメントがありましたら、市長の答弁をお願いして、次に移りたいと思います。 
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○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 先ほどから御指摘いただいている件については、私どもは特別委員会の

中で再三にわたって御説明をしてきた中であります。こうしてまた改めて、今議会でこういう御

指摘を受けるということは、本当に私としては説明責任が果たせてなかったのかなと非常に残念

に思っているところであります。 

 今、議員が最後に申し上げられました経営的な視点での対応策どうするのかという話について

は、次期特別委員会でしっかり我々の考え方を示したいと思っております。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 市長は、よく、福岡地区水道企業団も福岡県南広域水道企業団

も水が足りないということをおっしゃいますね。本当にそうでしょうか。実は、福岡県南広域水

道企業団の条例を見てみますと、つまり、１６万トンの供給になってあります。条例持ってきて

ありますがね、福岡県南広域水道企業団の条例がここにあります。供給対象が１２市町村になっ

てありますけど、この中に、別表ということで、受水団体ごとに表が出ているわけです。例えば

久留米が４万６,０００トン、それから大牟田が２万１,５００トンということですが、これ、

２６年度の受水の実際ですよ。久留米が１万１４３トン、年間ですね。１万１４３立方メートル

ということになりますが、これを１日に換算しますと２万７,７９０立方メートルになる。現に

久留米は６０.４％しか福岡県南広域水道企業団から受水してないという実態ですよ、６０.４％。

県南全体で、１６６.１８０トンということになってありますから、その中で１１万４,４３１立

法メートルということですから、６８.９％しか受水してない、各市町は。これを基本水量と使

用料金で割っていきますと、福岡県南広域水道企業団の２６年度の水の売却益ですね、３４億

２,８７６万３,０９５円というのが実態なんですよ。水、余ってるんですよ。こういう実態があ

るわけなんですよ。 

 したがって、本当に余ってるんだったら、小石原川ダムに、うきはがかたらんでも、筑前と同

じように、筑前、小石原川ダムへかたってませんよ。そして、福岡県南広域水道企業団に加入し

たんでしょう。それと同じことでいいんですよ。そしたら２４億１,２００万円の負担金がなく

なるということですからね。 

 だから、こういうことについても、ひとつ水資源対策特別委員会でも一生懸命勉強していただ

きたいと思いますけど、それには資料を出していただかなきゃなりません。資料がないことには、

皆さん方は勉強ができないんですよ。ぜひ資料を出していただくように、正確な資料を出してい

ただくようにお願いしたいと思います。答弁願います。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 福岡地区水道企業団並びに福岡県南広域水道企業団の水の受給について
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は、再三申し上げてきておりますが、大山ダムが供用開始して随分ゆとりが出てきておりますが、

それまでは、本当に水が足りない状況であります。これは、いろんな年表とか、記録を見れば歴

然であります。 

 ただ、議員が指摘されているのは、広域水道企業団だけじゃなくて、例えば久留米市でいきま

すと、太郎原とか、久留米市が単独で上水道をやっている、水源を確保しているところがありま

す。そういうところを含めますと、随分数字は変わってくるかと思いますが、広域水道企業団に

おいては、そういう状態であったことを御理解いただきたいと思います。また、資料につきまし

ては、これまでも再三申し上げてましたように、我々が有している資料で、かつ、議員の皆さん

にぜひわかっていただきたい資料については、ほとんど公開しているところであります。もし何

か御指摘があれば、あるものについてはしっかり公表してまいりたいと、このように思っており

ます。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） 今、私が示した資料に対して、いや、久留米は、ほかでもまだ

水を確保しているということでございますが、そのとおりですよ。私が申し上げているのは、そ

ういうものまで拾ってのお話をさせていただいているわけですよ。太郎原のところで、水、揚げ

てありますけど、あれは１年のうち半分しか稼働してませんよ。水余りの状態ですから、あれを

稼働すれば、なおさら福岡県南広域水道企業団から水が要らなくなるから、それじゃ、使わない

水で金を払わなきゃならんからということで、あそこは２日に一遍しか稼働せんような計算にな

ってありますよ。それを、表流水という水源で確保しているわけ。表流水が１万７,１５３立方

メートルあげてあります。そういうものは全て計算しておりますけど、例えば福岡県南広域水道

企業団の負担金だけを先ほど申し上げたわけですがね。 

 議長、あと３分しかありませんけど、第２点に入らせていただきます。 

 第２点でありますが、決算審査でもいろいろ指摘をしましたけれども、行財政の改善及び平成

２８年度当初予算編成について質問いたします。 

 地方自治法では、決算認定制度が規定され、その第一次的意義は、予算効果と行政効果を客観

的に判断し、反省事項及び改善事項、その後の予算編成や財政運営に役立てることであります。

昨年度の決算認定でも改善事項について議員から数々の指摘がありましたが、翌年に編成された

予算案には反映されない現状でありますが、これは、上層部の指導力の欠如とともに、職員自体

の決算認定に対する理解不足が原因と言えます。福岡県でも平成２７年度当初予算では、既存事

業の見直し、廃止、効率化、事業費の削減など、全体で約９０億円の節減が図られました。北九

州では、本年度中に２割以上の削減目標を目指して、今、公共施設の統廃合を進めております。

うきは市では、市税収入は県下で一番少なく、社会保障費の増大など厳しい財政状況が続く中、
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経常経費の削減は図られずに、年々増加の傾向にあります。ぜひとも、平成２８年度予算編成で

は、大幅な財政削減の達成を要請して、次の項目について髙木市長に質問いたします。 

 １番目に、経常経費の需用費、補助費など経費削減の見直しを提案したけれども、一向に財政

改革をしていないが、事業を見直す気はないのでしょうか。 

 それから、２番目に、行政の財務及び経営を監査するために監査委員制度がありますが、監査

委員から経営能率や無駄な支出等に関する指摘はあったのか、なかったのか。 

 ３番目に、選挙管理委員会は、投票時間を２時間以内の繰り上げが可能でありますが、来年度

は、市長選挙が実施されます。投票時間の短縮、これはどのように考えられてあるか。 

 それから、４番目に、国勢調査の結果は、地方交付税交付にも大きく影響しますが、さきに実

施された調査の結果からは、来年度の予算編成に影響がないかどうか。 

 以上、４点について市長の答弁をお願いいたします。要点だけで結構であります。時間ありま

せんので。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長。 

○市長（髙木 典雄君） 決算審査で指摘した行政の改善と、平成２８年度予算編成について、

４つの御質問をいただきました。 

 １点目が、決算審査で指摘を受けた経常経費等の見直しについての御質問でありますが、平成

２６年度各会計決算におきましては、髙山決算特別委員会委員長のもと、９月議会会期中５日間

にわたり、各委員による熱心な御審議をいただき、認定を賜りましたこと、改めてお礼を申し上

げます。そして、決算特別委員会におきましては、さまざまな御意見、御指導をいただき、三園

議員からも経費節減に関する御指摘をいただいたところでございます。今回の御質問の内容は、

消耗品や印刷・製本費等の需用費、各種団体の補助金や交付金などの補助費が、毎年同じ金額計

上されているものがあり、そういったものは見直しを図るべきではないかという趣旨のものであ

ると解釈をしております。 

 平成２７年度も各課におきましてさまざまな事業を展開しておりますが、各事業の予算につい

ては、各係の事業ごとに、市長公室長査定及び市長査定を実施して、最終的な予算案を確定して

おります。予算要求の際は、各係からの要求額に関係する積算資料、工事費や業務委託の場合は、

見積書等も提出させて、適正な価格での予算計上に努めているところでございます。各種団体の

補助金等については、平成２３年度に実施した行政改革推進委員会から補助金の見直しの趣旨に

のっとり、段階的な削減を実施してまいりました。また、需用費等で前年度決算において、多額

の不用額を生じた費目においては、減額措置をして、予算総額の抑制につなげております。 

 しかしながら、同じ事業でも年度ごとに業務量が多い場合や少ない場合もあり、一律に減額で

きるとは限らないケースもあることは御理解をいただきたいと思います。今後の自治体運営のか
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じ取りは、より一層厳しさを増してくると思われます。今後も予算査定の中で、経常経費の削減

を含め、限られた財源を有効活用できるよう、経費節減策を進めていく所存でございます。 

 ２点目が、監査委員からの指摘についての御質問でありますが、平成２６年度決算監査につき

ましては、平成２７年７月９日から同年８月２１日までの間、全課を対象に、一般会計ほか９つ

の特別会計、財産に関する調書及び土地開発基金等の運用状況等につき、河北、諌山、両監査委

員より監査を受けたところでございます。監査におきましては、各課の係ごとに、平成２６年度

の行政実績報告書及び成果表に沿って、各事業ごとに聞き取り調査を受けたところでございます。

担当からは、平成２６年度予算執行状況を説明させていただき、両監査委員から、事業の必要性

や予算執行が適正であるかなどに関して御指摘や御質問をいただきました。その総括的な意見に

つきましては、平成２６年度うきは市各会計歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見書の中で御

指摘をいただいているところでございます。 

○議長（岩佐 達郎君） 市長、簡潔にお願いします。 

○市長（髙木 典雄君） はい。 

 次に、３番目の選挙の投票時間短縮についてのお尋ねでありますけれども、基本的に選挙の執

行に係る事項については、議員御承知のとおり、選挙管理委員会の権限事項でありますので、私

のほうから質問にお答えすることはできません。しかしながら、一般論としてあえて申し上げる

ならば、公職選挙法第４０条の規定では、「投票所は、午前七時に開き、午後八時に閉じる。た

だし、市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認められる特別の事

情のある場合又は選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合に限り、投

票所を開く時刻を二時間以内の範囲内において繰り上げ若しくは繰り下げ、又は投票所を閉じる

時刻を四時間以内の範囲内において繰り上げることができる」と定められているところでありま

す。 

 基本的には、市の選挙管理委員会の判断により、投票時間の短縮も可能ではないかと思われま

すが、短縮となれば、投票管理者、投票立会人の負担の軽減、開票結果の早期確定、あるいは経

費節減にもつながるものと思われますが、選挙の根幹である有権者の投票の機会の確保の観点に

より、慎重な対応が求められることであります。いずれにせよ、市選挙管理委員会において、公

職選挙法の趣旨を踏まえるとともに、他団体の状況も勘案しながら適切に判断されるものと考え

ております。 

 ４点目の、本年実施された国勢調査結果が来年度予算編成に及ぼす影響についての御質問であ

りますが、御存じのように、ことし、５年サイクルで実施される国勢調査が１０月１日を基準日

に全国一斉に実施をされたところでございます。国勢調査の結果につきましては、議員御指摘の

ように、国から自治体に交付される地方交付税の基礎数値として用いられ、国勢調査による人口
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が交付税額に大きく影響するところでございます。平成２７年度人口はまだ確定されておりませ

んが、過去の人口動向、あるいは社会全体の人口減少傾向と照らし合わせてみても、今回、本市

の国勢調査人口は、前回人口よりかなり減少するものと推測をしております。このことが及ぼす

影響として、まず、平成２８年度の普通交付税の減少が予想されます。これは、平成２８年度の

普通交付税は、来年２月ごろ発表される速報値が算定の基礎となるためでございます。普通交付

税が歳入予算に大きな割合を占める当市にとって、このことは、次年度予算編成に大きな影響を

与えるものと考えております。 

○議長（岩佐 達郎君） 三園議員。 

○議員（１３番 三園三次郎君） ありがとうございました。終わります。 

○議長（岩佐 達郎君） 一般質問、６０分になっておりますので、答弁を含めて６０分ですので、

御配慮をいただきたいと思います。 

        

○議長（岩佐 達郎君） これで、１３番、三園三次郎議員の質問を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（岩佐 達郎君） 以上で、本日の議事日程は終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 連絡します。あす１２月８日は引き続き一般質問を行います。 

 以上です。 

○事務局長（熊懐 洋一君） 起立、礼。お疲れさまでした。 

午後４時38分散会 

                                       

 


